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平成27年第３回甲佐町議会（定例会）議事日程 

 

（第１号） 

１．招集年月日  平成27年９月11日 

１．招集の場所  甲佐町議会議場 

１．開会     ９月11日   午前10時00分 議長宣告 

１．散会     ９月11日   午後３時54分 議長宣告 

 

１．応招議員 

  １番 山 内 亮 一    ２番 佐 野 安 春    ３番 荒 田   博 

  ４番 宮 本 修 治    ５番 福 田 謙 二    ６番 西 坂 和 洋 

  ７番 宮 川 安 明    ８番 緒 方 哲 哉    ９番 本 郷 昭 宣 

  10番 渡 邊 俊 一    11番 本 田   新    12番 中 村 幸 男 

 

１．不応招議員 

  な し 

 

１．出席議員 

  １番 山 内 亮 一    ２番 佐 野 安 春    ３番 荒 田   博 

  ４番 宮 本 修 治    ５番 福 田 謙 二    ６番 西 坂 和 洋 

  ７番 宮 川 安 明    ８番 緒 方 哲 哉    ９番 本 郷 昭 宣 

  10番 渡 邊 俊 一    11番 本 田   新    12番 中 村 幸 男 

 

１．欠席議員 

  な し 

 

１．本会議に職務のために出席した者の職氏名 

  議 会 事 務 局 長  岡 本 幹 春   議会事務局事務長  山 本 洋 子 

 

１．地方自治法第 121 条の規定により説明のために出席した者の職氏名 

  町 長  奥 名 克 美   副 町 長  師 富 省 三 

  会 計 管 理 者  田 上 洋 子   総 務 課 長  内 山   洋 

  企 画 課 長  西 坂   直   くらし安全推進室長  清 水   明 

  税 務 課 長  北 畑 公 孝   住 民 生 活 課 長  福 島 明 広 

  総合保健福祉センター所長  井 上 美 穂   町民センター所長  吉 岡 英 二 

  産 業 振 興 課 長  鳴 瀬 美 善   建 設 課 長  志戸岡   弘 

  環 境 衛 生 課 長  橋 本 良 一   会 計 課 長  田 上 洋 子 
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  福祉課介護保険係長  柴 田 郁 子   福祉課社会福祉係長  渡 邉 友 美 

  福祉課子ども・障がい福祉係長   美濃田 知 也   教 育 長  蔵 田 勇 治 

  学 校 教 育 課 長  古 閑   敦   社 会 教 育 課 長  上 田   悟 

  農業委員会事務局長  鳴 瀬 美 善   選挙管理委員会書記長  内 山   洋 

  代 表 監 査 委 員  本 田   進 

 

１．会議録署名議員の指名について 

  議長は会議録署名議員に次の２名を指名した。 

   ６番 西 坂 和 洋     ７番 宮 川 安 明 

 

１．議事日程 

  議長は本日の議事日程を別紙のとおり報告した。 

 

１．会議に付した事件 

  日程第１ 会議録署名議員の指名について 

  日程第２ 会期の決定について 

  日程題３ 町長の所信表明 

  日程第４ 議長の諸般の報告について 

  日程第５ 町長の提案理由の説明について 

  日程題６ 監査委員の報告について 

  日程第７ 一般質問 
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１．議事の経過 

開議 午前10時00分 

────────────── 

○議長（緒方哲哉君） おはようございます。 

 ただいまの出席議員は12名です。定足数に達しますので、これより平成27年第３回甲佐

町議会定例会を開会いたします。 

 これから本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程を報告します。 

 本日の議事日程は議席に配付のとおりでありますので、朗読を省略いたします。 

────────────── 

 日程第１ 会議録署名議員の指名について 

○議長（緒方哲哉君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

 今期定例会の会議録署名議員は、会議規則第117条の規定により、６番、西坂和洋議員、

７番、宮川安明議員を指名いたします。 

 日程第２ 会期の決定について 

○議長（緒方哲哉君） 日程第２、会期の決定についてを議題といたします。 

 本件は、議会運営委員会に付託してありますので、委員長の報告を求めます。 

 ７番、宮川議会運営委員長。 

○議会運営委員長（宮川安明君） おはようございます。それでは御報告いたします。 

 さきの定例会において付託を受けておりました平成27年第３回定例会の会期及び日程に

ついて、議会運営委員会より御報告をいたします。 

 去る９月１日に議会運営委員会を開催し、執行部から町長、副町長、それに総務課長、

総務係長、財政係長の出席を求め、正副議長を交え、執行部からの提案案件及び一般質問、

その他の案件を勘案し、お手元に配付のとおり、会期を本日９月11日から15日までの５日

間と決定をいたしました。 

 本日は、会期の決定、町長の所信表明、議長の諸般の報告、町長の提案理由の説明、監

査委員の報告並びに一般質問、12、13日は議案調査のため休会、14日は人事案件、平成26

年度一般会計、各特別会計歳入歳出決算の認定及び水道事業会計決算の認定、専決処分、

報告条例及び指定金融機関の指定について、15日は平成27年度一般会計、各特別会計の補

正予算その他議会提出案件についての審議を行います。以上のとおり議会運営委員会では

決定いたしましたので、賢明なる議員各位におかれましては、よろしく御審議の上、御決

定いただきますようお願いを申し上げ、報告といたします。 

○議長（緒方哲哉君） 会期の日程については、ただいまの宮川委員長の報告のとおり

決定いたしたいと思います。 

 これに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（緒方哲哉君） 異議なしと認めます。 
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 よって、今期定例会の会期は、ただいまの宮川委員長の報告のとおり、９月11日から15

日までの５日間と決定をいたしました。 

 同意第５号、甲佐町固定資産評価審査委員会委員の選任に付き同意を求めることについ

て、認定第１号から認定第５号までの平成26年度一般会計及び特別会計歳入歳出決算並び

に水道事業会計決算の認定について、承認第４号、専決処分の報告及び承認について、報

告第２号、甲佐町土地開発公社の清算報告について、報告第３号、財政健全化判断比率等

の報告について、議案第29号、甲佐町保健委員会設置条例の廃止について、議案第30号、

甲佐町個人情報保護条例の一部改正について、議案第31号、甲佐町指定金融機関の指定に

ついて、議案第32号から議案第34号までの平成27年度甲佐町一般会計及び特別会計補正予

算について、その他議会提出案件を一括上程いたします。 

────────────── 

 日程第３ 町長の所信表明 

○議長（緒方哲哉君） 日程第３、町長の所信表明についてを議題といたします。 

 町長から所信表明の申し出があっております。これを許します。 

 奥名町長。 

○町長（奥名克美君） 皆様、おはようございます。 

 本日平成27年第３回甲佐町議会定例会の開会にあたり、所信を述べさせていただく機会

をいただき、議長並びに議員各位には心からお礼を申し上げますとともに、日ごろからの

御活躍に対して心からの敬意を表するものであります。 

 すでにご承知のとおり、私は、去る８月４日告示の甲佐町町長選挙におきまして無投票

による３期目当選の栄誉をいただきました。本議会を通じて議員の皆様、そして町民の皆

様に対して改めて深くお礼と感謝を申し上げます。 

 再度４年間、町政を担うという責任の重さを痛感し、身の引き締まる思いでいっぱいで

ありますが、町民の皆様から寄せられた期待に応えるべく、引き続き強い信念と情熱を持

って、政策目標に掲げた諸施策の実現に全力を尽くす所存でございます。 

 さて、この８年間を振り返ってみますと、１期目の町政におきましては、いろいろな会

議や集まりに出席をして町民の皆様の意見を聞くことから始め、町政の信頼回復と甲佐町

再生をキーワードに50項目の政策目標に取り組ませていただきました。 

 ２期目におきましては、元気な甲佐町・信頼回復から飛躍へといったことをテーマに33

項目の目標をお示ししながら、どちらかといいますと、まずは内政を治めることを念頭に

８年間町政運営に努めてきたような気がしております。 

 そして、いよいよこれからは、これまで以上に目を外に向け頑張っていかなければなら

ないときと考えております。 

 国におきましては地方創生が唱えられて、本年は地方創生元年とも言われております。

この地方創生といった言葉は、日本創成会議が、西暦2040年には人口が半減して、全国で

896自治体、県内におきましては45市町村のうちの26自治体が社会保障や学校、あるいは

公共交通が維持できない、いわゆる消滅可能性都市になってしまうという警鐘が鳴らされ
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たところから始まり、そういった状況にならないためには、今から地方を復活させるべく、

国や地方の自治体、そして民間のさまざまな機関が連携をしながら地方を活性化させてい

くといったことだろうというふうに思っております。 

 本町におきましても、2040年には、若年女性、20代、30代女性の減少率は50.8％と言わ

れ、消滅可能性都市の部類に入ってしまうわけでありますけれども、地方創生といった国

の考え方に準じて、これからさまざまな施策を講じていく必要があります。 

 説によりますと、人口減少をとめるには、これから先の10年間で、一つには現在の合計

特殊出生率を1.41から1.8まで引き上げること。それから、二つ目には30代後半の夫婦の

合計年収を500万円まで引き上げる、そういったことを実現することというふうに言われ

ております。 

 そういった事柄をこの甲佐町で達成するには、一つには、若者がこの地で定住できる雇

用の場をいかにして創出、あるいは確保していくのか。二つ目には、子供を産み育てられ

る環境をどう整えていくのか。そこには、結婚・出産・子育てへの切れ目ない支援が必要

でありますけれども、財政的な問題も抱えながら、どう地域の特色を生かした支援を考え

ていくのか、さらなる研究と実行が求められているところだというふうに思います。 

 そういった中で、これまでも定住促進と子育て支援を基本的な２本の柱として施策を講

じてまいりましたが、本町では合計特殊出生率がこの10年間で1.39が1.71まで伸びて、そ

の伸び率は全国でもベスト８、県内では第１位といったことからも、全産業従事者に共通

いたしますこの二つの施策は有効的な手段の一つだというふうに考えております。 

 また、今年度中に策定いたします地方版総合戦略のほか、今回も町の第６次総合計画を

さらに具体化させた施策として、再生から創生へ・次世代へ残す輝く郷づくりをキーワー

ドに40項目の政策目標を掲げたところです。これらの目標には、議員各位からご提言をい

ただいたり、役場職員からの政策提案なども数多く含まれております。今後はそれらの目

標の実現に向けてなお一層努力していきたいと思います。 

 加えまして、地方創生に向けた諸施策を初め、教育制度改正に伴い、教育長や教育委員

会と考え方を共有しながら、次世代を担う郷土愛豊かな子供たちを育成するための施策に

も大いに力を注いでまいります。 

 それでは、政策目標の中身について若干触れさせていただきます。今回も基本的には甲

佐町第６次総合計画の中で掲げられた、①活力にあふれ、にぎわうまち、②自然環境と共

生し、安心安全に暮らせるまち、③人を育み、交流するまち、④みんなで協働して支える

まち、以上の４本の柱のまちづくり方針を基本として各種施策を展開してまいります。 

 まず、第一に、活力にあふれ、にぎわうまちづくりについてでありますが、一つ目は、

道路整備を促進していくことは、言うまでもなく、町の活性化を図る上で大変重要だと考

えております。現在、国道１路線、県道８路線並びに町道153路線を抱えております。 

 まずは国県道整備についてでありますが、従来から懸案となっておりました田口橋改修

につきましては、本年度実施設計に着手されたことから確実な事業推進に努めるほか、城

南スマートインターチェンジや県道小川嘉島線との関連も深い県道今吉野甲佐線の整備促
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進は、乙女台地開発に向けて期待度も大きく、早期のルート決定と早期着工に向け努力し

てまいります。その他の国県道のミッシングリンクの解消に向けても、道路整備促進期成

会、あるいは町独自の要望活動を引き続き強化してまいります。 

 町道につきましては、国の公共事業費削減等に伴いまして、交付金、特に配分率等が厳

しい状況下にありますけれども、町の振興には道路整備は欠かせません。町といたしまし

ては、国の交付金制度を活用して、できる限り町の財政上有利な形で、道路整備５カ年計

画に基づき計画的整備を引き続き実施してまいります。 

 二つ目には、地方創生まち・ひと・しごとの考え方からも人口増対策、あるいは雇用拡

大として有効的な手段は、言うまでもなく企業誘致でありますが、本町には、企業誘致の

受け皿、いわゆる工業団地がなく、地域間競争ではどうしてもおくれをとってしまう地域

性にあります。 

 そういったことの解消に向けまして、現在所有しております町有地を含めて、受け皿づ

くりの開発を検討してまいります。 

 三つ目には空き家対策の件でございます。今回、法律が改正をされて、老朽危険家屋の

解消に向けた取り組みが求められております。法律に基づいた町の対応とあわせて、活用

できる家屋については定住促進に向けた利活用のさらなる研究を進めてまいります。 

 四つ目には、言うまでもなく本町の基幹産業は農業でございます。要望されている用排

水路並びに農道などの生産基盤の整備につきましては、上益城郡の３町、甲佐町、御船町、

益城町、以上３町の連携により第３期中山間地域総合整備事業の採択に向けて努力をして、

採択後は、計画される全箇所の事業完成に全力を尽くすとともに、他の県営事業や国庫補

助事業など有利な新規事業の情報収集並びに事業採択に努力してまいります。 

 五つ目は、農業振興に向けた支援でございます。現在まで本町におきましては六つの農

事組合法人が設立をされております。各法人の経営の安定化を目指して、向こう３年間、

１団体につき20万円の助成を行うほか、新たな支援も模索していきたいと考えております。

また、特色ある農業の推進に向けて適地適作の調査検討も実施したいと考えております。

また、有害鳥獣駆除につきましては、今後のあり方に不安材料も多く、後継者育成と支援

について真剣な取り組みが必要だというふうに考えております。 

 六つ目は町の観光振興についてであります。本町の観光拠点であります、やな場につい

ては、これまで営業期間を年を追うごとに少しずつ伸ばしてきた経緯もあります。県内外

ともに認めるロケーションはすばらしいものがあると考えておりますし、あらゆる視点か

ら捉えて、これまで以上に集客力を強化すべく、検討、営業戦略を重ねてまいります。ま

た、新たな観光資源の開発（発掘）にも努め、同時に観光スポットにおきましてはｗｉ－

ｆｉ通信環境を整備したいと考えております。 

 七つ目には、現在、国土交通省の甲佐町かわまちづくり支援事業によりまして、緑川の

河川空間整備に向けて協議会の中で話し合い活動が実施をされています。国と町との連携

によって今任期中の事業完成を目指し、町の顔となるべく総合運動公園の整備を実施しま

す。完成後は、多くのイベント等にも活用して、交流人口増から、ひいては定住人口の増
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につながるよう工夫を凝らしていきたいと考えています。 

 八つ目には、商店街の活性に向けた施策であります。特産品開発事業で誕生いたしまし

た、こうさんもんブランドの販売促進を継続し、商店街の活性化を図ります。また地域の

消費喚起、生活支援のための地方創生交付金を活用したプレミアム商品券は既に発行した

ところでありますけれども、もう着手をして、これまでに完売となったところであります。 

 九つ目には、若手起業家や若者のまちづくり活動に対して町の支援の検討をしていくと

いうことであります。現在、町内の若い世代を中心に町の活性化に向けてアイデアを出し

合ったり、新たな活動を行っていきたいとする動きがございます。その企画の立案や積極

的な取り組みに対して支援していくことで、若者ならではの独自性のあるまちづくりが期

待できるという考えから、本町の産業の担い手となる後継者確保や、新たな雇用創出を図

るため、新規に起業される方に対しての町の支援を検討したいと思います。 

 ２番目のまちづくりでありますけれども、自然環境と共生し、安心安全に暮らせるまち

づくりについて、今回は10項目の目標を掲げさせていただきました。 

 まず、一つ目でありますけれども、災害時を想定した乙女地区の水源は、第４水源さく

井工事完了に伴い確保ができました。今後はこの水源を生かした新たな水道のライフライ

ンの整備を年次計画を立てた上で順次整備を図ってまいります。また、小鹿地区を中心と

した宮内地区の水道問題の根本的な解決を図ります。 

 二つ目には内水対策、特に市街地の越水対策については、引き続き関係機関に要望活動

を行いながら、また対策強化を図ってまいります。 

 三つ目には、現在の消防団組織の再編により機動力の強化を図ってまいります。 

 四つ目には、自主防災組織の組織率100％を目指します。また、災害時の避難誘導のマ

ニュアル化も進めたいと考えております。 

 五つ目には、老朽化した公営住宅については、これまで耐震等を考慮して、年次計画の

中で新築、建て替え、修繕等の措置を講じてまいりましたが、上揚住宅につきましては新

たに計画的に整備を進めてまいりたいというふうに考えております。 

 六つ目には、町有施設の再エネルギー化についてであります。本町におきましては個人

住宅の太陽光発電設置の普及に向けて町としても支援をしてまいりましたが、公共施設に

つきましては、その点不十分なところもまだまだ多く、また、それらは避難所の指定施設

も多いことから、電源喪失時の対応も考えて、太陽光発電等の整備を強化してまいります。 

 七つ目には、小型合併処理浄化槽の普及の件であります。４年前からさらに目標を上げ

まして、10年後の普及率75％を目標としたいというふうに考えています。 

 八つ目には、定住促進に向けた各種助成制度の拡充を今後検討してまいります。 

 九つ目には、議員各位より要望の高かった防犯灯の設置についてでありますけれども、

これまで議会定例会の中でも申し上げておりましたとおり、そのニーズにお応えができる

ように、計画的な整備によって早期実現を目指します。 

 10番目には、ＩＣＴによる防災・安全体制の情報連携システムの構築を図ってまいりま

す。 
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 第３に、健康と人を育むまちづくりに関しましては、同じく10項目の目標を掲げさせて

いただきました。 

 まず、一つ目ですけれども、新教育制度が本年４月から始まりました。新制度開始を受

けて、現在総合教育会議を開催しているところであります。この会議において教育大綱を

策定するわけでありますけれども、策定に当たりましては教育長を初め、教育委員会との

十分なる協議検討を行い、最終的な取りまとめを行ってまいります。また、教育上のさま

ざまな問題の解決に向けましては、町長と教育委員会との意思の疎通が非常に大事と考え

ておりまして、定期的な報告を受けながら連携強化を図ってまいります。 

 二つ目には、医療費削減に向けた予防医療の重要性に鑑み、健診率の向上に取り組んで

まいります。また、保健、福祉活動の拠点であります総合保健福祉センターの改修も視野

に入れまして、より利活用を図るための施策を講じたいと考えております。加えまして、

町民の健康増進につながる表彰など、新たな試みも具体化したいと考えております。 

 三つ目には、買い物難民対策であります。今日の高齢化社会、あるいは核家族化の進展

により、ひとり暮らしや高齢者世帯におかれましては、地域によっては目的地までの交通

手段が容易でなく、生活用品や食材等の購入にも不便性を感じる家庭も少なくないと思わ

れます。そういった場合を想定して、商工会、あるいは社会福祉協議会など関係機関との

連携の上、配食サービスや買い物支援等ができないか、先進地等に倣い、本町における対

策を講じたいと思います。 

 四つ目は、これまで実施をしてまいりました子育て支援の各種施策についてであります。

子供医療費助成、保育料の軽減、幼稚園就園助成などに代表される子育て支援策につきま

しては、今期４年の中でも継続して実施してまいります。 

 五つ目には、地域福祉の充実並びに高齢者の生きがい対策の推進でございます。町社協、

それから地区社協と連携をさらに深めながら、地域独自の福祉政策の推進を図りたいと考

えております。また、生きがい対策として、活動の拠点でありますシルバー人材センター

の会員増強と受注機会の拡充にも努めてまいります。 

 六つ目には学童保育の件でございます。要望の多い地域につきましては、対象地域を拡

充しながら、補助制度を活用し対応したいというふうに考えております。 

 七つ目には、甲佐高校の特色ある学校づくりに対する町の支援についてであります。こ

の件については、過去８年間どういった町の支援ができるか検討を重ねてきたところであ

りますけれども、まだ最終的な結論を得ておりません。年々減少する生徒数を考えたとき

に、甲佐高校の存続に危機感を覚えていることも事実であります。あらゆる角度からこの

問題に取り組み、町として実効性のある施策を講じてまいります。 

 八つ目には、本町児童生徒の不登校が生じないよう、学校関係者はもちろんのこと、関

係機関とも連携を深めながら対策を講じてまいります。また、学力向上に向けた取り組み

も強化したいと考えており、現在策定中の教育大綱にも是非盛り込みたいと思います。 

 九つ目には、前の項目とも関連をいたしますけれども、御指摘が多かった英語力の強化

とあわせて、以前から推進したいと考えておりました道徳教育、あるいは郷土愛の育成に
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も力を入れてまいります。 

 10番目には、龍野小学校の増改築工事の件でございます。本件につきましては、基本設

計を終え、本年度は実施設計を発注しております。今後、工事着工から完成に向けまして、

的確な年次計画のもと整備を図ってまいります。 

 最後に、第４のみんなで協働して支えるまちづくりについてでございます。 

 協働による各種の施策の推進に当たりましては、住民との協働、高度情報化、行財政運

営、広域連携などの視点から考える必要があると思っております。 

 そういった中で、過去３年間継続して行ってまいりました地域おこし協力隊制度につい

ては、一定の成果があらわれ、特に宮内地区におきましてはＮＰＯ法人も設立されて、今

後の運営に大いに期待がかかるところであります。今後についても本制度の継続実施によ

り、さらに地域の発展に結びつけていきたいと思います。また、役場職員の地区別担当者

制度の考え方から始まった、こうさんもん元気活動推進事業を推進して、地域と行政が一

緒になって、それぞれの地域に活力を呼び込む契機となることを期待しているところであ

り、同時に職員の企画力等の資質向上にもつなげたいと考えております。 

 二つ目に、町内外の施設利用者の利便性の向上を図るため、町有施設、あるいはイベン

ト参加申し込み等にインターネットのオンライン化による申請ができるよう改善を図って

まいります。 

 三つ目に総体的な話になりますが、現在、地方版総合戦略策定に向けて担当課のほうで

対応をしております。本戦略策定後は、この計画に基づき数々の施策を講じることといた

しております。 

 四つ目に役場職員の人事評価の件でありますが、地方公務員法の改正により、人事評価

制度が来年度から施行されることとなりました。この件につきましては難しい面もござい

ますけれども、全国的にも人事評価制度への取り組みが期待されているところでありまし

て、本町におきましても実施に向けて検討してまいります。 

 五つ目には、環境衛生施設等一部事務組合のさらなる広域化を目指していくということ

であります。老朽化したごみ、し尿処理施設の建設並びに今後の環境行政の運営を考えた

ときに、さらなる組織の広域化は避けて通れるものではないと考えております。今年度か

らは、新たに上益城郡内５町と阿蘇郡西原村との６町村による熊本中央一般廃棄物処理施

設整備促進協議会が設立をされて、今後は平成37年度の施設稼働に向けて数多くの協議が

行われることとなります。本町といたしても、今後策定される一般廃棄物広域処理基本計

画を十分精査しながら、広域化を確固たるものにしたいと考えております。 

 六つ目には指定金融機関の導入についてであります。これまでは、指定金融機関の必要

性を十分感じてはおりましたものの実施には至っておりませず、本件のプロジェクト等の

報告を受けた上で、平成28年４月１日から本制度の導入に取り組むこととしたところであ

ります。 

 七つ目には、第３次行財政改革についてであります。第２次行財政改革に引き続き、行

政運営のコスト削減と安定した財政運営を目指して、その大綱策定と推進をこれまで同様
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図ってまいります。 

 八つ目にはふるさと納税についてであります。国のほうでは本制度を活用した過度のお

返し商品については自嘲してほしい旨の話もございますけれども、全国的にも本制度を自

主財源の確保として力を入れておられる先進地も多くあり、本町におきましても、これに

倣い研究を進めたいと考えます。 

 九つ目には、各地区の郷土芸能の保存・伝承についてであります。本町におきましはそ

れぞれの地域で継承されております郷土芸能があり、それが地域のつながりや歴史や地域

力としてあらわれてくるものだと理解しております。しかしながら、今日若者の流出や高

齢化等により保存や伝承の危機に直面しております。町としても未来を担う子供たちにそ

の重要性を理解してもらい、さまざまな伝承活動を通じて自分が暮らす地域に対して愛着

を持ってもらい、ひいては郷土愛につなげればという願いがあります。そういったことか

ら、郷土芸能の保全・伝承にも力を注ぎたいと考えます。 

 10番目には、宮内社会教育センターについてでございますが、現在施設の管理について

は、ＮＰＯ法人自然楽舎みやうちに委託をしているところでありますけれども、今後宮内

地区の活性化に向けたさまざまな取り組みが期待される中で、小学校校舎の一部改修を計

画しております。今年度改修工事に着手して、さらなる地域の活力づくりに町としても支

援したいと考えているところです。 

 11番目におきましては、町有地や遊休資産の有効活用を上げさせていただきました。こ

れまでも持論として申し上げておりますように、土地の再生や有効利用によって、これは

行財政改革にも大きく影響する分野とも思いますし、住宅用地や企業誘致の受入先として

考えられる場所については大いに検討する価値があると考え、その活用策には手を打って

いきたいと考えております。 

 以上、長くなりましたけれども、今後の40項目の政策目標を含めて施政方針を述べさせ

ていただきました。今後、地方創生の考え方から地域間競争はますます進み、その中でも

求められます甲佐町らしさを追求しながら、甲佐町に生まれてよかった、住んでよかった

と語り合えるまちづくりに職員ともども全力で努めてまいります。 

 議員各位におかれましては引き続きの御指導と御協力をお願い申し上げて、３期目就任

に当たっての所信表明とさせていただきます。ありがとうございました。どうぞよろしく

お願いします。 

○議長（緒方哲哉君） 以上で、町長の所信表明を終わります。 

 しばらく休憩します。10分ほど休憩します。45分から始めます。 

────────────── 

休憩 午前10時35分 

再開 午前10時44分 

────────────── 

○議長（緒方哲哉君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

────────────── 
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 日程第４ 議長の諸般の報告について 

○議長（緒方哲哉君） 日程第４、議長の諸般の報告を行います。 

 議長の諸般の報告につきましては、議席に配付のとおりですので、説明を省略いたしま

す。 

 以上で議長の諸般の報告を終わります。 

────────────── 

 日程第５ 町長の提案理由の説明について 

○議長（緒方哲哉君） 日程第５、町長の提案理由の説明を求めます。 

 奥名町長。 

○町長（奥名克美君） 皆さん、改めましておはようございます。 

 本日は、平成27年第３回甲佐町議会定例会を招集いたしましたところ、議員各位におか

れましては、大変御多忙の中、御参集をいただきまして、誠にありがとうございます。 

 それでは、早速でありますけれども、今期定例会に提出いたしております各議案につい

て、提案理由の説明を申し上げます。 

 今期定例会に提案をいたしております案件は、人事案件１件、平成26年度甲佐町一般会

計及び特別会計並びに水道事業会計決算の認定についての案件５件、承認案件１件、報告

案件２件、条例の廃止案件１件、条例の一部改正案件１件、指定金融機関の指定案件１件、

平成27年度甲佐町一般会計及び特別会計補正予算案件３件の合計15件であります。 

 以下、各議案について、順次ご説明を申し上げます。 

 まず、同意第５号、甲佐町固定資産評価審査委員会委員の選任に付き同意を求めること

についてご説明申し上げます。 

 本件は、現委員の山本勝一氏が平成27年９月30日で任期満了となるため、新たに後任者

として平野啓治氏を任命したいので、地方税法第423条第３項の規定により議会の同意を

求めるものであります。 

 認定第１号から認定第５号までの各議案は、平成26年度甲佐町一般会計及び各特別会計

並びに水道事業会計の歳入歳出決算の認定であります。この決算の認定は、地方自治法第

233条第１項の規定により、会計管理者から各決算書の提出があり、同条第２項の規定に

より監査委員の審査に付しましたところ、別紙のとおり意見書の提出がありましたので、

同条第３項の規定により、議会の認定を求めるものであります。 

 各会計の決算の状況をご説明申し上げます。 

 まず、認定第１号、平成26年度甲佐町一般会計歳入歳出決算の認定につきましては、歳

入歳出差引額３億5,724万7,348円であります。翌年度へ繰り越すべき財源が4,537万円で

あり、実質収支額は３億1,187万7,348円であります。このうち１億6,000万円を財政調整

基金に積み立てることといたしております。 

 次に、認定第２号、平成26年度甲佐町国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定につき

ましては、歳入歳出差引額及び実質収支額とも１億739万3,904円であります。このうち

1,100万円を財政調整基金に積み立てることといたしております。 
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 次に、認定第３号、平成26年度甲佐町介護保険特別会計歳入歳出決算の認定につきまし

ては、歳入歳出差引額及び実質収支額ともに6,352万7,526円であります。 

 次に、認定第４号、平成26年度甲佐町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定につ

きましては、歳入歳出差引額及び実質収支額ともに210万1,900円であります。 

 次に、認定第５号、平成26年度甲佐町水道事業会計決算の認定についてご説明申し上げ

ます。 

 この決算の認定につきましては、地方公営企業法第30条第１項の規定により決算書を調

整しましたので、同条第２項の規定により、監査委員の審査に付しましたところ、別紙の

とおり意見書の提出がありましたので、同条第４項の規定により、議会の認定を求めるも

のでございます。 

 水道事業会計におきましては、収益的収入及び支出で、収入支出差引額が2,853万6,343

円であります。資本的収入及び支出では、収入額が支出額に不足する額が4,203万1,071円

となり、この不足額は、当年度分消費税資本的収支調整額1,270万4,499円、過年度分損益

勘定留保資金2,932万6,572円で補填しております。 

 なお、当年度純利益が1,576万8,053円であり、前年度繰越利益剰余金8,038万5,589円と

合わせて、当年度未処分利益剰余金が9,615万3,642円となっております。 

 次に、承認第４号、専決処分の報告及び承認についてご説明いたします。 

 この専決処分は、平成27年度甲佐町一般会計補正予算（第２号）であります。この補正

予算は、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ5,165万円を増額し、歳入歳出予

算の総額を61億7,012万8,000円といたしております。今回の補正は、６月11日の大雨によ

る災害復旧費と町税過年度還付金を増額しております。 

 まず、歳出では、総務費に法人町民税の確定申告による還付金400万円を、災害復旧費

では、農林水産施設災害復旧費に農道３カ所、林道１カ所の工事請負費など1,380万円、

公共土木施設災害復旧費に町道７カ所、河川10カ所の工事請負費など3,385万円を増額し

ております。なお、これらに対する財源は、負担金、国県支出金、繰入金及び町債に求め

ております。 

 次に、報告第２号、甲佐町土地開発公社の清算報告についてご説明いたします。 

 本件は、甲佐町土地開発公社の解散に伴い、同公社の清算報告を行うものであります。 

 次に、報告第３号、財政健全化判断比率等の報告についてご説明申し上げます。 

 この報告は、地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１項及び第22条第１項

の規定により、健全化判断比率並びに資金不足比率を算定し、監査委員の意見を付して議

会に御報告するものであります。健全化判断比率及び資金不足比率はいずれも基準以内で

あります。 

 次に、議案第29号、甲佐町保健委員会設置条例の廃止についてご説明申し上げます。 

 本条例で規定しております設置目的及び任務については既に終了しており、そのほかの

規定については、法律等に基づき、または他の委員会及び協議会で審議されている内容で

あるため、本条例を廃止し、あわせて甲佐町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用
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弁償に関する条例のうち当該保健委員に係る規定を削除する一部改正をお願いするもので

あります。 

 次に、議案第30号、甲佐町個人情報保護条例の一部改正についてご説明申し上げます。 

 本件は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の制

定に伴い、本条例の改正が必要となったため、一部改正をお願いするものであります。 

 次に、議案第31号、甲佐町指定金融機関の指定についてご説明申し上げます。 

 本件は、地方自治法第235条第２項及び同法施行令第168条第２項の規定により、指定金

融機関の指定につき御議決をお願いするものであります。 

 次に、議案第32号、平成27年度甲佐町一般会計補正予算（第３号）についてご説明申し

上げます。 

 この補正予算は、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ7,474万8,000円を増額

し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ62億4,487万6,000円といたしております。 

 補正の主な内容について、まずは歳出からご説明申し上げます。 

 総務費では、総務管理費で文書情報費に番号制度に係るＬＧＷＡＮネットワークサポー

ト委託料1,217万6,000円、財産管理費に修繕料137万3,000円、諸費に事業確定に伴う精算

金として国県返還分などに1,314万2,000円、総合電算費に電算システム改修委託料150万

円、徴税費の税務総務費に軽自動車税課税システム改修業務委託料145万6,000円などを追

加しております。 

 民生費では、社会福祉費で、社会福祉総務費に介護保険特別会計繰出金75万7,000円、

国民年金費に年金受給者システム改修委託料36万8,000円などを追加しております。 

 衛生費では、保健衛生費で、総合保健福祉センター費に総合保健福祉センター改修工事

275万1,000円などを追加し、清掃費でじんかい処理費のリサイクル推進員謝礼をリサイク

ル推進事業行政交付金に組み替えを行っております。 

 農林水産業費では、農業費で総合農政対策費に農機具導入事業補助金391万円、農地費

に重機借上料130万円、林業費で林業振興費、たけのこ・竹材生産支援事業補助金63万

9,000円などを追加しております。 

 土木費では、道路橋梁費の道路新設改良費に測量設計委託料1,463万円、用地買収費233

万円などを追加し、町道改良舗装工事から1,702万円を減額しております。 

 消防費では、消防施設費の財源内訳変更を行っております。 

 教育費では、中学校費で中学校管理費の修繕料158万8,000円、学校建設費の蓄電池設置

工事に300万円を追加しております。 

 災害復旧費では、用地買収費に70万円を計上しております。 

 また、予備費に1,000万円を追加しております。 

 そのほか、人事異動に伴います人件費の調整を行っております。 

 次に歳入でござますけれども、歳入では、地方特例交付金に337万8,000円、地方交付税

に１億3,791万2,000円を追加し、国庫補助金で放課後児童クラブ施設整備費補助金を県補

助金から組み替えを行い、消防防災施設等整備費補助金1,077万2,000円を減額し、個人番
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号カード交付事務費補助金35万7,000円、国民年金事務費交付金36万7,000円を追加してお

ります。 

 県補助金で、農林水産業費補助金にくまもと土地利用型農業競争力強化支援事業費補助

金391万円などを追加し、教育費補助金の組み替えを行っております。 

 また、財政調整基金繰入金で２億1,944万円を減額しております。 

 特別会計繰入金では、介護保険特別会計繰入金に1,671万8,000円、国民健康保険特別会

計繰入金に124万4,000円を、繰越金に１億187万7,000円を計上しております。 

 町債では、総務債で臨時財政対策債2,764万1,000円、消防債で過疎対策事業債1,090万

円を追加しております。 

 次に、議案第33号、平成27年度甲佐町国民健康保険特別会計補正予算（第１号）につい

てご説明申し上げます。 

 この補正予算は、既定の歳入歳出に歳入歳出それぞれ8,621万6,000円を追加し、歳入歳

出予算の総額を歳入歳出それぞれ20億4,037万9,000円といたしております。歳入では、療

養給付費等交付金361万5,000円、前期高齢者交付金576万2,000円、繰越金7,639万3,000円

などを追加しております。歳出では、一般会計繰出金に124万4,000円を追加し、保険給付

費の療養給付費及び高額療養費の財源内訳変更を行っております。後期高齢者支援費等で

後期高齢者支援金750万円、介護納付金で1,237万円などを減額し、償還金に2,362万5,000

円を、予備費に8,087万円などを追加しております。 

 次に、議案第34号、平成27年度甲佐町介護保険特別会計補正予算（第１号）についてご

説明申し上げます。 

 この補正予算は、既定の歳入歳出に歳入歳出それぞれ6,833万1,000円を追加し、歳入歳

出予算の総額を歳入歳出それぞれ14億5,905万1,000円といたしております。 

 歳入では、支払基金交付金250万6,000円、県負担金141万2,000円、繰越金6,352万6,000

円などを追加しております。 

 歳出では、基金積立金に2,000万円を、諸支出金で償還金に403万5,000円、一般会計繰

出金に1,672万円を、予備費に2,663万8,000円などを追加しております。 

 以上、ご提案をいたしました各議案について提案理由のご説明を申し上げましたが、ご

審議の節は各担当課長に説明いたさせますので、適切なご議決をいただきますようお願い

申し上げて提案理由の説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 

○議長（緒方哲哉君） 以上で町長の提案理由の説明を終わります。 

────────────── 

 日程第６ 監査委員の報告について 

○議長（緒方哲哉君） 日程第６、監査委員の報告についてを議題といたします。 

 本田代表監査委員より、決算審査意見書の報告を求めます。 

 本田代表監査委員。 

○代表監査委員（本田 進君） おはようございます。代表監査委員の本田でございま

す。どうぞよろしくお願いいたします。 
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 町長から地方自治法第233条第２項及び同法第241条第５項の規定により、平成26年度各

会計の歳入歳出決算等並びに各基金の運用状況について審査に付されましたので、各会計

の決算について、中村監査委員とともに審査を実施し、その審査結果について町長へ報告

を行ったところでございます。 

 審査の期間は平成27年７月24日から８月12日まで、実質延べ６日間、実施しております。 

 審査の結果といたしましては、審査に付されました一般会計及び特別会計歳入歳出決算

並びに水道事業会計決算、歳入歳出決算事項別明細書、実質収支に関する調書及び財産に

関する調書の提出は誤りのないものと認められました。 

 審査内容の詳細につきましては皆様に配付しております決算審査意見書のとおりでござ

いますが、最後に意見書のむすびについて朗読をし、報告とさせていただきます。 

 21ページをお開き願います。 

 第９、むすび。 

 平成26年度一般会計、特別会計及び水道事業会計の歳入歳出決算及び実質収支に関する

調書、財産に関する調書の審査の結果、各会計決算関係については、法令に準拠して適正

に会計経理が処理されていることを認めた。 

 地方を中心に人口減少が深刻する中で、現状の全国平均の出生率1.41をいかに高く維持

するかが課題となっている。総務省調査では甲佐町の出生率は５年前の1.39から1.71とな

り、123％の大幅な伸びとなっている。これは全国1,815市区町村の伸び率ランキングで８

位、県内45市町村では断トツの１位である。このことは長年にわたり町が取り組んできた

定住促進対策や子育て支援等の事業が功を奏したものと高く評価できる。 

 下表は財政構造指標の推移である。 

 経常収支比率は86.5％から87.6％へとわずかではあるが悪化している。悪化した原因は

普通交付税と財政調整基金残高の減少が考えられる。市町村では80％以内が理想とされて

いるので、さらなる行財政改革の徹底を図られたい。 

 また、財政力指数は１に近いほど財源に余裕があるとされているが、ここ数年0.28％と

なっているので、自主財源確保に向けた取り組みを行う必要がある。 

 表は省略します。 

 次表は、町税等の調定額に対する徴収率の５カ年間の推移である。国民健康保険税、保

育料を除く、町税、水道使用料、住宅使用料、介護保険料、給食費の現年分の徴収状況に

ついてはほぼ99％の徴収率を達成しており、関係部署の努力は高く評価できる。しかしな

がら、滞納繰越分についての徴収率は全体的に低いまま推移しており、今後特段の工夫と

努力が必要である。 

 特に国民健康保険税の滞納額は多額であり、特別会計の運営にも支障を来すことが危惧

される。国保アクションプランに沿って健全化に向けた取り組みがなされているが、その

成果が出るのはしばらく時間がかかると思われる。短期被保険者証の更新時期における徴

収促進に徹底して取り組まれたい。 

 本町の財政状況は、地方交付税の動向と社会保障費等の増加に左右される部分が多く、
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行財政運営は厳しいと言わざるを得ない。 

 このような状況のもと、住民サービスの質を維持し、かつ持続可能な行政運営を図るた

めには、徹底した行財政改革に取り組み健全財政に努めるとともに、第６次総合計画の着

実な実施を初め、国県の補助及び過疎債の活用を図りながら、時代に即した地域と行政と

の協働のまちづくりに取り組まれることを期待し、あわせて自主財源の確保対策と健全財

政の確立にも努めていただきたい。 

 また、国では地方創生の方針のもと、地方が自ら考え、責任を持って戦略を推進する自

治体に対しては、情報支援、人的支援、財政支援を切れ目なく展開することとしている。

この機会を好機と捉え、早期の地方版総合戦略の策定と計画的な事業の実施にも努めてい

ただきたい。 

 以上で、平成26年度決算審査に係る報告を終わります。 

○議長（緒方哲哉君） 以上で、本田代表監査委員による平成26年度一般会計及び特別

会計歳入歳出決算並びに水道事業会計決算審査意見書の報告が終わりました。 

 何か質問ありませんか。 

〔「ありません」と呼ぶ者あり〕 

○議長（緒方哲哉君） ないようでございます。 

 監査委員におかれましては、長期間の監査、大変お疲れさまでございました。議会を代

表して、両監査委員へ深い敬意を表しますとともに、心から謝意を申し上げる次第でござ

います。 

 しばらく休憩いたします。 

────────────── 

休憩 午前11時11分 

再開 午後１時00分 

────────────── 

○議長（緒方哲哉君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

────────────── 

 日程第７ 一般質問 

○議長（緒方哲哉君） 一般質問を行います。 

 今期定例会の文書による一般質問の通告は３名です。 

 順次、質問を許します。 

 なお、議事の進行上、かねてからの申し合わせのとおり、１議員当たりの質問時間をお

おむね１時間として議事運営をさせていただきますので、質問者並びに答弁者の的確な対

応をお願いいたします。 

 最初に、２番、佐野安春議員の質問を許します。 

 ２番、佐野議員。 

○２番（佐野安春君） 一般質問通告書に従って質問を行っていきます。よろしくお願

いします。 
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 まず初め、質問事項の１、安全保障関連法についての町長の見解についてお尋ねをいた

します。 

 安全保障関連法案は、現在国会において審議されているものであり、町議会において町

長にその見解を尋ねるのはどうであろうかと感じられる方もいらっしゃるかもしれません

が、万が一この法案が成立したとすれば、将来においてこの甲佐町民の中から海外の戦場

に派遣され、戦争に巻き込まれ、殺される状況の中であってはならない戦死ということが

現実化する可能性があります。そういうことで捉えれば、甲佐町民とも大いに関係のある

重大な内容を持つ法案だと考えます。 

 二度と戦争をしないと誓った憲法９条のもとで戦後70年の節目を迎え、戦争をしないと

いう歴史にこそ日本国民の誇りがあると思います。現在参議院で審議されている10本の平

和安全法制整備法と新法の国際平和支援法は、自衛隊を海外の戦場に派遣してアメリカ軍

と一緒に戦争するもので、集団的自衛権は憲法９条のもとではその行使は認められないと

いうこれまでの国会答弁からも憲法違反は明らかではないでしょうか。 

 また、政府はこの法案の根幹部分について整合的な答弁ができなくなっています。例え

ば集団的自衛権行使の具体例として、日本人を移送するアメリカ艦船の防護のためと説明

していましたが、参議院の質疑の中で、防衛大臣は日本人が乗っていなくても集団的自衛

権の行使はあり得ると答弁をしております。 

 ７月14日までに全国の400を超える地方議会において反対や慎重審議などを求める意見

書が可決され、各種の世論調査でも反対が多数を占めております。そのほかにも法案に反

対の憲法研究者の声明に200人以上、法案に反対する学者の会に7,300人以上、最近では元

最高裁長官の山口繁氏が、９月３日共同通信の取材の中で、安全保障関連法案について集

団的自衛権の行使を認める立法は憲法違反と言わざるを得ないと述べております。 

 以上のような状況の中で、この安全保障関連法案についての町長の見解について述べて

いただきますようお願いいたします。 

○議長（緒方哲哉君） 奥名町長。 

○町長（奥名克美君） ただいま、佐野議員のほうから安全保障関連法案に関しまして

町長としての見解をただいま尋ねられております。この件に関しまして、私も事前に全国

の自治体としての考え方等についても、ちょっとネットを通じて調べたところであります

けれども、自治体としての考え方の明示というものは余りなかったように思います。ただ、

おっしゃられましたとおり、地方議会におきましては慎重論等もありまして、慎重審議を

尽くすよう望むと、そういった趣旨の意見書が政府宛てにも提出されているようでありま

す。 

 一方、一部の国を除きましては、多くの国から日本の積極的平和主義のもとでの貢献に

対しましては歓迎、あるいは支持が表明されているような事柄についても目にしたところ

でもあります。今日、国際環境は変化をもたらしておりまして、領海、あるいは領土問題

をめぐりまして、関係諸国において緊張感は高まってきているようにも思いますし、また、

アメリカの国際的な抑止力が弱まる中において、いかにして我が国の安全保障を保ってい
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くのかと、そういう中で生まれてきた考え方が集団的自衛権の行使であろうと思いますし、

また、そのことによって安全と平和を担保していくことであろうというふうな思いを持っ

ております。 

 ただ、いずれにいたしましても、現在議員おっしゃるとおり、参議院に審議の場を移し

まして議論が展開されておりますので、まずは慎重審議を期していただいて、その推移を

見守りたいといふうな思いを持っているところであります。 

 以上です。 

○議長（緒方哲哉君） ２番。 

○２番（佐野安春君） 佐野です。 

 安全保障関連法案についての町長の見解をいただきまして、私としてはありがたいとい

うふうに考えております。 

 続きまして、質問項目の第２項、地方創生について質問を行っていきたいと思います。 

 地方版総合戦略策定のための手引の中でも、地方版総合戦略については議会と執行部が

車の両輪となって推進することが重要であることから、各議会においても地方版総合戦略

策定段階や、効果検証の段階において十分な審議が行えるようにすることが重要ですと述

べてあります。私もそのように考えますので、地方創生について質問をいたします。 

 まず、まち・ひと・しごと創生法に基づく甲佐版総合戦略のこれまでの作成に当たって

の進捗状況はどうなっているか。 

 また、これまで地方創生としての交付金とその使われ方はどうなっているのか。 

 ３番目に総合戦略の計画作成の構成メンバーはどうなっていますか。 

 この３点について答弁をお願いしたいと思います。 

○議長（緒方哲哉君） 企画課長。 

○企画課長（西坂 直君） 今３点について御質問いただきました。 

 まず、第１点目の地方版総合戦略の進捗状況はということでございますが、まず町民の

アンケート調査を実施をしております。対象者といたしまして、町内在住の15歳から49歳

までの男女1,000人と、昨年度に転出をされました15歳から49歳までの男女200人、それに

町内の企業など30社を対象にしたアンケート調査を６月に実施をしております。 

 また、国のほうから提供を受けております地域経済分析システムでありますとか、各種

の統計資料等を活用しての人口動向の分析などを行い、現在、人口ビジョンの策定作業を

実施しているところでございます。今後、この人口ビジョンの策定を受けて、その達成に

向けた具体策を示します総合戦略の策定を行い、11月には本町の各種団体の代表者の方々

の集まりであります企画審議会に諮問を行い、その後、議会のほうへ報告を行うというこ

ととしております。 

 それと、２点目のこれまで地方創生としての交付金とその使われ方はどうなっているの

かということでございますが、これにつきましては、本年の３月議会で補正予算として計

上させていただきまして、二つの大きな事業に取り組んでおります。 

 まず、一つ目は地域消費喚起生活支援型ということで、国からの交付金2,588万1,000円
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を活用いたしまして、プレミアム付きの商品券を発行いたしております。 

 それと、二つ目は地方創生先行型ということで、国からの交付金2,579万9,000円を活用

いたしまして、人口ビジョン総合戦略の策定業務、それと企業誘致適地調査業務、地域お

こし協力隊活動、それと特産品販路拡大事業、産業後継者支援事業、こうさんもん元気活

動推進事業などに総事業費4,469万円で事業を実施をしております。 

 それと、３点目の計画策定の構成メンバーはということでございますが、今回の人口ビ

ジョン及び総合戦略の策定に当たりましては、本年の１月に甲佐町まち・ひと・しごと創

生本部を設置をしております。この本部は町長を本部長に、副町長、教育長及び各課各室

長を構成員としております。それと、その本部の下に作業班的な位置づけで、企画課長及

び各課室の係長で構成する調整会議を設置をいたしまして、今回の計画策定に向けて現在

審議をしているところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（緒方哲哉君） ２番、佐野議員。 

○２番（佐野安春君） 続いて、今の答弁に関連しますが、総合戦略の計画策定のメン

バーということで、今、執行部を中心にして役場の体制でやっているというようなお話が

ありました。まち・ひと・しごと創生法が昨年11月に公布されて、政府が12月に発表した

人口についての国の長期ビジョンと、国の総合戦略、そして地方自治体が地方人口ビジョ

ンと地方版総合戦略を今年度末までに作成するスケジュールですので、時間も限られてい

る面もあるし、大変忙しいかと思います。国の提起にも時間がない面で問題もあるかと思

いますが、走り出していますので、町として地方創生事業を主体的に捉えて、町民と町の

利益を増進させることが必要だというふうに思います。 

 地方版総合戦略作成のための手引には、幅広い年齢層からなる住民を初め、産業界、町

や国の行政機関、教育機関、金融機関、労働団体、メディア等で構成する推進組織の重要

性が指摘されております。また、総合戦略は策定しても必要に応じて改定もできるとあり

ます。町民からのアンケートはとられていらっしゃいますが、もっと町民総参加での総合

戦略策定が必要ではないかというふうに考えます。集落単位で話し合いと意見、アイデア

を出し合っていただく、思いもかけない提案、意見、アイデアが出るかもしれません。ま

た、町民の皆さんに考え、意見を言っていただくことによって、町民の皆さんが町の現状

と将来を主体的に捉え考えていたことになり、このことがまちづくりにとってプラスにな

ると思います。町民総参加が町の未来を展望あるものにつくっていくことになると思いま

すが、いかがでしょうか。時間は限られていますが、一度地方創生についての集落ごとの

集いを実践したらいかがでしょうか。この点についてお答えをお願いしたいと思います。 

○議長（緒方哲哉君） 企画課長。 

○企画課長（西坂 直君） お答えいたします。 

 今回の策定に当たりましては、先ほども申しましたように、町民の方や転出者、企業か

らのアンケート調査を実施しておりますし、町内での審議を経まして、その後、国が言っ

ております、先ほど議員のほうからもおっしゃられました産官学金労言の方々も含みまし
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た企画審議会のほうに諮問、そして議会のほうへも説明、報告を行い、その中で広く意見

をいただくということとしておりますので、今回につきましては、スケジュールの関係も

ございますので、このような策定メンバーで進めたいというふうに考えております。 

○議長（緒方哲哉君） ２番。 

○２番（佐野安春君） 佐野です。続けていきます。 

 地方版総合戦略策定の手引には、全てが新規の施策である必要はなく、これまで既に実

施されてきている施策であって効果が高いものが含まれていても差し支えないとあります。

現在、町で行っている事業で総合戦略に合致するものがあるのか。また、それを総合戦略

にのせられる予定なのか、お答えいただきたいと思います。 

○議長（緒方哲哉君） 企画課長。 

○企画課長（西坂 直君） お答えいたします。 

 現在の策定状況の中では、まだ人口ビジョンの策定段階でありますので、総合戦略にど

ういった事業をうたい込むというようなことははっきりとは申せませんけれども、今回の

地方創生の考え方が人口減少問題の解決、それと人口増対策ということとなると思います

ので、現在行っております子育て支援や定住施策については上がってくるものだろうとい

うふうに思います。 

 具体的には、子ども医療費助成ですとか、延長保育などの特別保育事業、それに放課後

児童の受け入れ事業などの子育て支援、それと町民の健康づくりへの取り組みとしての各

種健診事業、土地を購入し住宅を建設された場合に助成をいたします定住助成事業、それ

と地域のさらなるコミュニティーの活性化に向けた取り組みであります、こうさんもん元

気活動推進助成事業、それに交流人口の増加対策としての緑川スポーツフェスタなどのイ

ベント開催などが考えられるというふうに思っております。 

 以上です。 

○議長（緒方哲哉君） ２番。 

○２番（佐野安春君） 続けて質問を行います。 

 総合戦略に合致するものと思われるこれまでの町の施策が、今お話をされたように幾つ

もあるということは、既に町が戦略の先陣を行っているところもあるのではないかという

ふうに思います。総合戦略は策定しても必要に応じて改定もできるとあります。私も先ほ

ど申し上げましたが、スケジュール関係でなかなか厳しいというお話がありましたが、や

はり町民が総参加をする形で、この総合戦略を立てていくということが、私としては町全

体のために絶対ためになるというふうに考えます。そういった意味で、そういう町民総参

加をしっかり視野に入れて、具体的に推進体制の中にこれからも組み入れていくことがで

きることを提案したいというふうに思います。 

 さて、次に四つの政策分野についての私の提案を述べさせていただきます。幾らか長文

となりますので、一つの項目ごとに答弁をお願いしたいというふうに考えます。 

 まず、第１に、地方に仕事をつくり、安心して働けるようにするについての提案であり

ます。 
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 町の産業としてあるものに着眼してみますと、町のタイトルにもうたわれている花の町

の創生を図ることも安定した雇用としては可能性があるのではないでしょうか。現在、過

去の花産業の状況を調査し、売れる花の研究開発を図ることです。 

 また、国が行っています青年就農給付金、新規就農者に年150万円給付して、最長７年

とあります。そういった制度とあわせて、県下でも自治体において独自の新規就農者への

支援制度を設けるところもあります。そういった各自治体の支援制度も研究を取り入れた

町独自の支援で、特徴があり厚みのあるもので就農者を支援して農業者をつくっていくこ

とはできないでしょうか。 

 また、次に観光業の強化について述べさせていただきます。 

 熊本県のホームページに紹介されているエリア別観光ガイドの中には、上益城郡の紹介

がありますが、その中で、嘉島、御船、山都町の紹介はあるものの、甲佐町は掲載があり

ませんでした。甲佐町には、やな場、日本一のキンモクセイ、津志田河川敷公園など掲載

されてもいいものがあると考えます。一歩、押し出しが不足しているのではないかという

ふうに思います。 

 そこで、観光業の強化として麻生原の日本一のキンモクセイをもっと売り出していった

らどうかというふうに考えます。 

 一つは、日本一のキンモクセイそのものをもっと紹介していくことです。昭和９年に国

の天然記念物に指定された国の宝物です。近くの市町村から、遠くは山口、福岡、鹿児島

あたりからも足を運ぶ人が多く、その数は毎年3,000人を下りませんと、県のホームペー

ジで紹介されております。 

 二つは、日本一のキンモクセイから産業を興すことです。キンモクセイを使った商品は

ネットで調べてみますと、香水、苗、お香、お茶、ジャム、消臭剤などたくさんあります。

ここから産業を興すことも可能性があるのではないかというふうに考えます。 

 三つ目は、町長はマニフェスト2015の中で、やな場集客力強化と新たな観光資源発掘と

整備検討をうたわれています。やな場集客力強化では、やな場駐車場あたりに甲佐産の花、

野菜、加工品の売り場を設ければ、おいしいアユを食べていただき、お帰りの際は甲佐産

の新鮮でおいしいものをお土産に持っていただくのもいいのではないかと考えますが、ど

うでしょうか。 

 また、新たな観光資源としては、本年世界遺産に登録されたものが熊本県内に２カ所あ

ったということで大きな話題になっていますが、甲佐町においてもかつての産業遺産と言

えるものが残っていると思います。今ではその存在を知らない方も多くなったと思います

が、それはかつての内大臣から木材をこの地まで運んだトロッコ列車です。今でもその面

影を残しているものが宮内地区にあります。トロッコ列車の鉄道です。すぐ近くには小さ

いつくりの石橋もあります。町の産業遺産として残し、また新たな観光資源として検討し

てもいいと思います。 

 以上、地方に仕事をつくり、安心して働けるようにする甲佐の私の提案に対する答弁を

お願いいたします。 
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○議長（緒方哲哉君） 奥名町長。 

○町長（奥名克美君） 佐野議員のほうから、地方に仕事をつくるといった観点から四

つほど御提言をいただいたかと思います。順次お答えをしたいというふうに思いますけれ

ども。 

 まずは、青年就農給付金制度のことでお尋ねがありました。本町におきましては国の青

年就農給付金制度を生かしたところで、今、制度を実施しているところでありますけれど

も、さらに町からの支援となりますと、これは当然財政的な側面からの協議も必要かと思

いますので、その辺が検討が必要かなという思いもあります。 

 特に花農家を対象にしたところでのお話でありましたけれども、小麦、大豆等につきま

しては、もうご存じのとおり、現在、町のほうは農事組合法人の設立を推進するような形

で、もう既に今年度からそういった組織をつくられるところに関しましては20万円の助成

を始めたところで、向こう３年間助成を行います。また新たな支援制度として、今、機械

の導入に関しましても検討をしているような状況もあります。その辺もお含みの上、どう

か御理解いただきたいと思います。 

 それから、２番目の麻生原のキンモクセイのことで御提言がありました。確かに町の観

光の一つの目玉ともなるべき、そういったことでありますけれども、少し樹勢が衰えてい

るというか、そういう状況にありますので、今、町も必死に樹勢回復のためにそういった

手立てを行っているような状況であります。 

 それから、やな場につきましては、お話のとおり、その集客力強化については、今度新

たなマニフェストの中でもうたい込んでおりますし、これは一生懸命取り組んでいきたい

というような思いを持っておりますので、議員の御提言についても参考にさせていただき

たいと思います。 

 最後に、トロッコ橋のことで御提言がありました。今回のマニフェストの中にも新たな

観光資源を発掘していきたいというようなことも述べておりますし、ちょっと橋のほうは

老朽化しているような感じもしますけれども、一度研究してみたいとも思いますので、今

後の政策推進の参考にさせていただければというような思いを持ったところであります。 

 以上です。 

○議長（緒方哲哉君） ２番、佐野議員。 

○２番（佐野安春君） ありがとうございます。続いて先に進めさせていただきます。 

 政策分野の２の地方、甲佐町への新しい人の流れをつくるについて提案いたします。こ

の項では、政策分野４の時代に合った地域をつくり、安心な暮らしを守るとともに、地域

と地域を連携するの項と重複するところもございますが、この項で上げさせていただきま

す。 

 まず、第１に定住促進の新たな発展をつくることです。現在の承認団地を優遇した３段

階の補助から、全ての町内への新築住宅への段階を設けない補助、また永住を目的とした

転居者への補助を設けることです。この件に関しましては、最新の甲佐町議会だより「清

流」第154号の町民の声の中で、定住促進ということで補助金が出る場合と出ない場合が
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あると聞きます。承認団地に建てた場合も、それ以外で建てた場合も同じ町に住むことに

なるでしょう。同一の補助を考えてみてくださいとの御意見もございます。 

 また、空き家について、これも全国的な問題で、昨年11月に空き家等対策に関する特別

措置法が成立をして、町も今年７月に空き家調査をされていらっしゃいます。それに基づ

きどのような対策をされようとしているのかというのが今の段階では見えませんが、後で

御答弁いただくようにお願いします。実際、空き家を利用して居住したいという声も聞い

たりします。居住可能な空き家を調査し、町のホームページや防災無線などを利用して、

町内外の居住者募集を行ったらいかがでしょうか。再利用以外の空き家については、倒壊

寸前の危険な空き家も存在することから、持ち主とも相談しながら、早急に再生または危

険の除去などを図り、安心安全なまちづくりを推進するよう努めていただきたいというふ

うに思います。 

 この件に関しましては、27年３月定例会におきまして、山内議員が定住促進事業、集落

の人口減少を考えるとして、集落から若い人が承認団地へ行くと、集落行政が崩れてしま

うのではないかとして、一般質問をされているところもあります。 

 以上、地方への新しい人の流れをつくる項での提案でありますので、答弁をお願いしま

す。 

○議長（緒方哲哉君） 奥名町長。 

○町長（奥名克美君） 先ほどの件に引き続いて、地方へ新しい人の流れをつくるとい

うことの観点からの御質問をいただきました。現在、町といたしましては、秩序ある土地

利用、ゆとりのある生活環境、若い世代の住民を町へ誘導して生産年齢人口の増加を目指

し、町全体としての人口構造の改善を図る目的で、現在の定住政策を実施しているところ

であります。今回、新たな、新しいマニフェストの中で定住促進に向けた各種助成制度の

拡充といったことをうたい文句にして政策目標の中にも掲げておりますので、ただいまの

お話については、この中で一度検討させていただくならというふうに思います。 

 それから、空き家を活用した定住についてでありますけれども、現在この件については

プロジェクトチームを立ち上げておりまして、活用できる空き家の利活用策を検討中であ

りますので、提案内容等も参考に進めたいというふうに思ったところであります。 

 以上です。 

○議長（緒方哲哉君） ２番、佐野議員。 

○２番（佐野安春君） 続いて、政策分野３の項について質問をいたします。 

 若い世代の結婚、出産、子育ての希望をかなえるについて提案いたします。 

 まず、第１に結婚についてでありますが、産業振興課に確認いたしましたら、出会いの

場は確保されているというふうに思います。カップルも平成21年から26年度で85組が誕生

しているということです。問題はそれから先に進行する組が少ないということですので、

もう一押しの工夫が必要かというふうに考えます。 

 続いて、２番目の出産です。出産については思い切った祝い金を送ったらどうかという

ふうに考えます。町では現在、第３子からの出産に10万円の祝い金を送られているという
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ふうに思いますが、第１子から祝い金を送ったらどうでしょうか。 

 例えば、県内南関町では第１子10万円から第５子の50万円と手厚い援助を行われており

ます。島根県海士町では、３人目50万円、４人目100万円の祝い金を送っています。 

 ３番目の子育てについて、これも思い切った援助をしたらいかがというふうに考えます。

現在もこの子育て支援ということで、何度もやはり定住促進に生かされているといったと

ころがお話がありましたが、さらに保育料の軽減、子ども医療費の援助の拡大ですね。現

在の中学３年から高校３年までの無料化の実現、また給食費無料化なども検討したらいか

がというふうに思います。 

 以上、若い世代の結婚、出産、子育ての希望を叶えることの項についての御答弁をお願

いします。 

○議長（緒方哲哉君） 奥名町長。 

○町長（奥名克美君） 今日の議会の冒頭で所信表明のほうを皆様方にお話をさせてい

ただいたところであります。その中で地方創生に関連したところで、人口減少をとめるた

めの方策として、子供を産み育てる環境をどう整えていくのかと。そこには結婚、出産、

子育てへの切れ目ない支援が必要だけれども、財政的な問題もこれはやっぱり抱えており

ますし、甲佐は甲佐のこの地域の特色を生かしてどう支援をしていくのか、さらなる研究

と実行が求めてられているところでありますというような旨のお話をさせていただいたと

ころであります。 

 そういう観点から、議員がおっしゃられるように、そういう政策をとることによって、

町民の皆さん方にとっては非常に喜ばれることだとは思います。ただ、それとあわせたと

ころで、当然これは財政的なことが伴いますので、甲佐町として、じゃあ全体の予算の中

でどう捉えていくのかということは、これは非常に大事なことでありますので、その辺を、

双方考えながらの取り組みが必要かなというふうな思いを持ったところであります。 

 以上です。 

○議長（緒方哲哉君） ２番。 

○２番（佐野安春君） わかりました。 

 続いて、政策分野４の項についてお話をさせていただきます。 

 時代に合った地域をつくり安心な暮らしを守るとともに、地域と地域を連結するについ

て提案いたします。 

 まず、第１は住宅リフォーム助成制度の創設で、町民の暮らしへの応援を実行すること

です。この制度は県下各地だけでなく全国的にも広く活用され、少ない予算で小さなリフ

ォームからできて、利用者や建設関係の業者にも大変喜ばれているものです。そして、地

域、町への活性化へとつながっているというふうに思います。 

 ２番目に鳥獣害被害対策から活用対策への転換です。産業振興課に確認しましたところ、

有害鳥獣対策は捕獲従事者の組織化や育成など対策を立てられていますが、創生基本方針

2015の中でも鳥獣害対策の強化として上げられています。捕獲従事者の育成では、免許取

得者への援助とか、高齢化が進む中で次代を担う捕獲従事者の育成が必要になるかと考え
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ます。また。鳥獣害に対しては被害防除から捕獲活用に転換するように対策を立てていく

ようにしたらどうであろうかというふうに思います。 

 基本方針にも鳥獣害対策を強力に推進するとあります。捕獲鳥獣の食肉の利用促進を図

ることです。食肉加工、保管場の設置、作業員の確保、空き店舗などを利用したジビエ料

理の展開、食肉の販売、要員の確保、宣伝など、新たな雇用を確保し、広げることができ

るのではないでしょうか。 

 以上、時代に合った地域をつくり安全な暮らしを守るとともに、地域と地域を連携する

項についての提案をいたします。町長の見解をお聞かせください。 

○議長（緒方哲哉君） 町長。 

○町長（奥名克美君） ただいまの大きく分けて二つの御提言をいただいたように思い

ます。 

 まずは住宅リフォーム制度ですかね。この件につきましては、他町村のほうで実施され

ている例も私もよく耳にしております。ただ、本町におきましてはそういった制度をさら

に上回る制度の中で定住促進をこれまでやらしていただいたところであります。ただ、空

き家の利活用といったことに関しましては、検討しなきゃならない問題というふうにこれ

までも認識しておりましたので、プロジェクトチームでの検討が今なされておりますので、

その結果を待ちたいというふうに思っております。 

 それと、おっしゃるとおり有害鳥獣駆除に係る問題、非常に切実な問題となっておりま

す。今回40項目の目標の中にもこの対応をどうしていくんだということを書かさせていた

だいています。そういう中にあって、ジビエの食材、食材を加工といいますか、そういっ

たことを考えたらどうだというような御提言をいただきました。私の知っている範囲の中

で申し上げますと、五木村のほうでシカ肉を使ってレトルトカレーに活用されてやってお

られるようなお話も昨年聞いたように思います。やりようによっては決して無理なお話で

はないかと思いますけれども、そこまでに至るまでの取り組みについては、やはり検討は

必要かなというような思いを持ったところであります。 

 四つの政策の目標についてのお話をいただきましたので、いろいろ参考にさせていただ

くならばというような思いを持ったところです。ありがとうございます。 

○議長（緒方哲哉君） ２番。 

○２番（佐野安春君） 佐野です。 

 総合戦略についてさまざまな提案を行ったところです。午前中、監査委員のほうからも

総務省調査で甲佐町の出生率が、５年前の1.39から1.71となり、123％の大幅な伸びにな

っているということで、これは伸び率全国８位、県内では断トツの１位であるということ

で、このことが長年にわたる町が取り組んできた定住促進対策や子育て支援策等の事業が

功を奏したものと高く評価できるとありますが、私もそのように思います。このことにつ

いては大変すばらしいことであるというふうに感じております。 

 また、そこで、これまで以上の出生率の向上など、人口減少傾向にブレーキをかけるた

めには、グレードアップした各種施策が必要になることは必然ではないかというふうに考
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えます。近隣の自治体だけなく、全ての自治体が総合戦略を策定し、我が町へどうぞと誘

いをかけ合います。是非、私の提案も含めて町民からの意見を大いに検討、参考いただき、

町民総参加の力で、総合戦略が他自治体の一歩二歩前を行き、町民に喜ばれ、発展するま

ちづくりが立案できるよう願うものです。 

 続いて、質問、防災対策について行っていきます。 

 皆さんご承知のとおり、関東・東北地方の豪雨による大きな災害が発生したことがテレ

ビ等でずっと報道されております。甲佐町におきましても、直近の台風15号通過の際に倒

木、停電や農作物の被害が発生して、被害に遭われた町民の皆さんを初めとして、町民の

皆さんに、被災者に対してはお見舞い申し上げるところです。改めて防災対策の重要性を

再認識しているところです。 

 防災対策について、まず水害被害対策についてお尋ねをいたします。 

 日ごろより町の防災対策については、町長初め、町として尽力されていると思いますが、

甲佐町地域防災計画書の中で、町の地勢、災害の特性として、300から400メートルの山が

町南部から東部にかけて林立し、無数の急流が緑川に流入していると、このような地理的

条件から、梅雨時、または台風の来襲時において災害が一瞬にして大災害を惹起するおそ

れがあると捉えています。また、昭和62年から平成26年までの被害状況を見ますと、28年

の中で18年間は被害が出ております。昭和62年から平成９年までは連続11年被害が出てい

ます。この28年間は、率にすれば約64.3％と高い確率で災害が発生しております。 

 それに対して、町長もマニフェスト2015の中で、安心安全のまちづくりの中で市街地越

水対策の強化を図るとされています。毎年のように床下床上浸水などの水害に遭われる被

災地区町民の方々は一刻も早い対策と解決を望まれております。町として本年度の被害状

況をどのように把握され、具体的な対策をされようとしているのか、お尋ねをいたします。 

○議長（緒方哲哉君） 建設課長。 

○建設課長（志戸岡 弘君） それでは、市街地の浸水状況についてと原因対策につい

てご説明をしたいと思います。 

 市街地の浸水状況については、近年では梅雨時期や台風時期ばかりではなく、異常気象

による集中豪雨で市街地中心部を流れる大井手川が満水となり、越水を起こしている状況

でございます。また、大井手川に流れ込む水路の排水ができずあふれているために、鮎緑

入り口付近の橋、それと熊本バス車庫裏付近ですとか、甲佐高校前等での浸水被害が起き

ている現状がございます。 

 その原因といたしまして、大井手川にかかる橋梁の橋桁が低いため、桁下にごみなどが

かかり、流下断面を阻害していること。また、下流域における緑川の水位が、竜野川、内

田川、大井手川の水位より高いために、自然排水能力が低下して起きる浸水、また上流域

における南谷川、湯田川の流下断面不足による浸水、また緑川の水位が高くなり、排水樋

門からの内水を排水できなくなり、大井手川に内水が集中して起きる越水、以上のような

原因が考えられます。 

 また、これらについての対策といたしましては、町のほうでは平成23年度に緑川沿線の
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浸水実態を把握するため、内水調査を実施し、検討をしております。その中で、市街地中

心部を流れる大井手川は全体的に流下断面不足との調査結果が出ております。河川沿いに

は家屋や道路があり、洪水対策に効果がある河川断面の拡幅は困難な状況であると考えら

れます。 

 このようなことから、浸水被害の対策案として考えられますのが、上流域の南谷川、湯

田川において調整池を配置し、できる限り大井手川への流入量を軽減する対策。それと、

下流域においては、竜野川、内田川において緑川の水位が上昇することで起きる緑川の逆

流と、内水の排水を行うため排水場をつくり、大型排水ポンプで排水を行う対策。それと

緑川と竜野川の合流地点先の河川掘削を行い、緑川外水域を下げることで、大井手川の流

下能力を上げる対策。大井手川にかかる橋梁については、橋の強度の問題とか、周辺の接

続する道路の高さの問題がありますので、十分な調査と検討が必要であると考えます。 

 以上のような対策案を検討を行っております。実施にあたっては莫大な事業費と時間を

要することが想定されますので、国直轄河川緑川に関連する施設については、排水ポンプ

の設置、緑川の河川掘削については、管理者である国交省に対しまして要望活動を現在行

っているところでございます。また、県に対しましては、国道443号線を横断している湯

田川や水路の暗渠の断面不足の解消については、国道の歩道整備が計画されておりますの

で、道路改良とあわせて県にもお願いをしていく対策をとっていく考えでございます。 

 以上でございます。 

○議長（緒方哲哉君） ２番、佐野議員。 

○２番（佐野安春君） 佐野です。ありがとうございました。 

 被害の原因とか、被害の状況、対策については、今、建設課長のほうからお話をいただ

きまして、ある程度はわかったと思うのですが、問題はそれをいつまでやるかということ

で、やっぱり町民の中に明らかにしていく必要があるんじゃないかと思うんですが、例え

ばこれは５年間、長くて10年間とか、ある程度の計画予測ということはつかないんでしょ

うか。お願いします。 

○議長（緒方哲哉君） 奥名町長。 

○町長（奥名克美君） 確かにおっしゃること、十分わかります。ただ、どうしても長

期を要するもの、あるいは町独自で部分的な対応であれば短期にもできるということは十

分考えられるわけなんですけれども、特に排水場の設置であるとか、湯田川の改修である

とか、そういった大きな事業になった場合には、町だけの考え方でそういった計画はなか

なか立てられないというのが現実ではなかろうかというふうに思っております。常に毎年、

関係各省庁のほうには、今、町のこういった現状についてはお話をさせていただいて、国

交省のほうにも要望活動を毎年行っておりますし、県に対しましても、そういった越水対

策についての要望も上げているところであります。 

 その代案としていろいろ考えられることもあろうかと思いますので、浸水被害の対策案

として、ただいま建設課長のほうから申し述べたような事柄も考えられるというふうに思

います。 
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 それにいたしましても、やはり中期的な考えのもとに進めていくべき事柄ではあろうと

思いますし、23年に一度調査をやった上での今後の進め方についてはまとめてございます

ので、そういったことをいかに早く実現に向けて進めていくのかということが、我々に課

された使命ではないかというふうな思いを持っているところです。 

 以上です。 

○議長（緒方哲哉君） ２番、佐野議員。 

○２番（佐野安春君） 町民にとっては、やっぱり今現在被害に遭われているというよ

うなところがございますので、やはり先が見通せたら我慢もできるところがあると思うの

ですが、先がなかなかこう見えないということになると大きな不満になってくるというよ

うに考えます。そういった意味では、一つでも二つでも具体化されることをよろしくお願

いしたいというふうに思います。 

 続いて、質問に移っていきます。 

 次に、消防団対策についてお尋ねします。６月定例会の中で消防団員数の減少に伴い、

団員定数を17名減少するということが決まっております。町長もマニフェストの中で消防

団組織再編により機動力強化ということを上げられております。消防団員の皆さんは、日

ごろの訓練から消防水防その他の災害など、幅広く町民の防災の中心的な存在であるとい

うふうに思います。人口減少傾向の中で、人員の減少を抑えることや非常に難しい面があ

るかと思いますが、もっと消防団の存在の意義や活動の実態などを広く町民の皆さんにア

ピールして、消防団を理解いただく必要があるのではないかというふうに考えます。 

 ある町民の方は、消防団に対して、消防団はボランティア組織で、希望者が無償で奉仕

するものと認識している。消防団入団対象者の罰金制度を廃止してほしい。または少額の

協力金にしてほしいと言っておられます。それぞれの地区の分団の方は地域の消防団を維

持し、活動するのに大変御苦労されているというふうに思いますが、やはり消防団活動を

理解いただくことによって、若い方々の自覚的な、意欲的な入団を増やすことが必要であ

るかというふうに思います。 

 それで、消防団員勧誘の際には、やっぱり消防団の活動やＱ＆Ａなどを記載したパンフ

レットなども用意して、対象者に理解と納得を得ると。そして入団いただいていくという

ことが必要になるかというふうに思います。また、町は日常的に広報誌やポスター、チラ

シなどで消防団をしっかりアピールしていただきたいと思いますが、そういった点はいか

がでしょうか。 

○議長（緒方哲哉君） 総務課長。 

○総務課長（内山 洋君） それでは、お答えをいたします。 

 日頃から消防団の活動状況について町民の方々にアピールをすべきではないかというこ

とでございますが、これまでも消防団活動につきましては、「広報こうさ」などによりま

して、消防点検や防火もちつきなどの活動についてご紹介をさせていただいておるところ

でございます。また、火災予防運動では、町内全域を対象に、消防車によります火災予防

の運動の活動を行っておったり、非常呼集訓練などを実施をしておることなどによりまし
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ても、消防団の活動を知っていただけるのではないかというふうに思っておるところでご

ざいます。 

 また、実際の火災を初め、ことしは６月11日の大雨の災害、先月の台風被害などのとき

でも、地域住民の皆さんは消防団の活動の重要性を十分御認識、御承知いただいているも

のというふうに認識をしているところでございます。今後も広く消防団活動に対する町民

の理解を深めるための広報に努めてまいりたいと思います。 

 また、消防団員の総数につきまして、４月１日現在で495人ということで、先ほどおっ

しゃったとおり17名減少しておるところでございますが、ただ、平成21年度からは大体

500人程度を維持してきておるという状況でございます。甲佐町の規模からしますと、決

して少ない数字ではないというふうに認識をしておるところでございまして、このことは

これまで消防団員の皆さん方が消防団員の勧誘に日頃から御努力いただいているという結

果であるというふうに考えております。 

 また、消防本部では平成25年度に消防団の現状、任務や役割、年間の主な活動、待遇や

保障制度などを簡単にまとめた募集チラシを作成をしておるところでございます。今後こ

ういったチラシを十分活用いたしまして、消防団の加入、今後減少していくものと予想さ

れますけれども、消防団の活動への町民の理解を得ながら団員確保に努めてまいりたいと

いうふうに考えておるところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（緒方哲哉君） ２番。 

○２番（佐野安春君） ありがとうございます。 

 続いて、町長のほうからもマニフェストで消防団組織再編による機動力強化ということ

で上げられておりますが、消防団の再編には団員数も一つの基準となるというふうに聞い

ておりますが、少数団員で実践や訓練で非常に頑張っているところもあるというふうに思

います。やはりその人数だけでなく、その頑張りぐあいも是非とも考えた上での計画をお

願いしたいというふうに思います。 

 続いて、自主防災組織についてお尋ねをいたします。 

 自主防災組織については、これもまたマニフェストの中で組織率100％というようなこ

とで町長は書かれていらっしゃいますが、現在、その組織率はどのようになっているか、

お尋ねします。 

○議長（緒方哲哉君） くらし安全推進室長。 

○くらし安全推進室長（清水 明君） 甲佐町の自主防災組織の設立状況についてお答

えします。本年度はこれまで５行政区で設立されまして、総計が34行政区となっておりま

す。組織率は76.9％でございます。先ほど、町長の所信表明がありましたように、今、議

員から話がありましたように、最終的には100％が目標値でございます。今後とも引き続

き設立促進に努めてまいりたいと思っております。 

 以上です。 

○議長（緒方哲哉君） ２番、佐野議員。 
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○２番（佐野安春君） ありがとうございます。 

 続いて、町の防災計画についてお尋ねしますが、台風や豪雨などの災害情報、被害情報

の町民への周知ですね。直近の台風15号通過の際に倒木、停電とか、農作物の被害という

ようなことでありましたが、防災計画書の中には注意報及び警報を住民に迅速かつ確実に

伝達とあります。この台風15号接近の際については、防災無線等でのそういった町民に対

する周知はどのように行われたかをお尋ねします。 

○議長（緒方哲哉君） くらし安全推進室長。 

○くらし安全推進室長（清水 明君） お答えします。 

 先日の台風15号の際には、被害に関する情報と停電に関する情報を防災行政無線でお知

らせいたしました。ただ、被害に関する情報はごく簡単な情報でございましたけれども、

今後はそれに加えて台風や大雨に関する事前の情報もあわせてタイムリーに発信できたら

なというふうに考えております。 

 以上です。 

○議長（緒方哲哉君） ２番。 

○２番（佐野安春君） その放送は何回されたんですか。 

○議長（緒方哲哉君） くらし安全推進室長。 

○くらし安全推進室長（清水 明君） 被害に関する情報と停電に関する情報につきま

しては１回でございます。 

 以上です。 

○議長（緒方哲哉君） ２番、佐野議員。 

○２番（佐野安春君） 事前には予報等はされなかったということですね。ですね。や

はり計画書の中にもありますが、注意報とか、そういったことはするというふうにうたっ

てありますので、やはり何かわからないといいますか、テレビとか新聞とかでの情報でな

く、やはり防災無線の情報は町民にとっては必要なことだというふうに思いますので、や

はりその点での徹底はよろしくお願いしたいというふうに思います。 

 続けていきます。 

 避難が必要な災害時の対応や避難場所についてお尋ねいたします。防災会議、今年度配

付された地域防災計画書の避難場所と甲佐町洪水ハザードマップの災害時の避難場所とい

うのが、同じ場所もありますが、違う場所もあるということで、一貫性がちょっと欠けて

いるんじゃないかと思うんですが、こういったところでは何が正解なのかどうなのかとい

うことでお尋ねします。 

○議長（緒方哲哉君） くらし安全推進室長。 

○くらし安全推進室長（清水 明君） 避難所につきましては、先般の防災計画、町の

防災計画で見直した箇所がございます。マップのほうと整合性がないという御指摘がござ

います。早急に訂正したいと思っております。 

○議長（緒方哲哉君） ２番。 

○２番（佐野安春君） 最後、防災関係で、今回最新の計画書においては宮内地区が全
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て避難場所がないということで、そこからの避難の移動とか、心配する向きもありますが、

また、宮内地区に避難場所がなくなった理由は何なのか、お尋ねいたしたいと思いますが。 

○議長（緒方哲哉君） くらし安全推進室長。 

○くらし安全推進室長（清水 明君） お答えします。 

 宮内地区の避難所につきましては、先般の町の防災計画で、本年度の防災計画で見直し

ております。見直した理由につきましては、この地区にございます五つの指定避難所が災

害の危険区域にあるということから、今回この指定解除を行ったところでございます。 

 以上です。 

○議長（緒方哲哉君） ２番、佐野議員。 

○２番（佐野安春君） もう時間もありませんので、最後の質問項目４のほうに移って

いきます。 

 （仮称）乙女橋御船線についてですが、この件に関して、町長が町民に賛否を問うお考

えはないのかということですね。この件に関しましては、３月及び６月議会におきまして

その質問を行っています。やはり御船町内に甲佐町の資金で町道をつくる計画について町

民はどう思っているかということについて、町民の賛否を問う住民投票等を実施されたら

どうだろうかと考えますが、いかがでしょうか。 

○議長（緒方哲哉君） 奥名町長。 

○町長（奥名克美君） （仮称）町道乙女橋御船線についての質問をいただいたところ

であります。この件については、佐野議員のほうから何度となく御質問をいただいて、一

般質問の中でのやりとりをさせていただいているようなところであります。私なりの考え

方については、もう議員各位も御存じのとおり、十分認識、御理解をしていただいている

ものというふうに私自身は考えているところであります。 

 それと、この件については、唐突にこの計画を出したものでもございませんで、道路整

備５カ年計画に搭載した上で、透明性を図りながら、議会のほうにも広く公表したところ

での整備計画というふうになっております。 

 今後の取り組みといたしましては、御船町との具体的な協議を行っていかなくちゃなり

ませんけれども、その方針等が決定した段階においては、その都度、議員各位にも御報告

をしてまいりたいというふうな思いを持っております。そのようなことから、現段階にお

きましては、町民への賛否を問う段階ではないとも思いますし、そういう考えは現在まで

持ち合わせておりません。 

 以上です。 

○議長（緒方哲哉君） ２番、佐野議員。 

○２番（佐野安春君） これにて、質問通告に従った四つの項目についての質問を終わ

らせていただきます。 

○議長（緒方哲哉君） これで、２番、佐野安春議員の質問は終わりました。 

 しばらく休憩いたします。２時10分から再開いたします。 

────────────── 
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休憩 午後２時02分 

再開 午後２時10分 

────────────── 

○議長（緒方哲哉君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 次に、４番、宮本議員の質問を許します。 

 ４番、宮本議員。 

○４番（宮本修治君） ４番、宮本でございます。よろしくお願いします。質問通告書

順に沿って質問いたしますので、よろしくお願いいたしたいと思います。 

 まず、教育問題についてということでお伺いしておりますけども、１点目は学力向上へ

の取り組みといたしまして、６月議会で一般質問を学校教育課のほうにさせていただきま

した。その後の協議としてどういう協議をされたのか。また、その内容をできればお伺い

したいと思いますけれども。この提出依頼書ですかね。そこには依頼書には打ち合わせ、

協議した内容、その会議録等ありますかとお聞きしたところ、会議録はないということで

伺っておりますけれども、主立った中身は何かメモ帳か手帳か何かに書いてあるというこ

とで、その分で構いませんので、お願いしたいと思います。 

○議長（緒方哲哉君） 学校教育課長。 

○学校教育課長（古閑 敦君） ６月議会後の各学校への連絡事項ということですけれ

ども、まず、６月議会以降ということでありますけれども、町の校長会議、こちらのほう

を毎月行っております。７月に開催しました町の校長会議の中で、今あります総合教育会

議、これを開催しておるということと、あと、その中で教育大綱、またいじめ防止基本方

針の内容を検討しているというようなことをこちらのほうから各学校のほうに伝えており

ます。それと、あと、また町長部局との連携を図るために、毎週、町長、副町長との打ち

合わせ、そういったところも行っているというところで、各学校のほうからは情報等があ

れば教育委員会のほうにも発信を行うようにというところで指示をしております。 

 また、学力充実のための取り組みをということで、こちらのほうから話をしまして、学

校のほうからはそれぞれの学校での取り組み、学校のほうからでは、それぞれ模擬授業等

を積極的に取り入れた授業をしているとか、そういったところで、各学校のほうから報告

をいただいているところです。 

 また、夏休みを前に教職員等の事故防止等についても徹底指導をお願いしたいというこ

とや、児童生徒の事故、また問題行動についても、現在ＳＮＳ等の誹謗中傷の被害、そう

いったものに遭わないように指導をしてくれとか、子供たちが開放的にならないような指

導、あるいはまた教育について、各家庭のほうにもそれぞれ情報のほうを発信してほしい

というところで、こちらのほうからお願いをいたしまして、それぞれ夏休み前に児童生徒

のほうに周知徹底をしていただくような対応をとってもらっております。 

 このほかにも、教職員のあと補充、臨採等の関係をいたしますことに関しましても、教

育長のほうから教育事務所、そちらのほうにお願いをしていただいたり、また８月に行い

ました校長会議のほうでも、８月終わり、21日に開催いたしました全員研修会についての
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内容と目的、そういったものを伝えて、この全員研修会につきましては、町内の小中学校

の先生方91名参加をいただきまして研修を行ったところです。 

 それと、全国学力学習状況調査、こちらのほうの結果が８月25日に教育委員会のほうに

参りました。また、各学校のほうにも26日に結果のほうが送付されておりますので、それ

ぞれの学校での課題、また分析を行い、それぞれ授業のほうに取り組みを行うようにとい

うことで指示をしているところです。現在小中学校のほうで、この全国学力学習状況調査

については、各学校のほうで分析、また対策を検討しているところでございます。 

 また、これ以外につきましても、教職員の現状についてということで、それぞれメンタ

ル面を含む教職員、また配慮が必要な児童生徒、そういった事案が発生したときには、随

時教育委員会のほうに報告ということで、そちらのほうも各学校のほうから教育委員会、

また教育長のほうに相談を受けているところです。 

 以上でございます。 

○議長（緒方哲哉君） ４番、宮本議員。 

○４番（宮本修治君） 夏休みも含まれたところの協議だろうと思いますけれども、以

前も申しましたように、中学校に入れば学力は低下すると、小学校の課程であればそれな

りにいくということで、県レベルになると、大分低レベルになるということで、この前、

お話しされたかと思いますけれども。後で教育長と町長のほうにもお伺いしますけれども、

教育の課程で、今ずっと低レベルでおる限りは、中身をちょっと変えてしまわんと、この

ままじゃあいかんじゃないかと思いますけども、その点はいかがですか。いろんな協議を

される中でですね。大きい柱だけをぽんぽんぽんぽん協議されるとじゃなくて、今の現状

を主体として考え方を変えるという考えは、ちょっと教育課長のほうにお伺いしますけれ

ども。その協議の内容ですね。協議。今おっしゃったのは、いろんな大もとの項目だけの

協議をしたということでしょう。しかし、自分がこの前、６月のときは、低レベルの方を

どうするかという話だったじゃなかですか。それを検討しますという話で十分認識してお

りますけども、そういう協議の中で、そういう実話のもと、協議をされていないわけでし

ょう。低レベルという話の中は。ただ学力向上、学力向上という話だけでしょう。実際の

話はされとらんわけでしょう。でも、中学校の先生あたりは御存じでしょう。答弁するん

ですか。答弁しないんですか。お願いします。 

○議長（緒方哲哉君） 学校教育課長。 

○学校教育課長（古閑 敦君） 宮本議員が言われますように、低レベルといいますか、

底辺のことということではなくて、学校全体というところで今話はしたところでございま

す。 

○議長（緒方哲哉君） ４番。 

○４番（宮本修治君） それはおっしゃるとおりわからんじゃありません。しかし、自

分がお聞きしよるのは、６月から言いよる、県、郡だったですかね。甲佐町小中学校にお

いてはレベル的に低いと、全体でいうとですね。そういう協議の中でそういう話はしない

のか、するのかと聞きよっとですよ。わかりますか。はい、それをお願いします。 
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○議長（緒方哲哉君） 学校教育課長。 

○学校教育課長（古閑 敦君） 学力に関しましては、各学校のほうと協議をする中で、

まず、基礎学力のほうをというところで模擬授業等を取り入れたり、また放課後、そのと

きに補充学習の時間を設けて、それぞれ設定して補充学習をしたり、また、それぞれの学

校でそういった学習支援といいますか、そういったところ、テスト前の補修授業とか、そ

ういったところで取り組みをするようにというような話はしているところです。 

○議長（緒方哲哉君） 町長。 

○町長（奥名克美君） 今回、40項目の政策目標の中に学力向上の件についても触れさ

せていただいているところであります。先だって、教育長のほうから、学力診断テストの

本町の場合の状況について御報告をいただきました。その中で教科として弱い部分、強い

部分、そういったことをレーダーチャートの中でそういった分析ができたのじゃないかな

というふうな思いを持っておりますけれども、そこに、どこに力を入れていったら、この

学力向上に向けての取り組み効果が期待できるのかというようなことについてもヒントを

得たような思いもいたしましたので、今後、教育委員会、あるいは教育長との懇談を重ね

る中で、現場についてはどのような方策で持っていったらいいのかというようなことにつ

いても、是非協議をしてみるならなというような思いを持っているところであります。 

 以上です。 

○議長（緒方哲哉君） ４番、宮本議員。 

○４番（宮本修治君） ありがとうございました。なかなか前回同様、町長が答弁され

ると、なかなか後が続かんようになりますので、極力控えていただきたいと思いますけど

も。 

 まず、やっぱり学力が低下しているとであれば、何で学力が低下しとるのか。その現実

を皆さんで協議していただいて、いろんな上のほうだけの考えじゃなくて、下のほうのも

ちょっと考えていただいて、取り組み的に甲佐町の中学校が学力向上につながるように持

っていただきたいと思います。 

 ２番目の不登校児童生徒への対応ということで、いろんなマスコミあたりが今話題にな

っておりますけれども、夏休み後はたくさん不登校児が出るという、何か話をお聞きしま

すけれども、その点の対策としては、学校教育課としては、もう夏休みは終わりましたけ

れども、学校側とどういうが対応をされているのか、お聞きします。 

○議長（緒方哲哉君） 学校教育課長。 

○学校教育課長（古閑 敦君） 不登校児童生徒への対応につきましては、不登校児童

生徒が出た場合の対応として、各学校の取り組みといたしまして、まず不登校児童を出さ

ない取り組みということを考えております。それで、担任を初め全職員で児童生徒の様子

を観察して、絶えず子供たちに目を向けておくように。また、登校を渋るとか、遅刻、ま

た保健室に行く回数が多いとか、一人でいることが多い、学習意欲が低下している、教室

に入りたがらない、また連続欠席があるなど、児童生徒の様子を観察し、取り組みを行う

ようなことをお願いしているところです。 
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 また、気になる児童生徒がいたときには、積極的に声をかけて教育相談を行います。ま

た、家庭との連携を図りながら、家庭での様子についても各担任のほうと話をしてもらう

ようにしているところです。また、学校の中で児童生徒を見つめる会とか、生徒支援委員

会など、各学校で名称、呼び方が違いますけれども、気になる児童生徒の情報を全員で、

全職員で共有するというところで、情報提供を、共有する体制を整えながら、組織で対応

するようにしているところです。担任一人の先生に任せるようなことではなく、学年、学

校総体で取り組むような体制を整うようにしているところです。 

 そのような中で、仮に不登校の児童生徒が出た場合の対応といたしましては、愛の１・

２・３運動というのがございまして、欠席１日目で電話をかける。また２日目で家庭訪問

を行う。３日目になったらチーム全体で対応を行うというような、愛の１・２・３運動と

いうのがございまして、それで対応しながら、家庭訪問のときには子供の顔を見る。また、

できるだけ子供と話す、保護者と話すことを心がけるなど、対応を担任一人ですることで

はなく、学校総体として取り組むように、校長会とか、機会あるごとに教育委員会、また

教育長のほうから指示をしているところです。 

 以上です。 

○議長（緒方哲哉君） 教育長。 

○教育長（蔵田勇治君） 今、不登校児童の対策についての御質問ですが、その前の学

力の御質問についてもちょっとさかのぼりますけれども、あわせて答弁させていただきた

いと思いますが。 

 教育委員会として、それぞれの学校との協議、これは一人一人の担任の先生と直接話を

する機会というのは非常にとりづらい面があります。ただ、必要に応じてはそういうこと

も行っておりますが、主に校長との面談の中で、学力についても、それから不登校対策に

ついても、情報を共有しながら、こちらから支援できること、そして支援してほしいこと

などを話し合いをしているところです。 

 学力につきましては、特にこれは学年によっての差もありますし、教科によっての差も

ございます。年度によっても違います。また、個人個人の大きな課題でございます。基本

的に学力というものは、一人一人の学力を大事に伸ばしてやると。より伸ばせる子はより

伸ばし、基礎基本をしっかりと身につけてやるべき生徒にはその手だてをしっかりとやる

ということが必要です。ただ、議員御指摘のように、全体を見ますと、県平均を中学校で

は下回る現状がございますので、これは個別個別の指導と、それだけでは足りない、何か

大きな取り組みということはやはり必要だろうということは感じております。このことに

ついてはそれぞれの校長にも課題として投げかけておりますし、教育委員会としましても、

国と県の補助事業等の活用等も考えて、特に中学校対象の低学力対策、これは今検討して

いるところでございます。 

 不登校対策につきましても、個別に校長か、教育委員会に問題があるごとに来ていただ

いて報告を受けております。その都度協議をしながら、教育委員会として支援できること。

そして、こうやってほしいというような指導もしているところでございます。 
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 以上です。 

○議長（緒方哲哉君） ４番、宮本議員。 

○４番（宮本修治君） 検討策としてはいろいろされているということですけれども、

あと、自分も３年半ぐらいしかございませんので、どうか任期中でも、検討、検討で10年

かかるかもわかりませんけれども、早急に大幅な改善、また学力向上、不登校ゼロに対し

て行っていただきたいと思います。 

 町長も前回の質問のときから、不登校ゼロ、学力向上に向かうということでおっしゃっ

ていますので、言われておりますので、その点だけは大まかな協議だけじゃなくて、中に

入ってその現実を見て協議していただきたいと思います。 

 ３番の、次に入ります。各学校との教育委員会との連携ということですね。この新教育

制度に変わられて、前回、町長も一緒になってできるということになって、町長のほうか

ら答弁として政治的介入はないということで承諾を受けておりますけれども、その中でい

ろんな学校側の、ちょっと言いにくいことですけれども、前回も申しましたように、いろ

んな学校の教員の先生たちですね。先生たちにもちょっと改善するところがあるんじゃな

かろうかということを申しましたけれども、メンタル面といいますか、いろいろそういう

方もおられるそうで、小学校のほうも若干おられるということで、その点も教育長はちょ

っと協議をしますというお話をおっしゃられておりますので、その点は学校教育課の課長、

もう話されたんですかね。協議を入られてされた。メンタル面のそういう話を。 

○議長（緒方哲哉君） 教育長。 

○教育長（蔵田勇治君） メンタル的な疾病が原因で休職をしていた教職員がおりまし

たけれども、求職中の職員については、全員が復職をして、現在、私のところには、その

後は頑張って勤務をしているという報告を受けております。ただ、同じような状態に陥ら

ないようにしていくことが生徒たちへの不利益を考えますと必要ですので、管理職のそれ

ぞれの先生へのしっかりとしたフォローアップ、それと毎日の触れ合いあたりをしっかり

とお願いをしているところでございます。 

 また、小学校でもという御指摘がございました。確かに１名、休職に入った職員がおり

ます。これにつきましては、疾病の原因で、県の審査会において休養をして病気を治すこ

とが適当だという判断のもとに休職ということで、今、療養中でございますが、その職員

の後任は、非常に迅速に措置を県教委のほうでしていただく予定でございます。 

 また、学校と教育委員会のこの連携ということでございますけれども、文部省の中央教

育審議会というのがありまして、この中で一定の方向性というものがちょっと示されてお

りますので、少し御紹介を、ちょっと長くなりますがいたしますが。 

 学校が生徒保護者の要請や地域の状況に応じた教育を主体的に行い、保護者や地域住民

に対して直接に説明責任を果たしていくためには、学校に権限を与え、校長のリーダーシ

ップのもとで自主的な学校運営ができるようにすることが必要である。教育委員会は域内

における教育の基本方針を定め、それに沿って各学校の自主的な教育活動を支援していく

こと。また、各学校間や学校地域間の連携の橋渡し役となることが必要である。また、教



- 37 - 
 

員の意欲を高めていくことが必要であると、学校の裁量権の拡大の方向性を示しておりま

すが、今後の学校と教育委員会の関係のあり方については、さらに学校が充実した教育活

動を行うためには、教育委員会が学校に対し必要な指導を行うとともに、学校の自主的な

教育活動を支援していくことが重要である。とりわけ各学校の授業改善に対する支援が重

要であり、研究授業や校内研修などに対する派遣や定期的な学校訪問の実施など、指導主

事による学校指導をより積極的に行うとともに、現職の職員の活用など、指導主事による

指導以外の方法により学校における授業改善を支援していくことが望まれる。また、学校

経営や学校評価に対する教育委員会の支援も重要であるというふうにしております。 

 このような指標を踏まえまして、教育委員会といたしまして、積極的に学校に出向いて、

そして現状把握に努めますとともに、学校の教育力の向上と適切な学校運営のために各学

校と深く連携をしながら取り組んでいく方向でおります。 

 以上でございます。 

○議長（緒方哲哉君） ４番、宮本議員。 

○４番（宮本修治君） いろいろ課題は山積みがあるかもしれませんけれども、とにか

く学校のほうに足を運んでいただいて、きれいごとだけじゃなくて、現状を踏まえて、甲

佐にいる子供さんたちのことを十二分に考えて協議をしていただきたいと思います。そし

て、そのメンタル面が必要な方は、一般人であれば、とにかく何かを起こせばすぐ刑事ざ

たになって通報されますので、学校の教員だけということで刑事ざたにならんことはあり

ませんので。 

 そういう中で、あってから遅いわけでありまして、そういうメンタル面が必要な方は自

己申告だけじゃなくて、足を運んでいただいて、校長先生あたりと協議をしながら、そう

いう方がいらっしゃれば、事前にもう休職をしていただくという方向でいっていただかな

いと親御さんは不安と思います。 

 その一番の教育問題については、全体の今の１、２、３番に関して、町長の見解をお聞

きしたいと思います。全体でかまいません。 

○議長（緒方哲哉君） 町長。 

○町長（奥名克美君） 先ほどから教育長のほうで各学校と教育委員会の連携、あるい

はさまざまな答弁がなされました。議員御承知のとおり、教育の新しい制度のもとで、町

長もそういった教育に関しての非常にかかわり合いがこれまで以上に深まってくるという

ことは、もう議員各位にも御説明しているとおりでございますので、そういった新しい制

度の趣旨にのっとって、委員会と私、同じ方向を向いて、同じ考えのもとで行動をともに

したいというふうに思いを持ったところであります。 

 以上です。 

○議長（緒方哲哉君） ４番。 

○４番（宮本修治君） いろいろ問題点あるかと思いますけれども、大いに未来の子供

たちを、学力向上に向けて教育の一環として携わっていただきますよう期待申し上げまし

て、２番に入ります。 
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 若手職員の育成指導ということで、職員の住民に対する対応等ということで質問事項の

ほうに上げております。何でこういう質問事項に上げておるかというと、いろんなことを

耳に最近よく聞きます。それで若手職員が、全員とは言いません。少したるんどっとじゃ

なかろうかとか、自分なりにもうちょっと慣れたんじゃなかろうかとか、一番最初に入っ

たときよりも、今ちょっと何年かした方々が慣れたんじゃなかろうかという、今、自分な

りに思っていることがあります。 

 それで、特にちょっと、今日は全課長のほうにお聞きしたいと思いましたけれども、事

業課あたりさんと窓口、まず、住民生活課の課長にお聞きしたいと思いますけれども、日

ごろからの対応、指導はどういうふうにされておるかをちょっとお聞きします。 

○議長（緒方哲哉君） 住民生活課長。 

○住民生活課長（福島明広君） それではお答えします。 

 住民生活課では、特に窓口受付業務が住民業務で、住民の方との接する機会が多い課で

ありまして、窓口及び電話での応対等につきまして、課内研修や行事調整会議等のときを

利用しまして、役場の顔であるということを念頭に置き、丁寧な接客を心がけるように話

をしているところであります。 

 以上です。 

○議長（緒方哲哉君） ４番。 

○４番（宮本修治君） 環境衛生課の課長、順次お聞きしたいと思います。建設課から

産業振興課まで。 

○議長（緒方哲哉君） 環境衛生課長。 

○環境衛生課長（橋本良一君） 環境衛生課です。 

 当課には、今年４月に入りました新入職員がおりますが、経験知識が浅いため、身だし

なみ、挨拶、窓口及び電話対応などについてまだ至らない点が見受けられます。これにつ

きましては、その都度先輩職員が注意、指導するようにしております。 

 若手職員に対しましては、先輩職員の対応をよく見て仕事のやり方を覚えるようにと説

明しておりまして、先輩職員に対しましては、現在若手を育成する機関と認識して、電話

や窓口においては手本となるよう、基本に忠実な対応するようにと指示しているところで

ございます。 

 一日も早く住民の皆さんに信頼されるような職員となりますよう、引き続き教育指導に

努めてまいりたいと存じます。 

 以上です。 

○議長（緒方哲哉君） 建設課長。 

○建設課長（志戸岡 弘君） 若手の指導ということで、一般的な指導については役場

全体で組織として行われておりますので、建設課のほうでは特に窓口対応ですとか、現場

においての対応は、お客様等を第一に考えて不快感を持たれないような指導をして、たら

い回しですとか、誤解のあるような説明がないように指導をしております。また、問題が

あった場合には、その都度、どこに問題があったのかを指導して改善をしていくように行
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っております。 

 以上でございます。 

○議長（緒方哲哉君） 産業振興課長。 

○産業振興課長（鳴瀬美善君） それでは、産業振興課のほうからお答えいたします。 

 私ども産業振興課におきましては、若手職員も含め、現在18名の職員がおります。その

中には４名の臨時さんもおられますけど、若手職員と言われる職員が１年生、２年目、３

年目の職員、それぞれおります。その職員も含め、係長、課長という職員がおりますけれ

ども。まず、住民の方が窓口に来られたときにつきましては、窓口対応ということで、ど

なたが来られて、どの職員が対応できるように、速やかに来客者が見えたときには席を立

って対応する。また、その対応につきましても、内容等について非常に一人ではわからな

いような事案もございますので、そういうときには極力うちの課としては２名体制でお話

を聞くということに心がけておるところです。 

 それと、事業課でありますので、非常に電話等もかかってまいります。職員も担当者も

現場のほうに出て行くことも多々ある課でございます。そういった中で、担当者が不在の

ときにつきましては、必ず相手方の住所とお名前、電話番号を聞いて、担当者にメモを残

して、必ずおつなぎをするということで、内容等についてお話をいただいたときにつきま

しては、その内容について手短にお尋ねをいたしまして、おつなぎをするという形をとっ

ております。 

 それと、もう最後にですけれども、なかなか若い職員についての服装とかマナーとか挨

拶とかいうこともございます。特にやっぱり１年目、２年目になってくると、少しなれた

のかというような感じで思いますけど、私たちは事業課でございますので、服装について

は基本作業服ということで実務をとっております。ただ、内業的な事務をいたすときにつ

いては、ワイシャツ、もしくはポロシャツ等の清潔感のある服装をして対応するようにと

いうことで申し添えているところでございます。 

 挨拶については、これは社会人としての基本でございますので、あれこれ言うことはご

ざいませんけど、年長の方が率先して挨拶をすることで、その姿を見て、若い職員も挨拶

をしていっていただきたいということで、模範になるような形で挨拶をしているところで

す。 

 以上でございます。 

○議長（緒方哲哉君） ４番、宮本議員。 

○４番（宮本修治君） いろいろ、今、４人の方にお伺いしましたけれども、皆さん、

対応、指導はしていると、きれいなことを申し上げられましたけれども、できておらんけ

ん聞きよるわけであって。おたくたちはもまれとるけん、ここにおるわけでしょう。昔、

当時はいろんな方がおられて、もまれて、ここに管理職としておんなると思います。しか

し、若手職員は、今現在、指導育成ということで果たしてされておるのか。もうたるんじ

ゃおらんのか。いろいろ、挨拶にしろ、よく聞くことが、短縮形で、おはようございます

をざーすとか、こんにちはをちゃーすとかなんか言うと、それと身だしなみ。そのプラカ
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ードですか、名札ですか。これを反対にしたり、ポケットの中に入れておると。裾はずん

だらけとると。長袖着て、半袖着とるという話をよく聞きますけども。そういう、さっき

住民生活課の方、窓口にお聞きしましたけれども、住民生活課でいけば役場の顔ですね。

そこのところの方がちゃんとしないと、いろんな不平不満が来て誤解されるじゃなかろう

かと思います。 

 皆さん、議員さんにはぺこぺこして、ごまをすってするけれども、町民の方にはあんま

りしならんでしょう。だけん、苦情が出てくるじゃないですか。議員さんにピーピーする

必要もないし、町民の方第一優先にされたほうがいいんじゃなかろうかと思いますけども。 

 そこで、総括して、総務課の担当が全部総括と思いますので、総務課としては対応をど

うしたふうにされておるのか、お聞きしたいと思います。 

○議長（緒方哲哉君） 総務課長。 

○総務課長（内山 洋君） 職員の対応、挨拶、服装につきましてお尋ねでございます

けれども、これらにつきましては、これまでも折に触れて、町長、副町長等から指導が行

われておるところでございます。最近は６月12日の行事調整会議におきましても、来庁者

への挨拶を徹底するようにということで、副町長のほうからも口頭で注意があったところ

でございます。 

 特に新採用職員につきましては、入庁後の４月の熊本県研修協議会での接遇、マナー研

修を実施しておりますし、また、勤務時間中の服装についても、クールビズで過ごす期間

を除き、男性はネクタイ着用、女性も事務服に準ずる服で執務を行うことというふうな通

知もこれまで出しておるところでございます。 

 このようなことは、先ほども各課長のほうからもありましたとおり、町職員として、社

会人として基本的なことでございます。今後も職員研修や行事調整会議のときなど、機会

に指導を徹底していきたいというふうに考えております。繰り返し指導のほうを徹底して

まいりたい。また、各課長には部下職員の対応、服装などについても常に気を配ってもら

いまして、問題があればすぐ指導するという形で、総務課のほうからも指導してまいりた

いというふうに思っております。 

 以上です。 

○議長（緒方哲哉君） ４番。 

○４番（宮本修治君） せっかくですので、副町長にもお聞きしたいと思いますけれど

も。 

○議長（緒方哲哉君） 副町長。 

○副町長（師富省三君） お答えをいたします。 

 町民の方々などからは、職員の対応はよくなったという声も聞くこともありますけれど

も、やはり時々、職員が役場の窓口や庁舎内、また庁舎外でも挨拶をしないという声。ま

た、窓口に行ってもすぐに対応しようとしないとか、あるいは尋ねても的確な対応をして

くれないと、そういった御指摘や苦情をいただくことがあります。また、内部の職員から

も、職場や一部の職員のことについて、やっぱり対応がちょっとまずいんではないかとい
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ったような話もあります。 

 私はそのようなときは、できるだけ間をあけずに、話があったところの課長、あるいは

係長に注意をして、さらにその次の調整会議など課長が集まる場で、これは役場全体の問

題として周知をし、改善をしてきたところでございます。その苦情等の原因となっている

のは、それぞれの職員のやはり自覚が不足しているという面は多々あると思いますけれど

も、社会人として備えておくべき基本的な事柄の指導ができていないということで、これ

は組織的な問題もあるというふうに思いますので、組織内部を管理監督すべき私の指導不

足であるというふうに痛切に感じているところでございます。 

 この改善には、先ほどから話が出ておりますけれども、職員に一番近い課長、あるいは

係長の役割というのは非常に大きいと思いますので、またそこに期待もいたしますので、

先ほどいろいろ、それぞれ課長は努力はされているというお話もいただきましたけれども、

さらにリーダーシップを発揮していただいて、日頃の業務を通して職員を育成するという

意識を強く持っていただいて、目配せをしていただいて、指導助言、円滑なコミュニケー

ションが積極的に図れることによって、町民の皆さんから信頼される職員、職場になるよ

うに私も一緒になって取り組んでまいります。 

○議長（緒方哲哉君） ４番、宮本議員。 

○４番（宮本修治君） 今、副町長のほうから答弁がありましたように、課長さんあた

りも現実にあっとる事例ですので、極力、対応、指導のほうには誤解がないようにしてい

ただきたいと思います。 

 最後に、町長から、対応、指導についてということでお聞きしたいと思います。 

○議長（緒方哲哉君） 町長。 

○町長（奥名克美君） 町民の皆様が職員に対して評価がいいというときは、非常に私

自身もうれしいわけなんですけれども、逆に評価が悪いときは非常に頭を悩めます。 

 先ほどからいろいろお話があっておりますけれども、いい意味での職員の慣れというの

は非常にこれは大事なことと思いますけれども、逆にこれが慢心といったことにつながれ

ば、これは非常に問題だというふうに思っております。また、そういうことによって、ひ

いてはそのことが町民の皆さん方に不愉快を与えるようなことにもつながってまいります

し、また誤解を生むことにもつながってくる可能性があります。 

 これまでも、先ほどから総務課長の話の中でもありましたとおり、新人職員の研修であ

りますとか、それから宮崎のほうに建設技術センターのほうにも、これは宿泊研修をさせ

て、仕事、社会人になるに当たっての心構え等についても、十分そういう学びの場は提供

はしているつもりでありますけれども、しばらくすると、そのときのことも忘れてしまう

というようなことであっては、やっぱり何もならないというふうに思っております。 

 これまでもいろいろな研修等をやっているわけでありますけれども、今後そういったこ

ともさらに充実させて、職員全体でこの問題には取り組むような、そういうモチベーショ

ンを上げていきたいというふうなことを感じたところです。 

 以上です。 
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○議長（緒方哲哉君） ４番。 

○４番（宮本修治君） 町長自ら、皆さんに、課長あたり、管理職の方に指導をしてい

ただき、さらに管理職の方が徹底して対応をするようにお願いしますとともに、どっちみ

ち、そういう若手の方々は、中長期で見た場合、今度は部下を指導する側になりますので、

今さえよければいいという感覚は捨てていただいて、今入ってきた１年生だろうが、２年

生だろうが、職員は職員という、役場職員という自覚を持ってちゃんと接していただくよ

うに。さらに住民サービス向上に向けて取り組んでいただきますように強くお願いしまし

て、私の一般質問を終わりたいと思います。どうもありがとうございました。 

○議長（緒方哲哉君） これで、４番、宮本修治議員の質問は終わりました。 

 しばらく休憩いたします。３時から再開いたします。 

────────────── 

休憩 午後２時51分 

再開 午後３時00分 

────────────── 

○議長（緒方哲哉君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 答弁に対しまして、訂正の申し出があっております。 

 これを許します。 

 産業振興課長。 

○産業振興課長（鳴瀬美善君） 産業振興課長でございます。先ほど、宮本議員さんか

ら御質問の、職員の住民に対する対応策ということで、私、産業振興課長が電話での対応

のお答えの中で、言葉として手短に連絡をつなげるということで、手短といいうような不

適切な発言をしてしまったということで、自分なりに自覚をいたしましたので、この件に

つきましては簡潔にという言葉に訂正させていただきたいと思います。よろしくお願いい

たします。 

○議長（緒方哲哉君） 今の答弁、よろしゅうございますでしょうか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（緒方哲哉君） 決定をいたします。 

 最後に、６番、西坂和洋議員の質問を許します。 

○６番（西坂和洋君） ６番、ただいまから通告書どおりに一般質問をいたしたいと思

います。２項目ですので簡単にいくかと思います。よろしくお願いしておきます。 

 最初に、２番議員のほうからも話がありましたが、空き家対策の件でお尋ねしたいと思

います。 

 １番に、空き家の実態調査はいつごろ、そして何戸の家が空き家としてありましたか。 

○議長（緒方哲哉君） 企画課長。 

○企画課長（西坂 直君） お答えをいたします。 

 空き家調査は実施したのかということでございますが、空き家の実態調査につきまして

は、今年の７月に各行政区の区長さんを対象に、町内に点在する空き家等の状況を把握し、
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今後の町施策に活用することを目的に実態調査を実施いたしました。調査結果につきまし

ては議会資料として提出をしておりますので、ご覧いただきたいと思います。 

 各行政区別に出しておりますが、一番下のほうに町全体として数字を出しておりますの

で、ご覧いただきたいと思います。空き家全体で298棟ございます。このうち倒壊等、著

しく保安上危険となるおそれのある状態などの特定空き家等が60棟、空き家が226棟、そ

れと空き店舗が12棟というふうになっております。 

 以上でございます。 

○議長（緒方哲哉君） ６番、西坂議員。 

○６番（西坂和洋君） この資料によりますと、私も今ざっと計算しましたが、宮内は

特に空き家が多く、特定空き家、これは早く言えばもう危険家屋ということだと思います

が、18戸。それから、ただ空き家と書いてあるのは、利活用できる家、これが53戸。世帯

数も小さいながら、こちらのほうは大きい数字が出ております。 

 そして、この空き家対策ということですが、これは空き家の中も一応見聞して判断され

たのですか。 

○議長（緒方哲哉君） 企画課長。 

○企画課長（西坂 直君） 今回の調査につきましては、一応、行政区の区長さんのほ

うに調査を出しておりまして、区長さんのほうでは、中のほうまでは確認はできていない

と思います。外からの目視のみでの調査になろうかと思います。 

○議長（緒方哲哉君） ６番。 

○６番（西坂和洋君） 廃屋になるような危険家屋は、外から見ればもう一目瞭然です

が、利活用できる家は、外から見ても美しい状態は、この家はまだ使われるねって思って

も、日ごろの手入れがしていなくて、例えばひと月に一遍とか、ひと月に二遍ぐらい窓を

あけて、空気を入れかえないと、中が、畳とかカビが生えて利用できない可能性がありま

す。多分そういったことをしていない家は、やがて解体せねばならない家も、この宮内の

場合、53戸、利活用できる家があるそうですが、このうちからもっと今度危険家屋になり

かねないものが町全体としてもあると思います。それは今後の課題として、役場、それか

ら各行政区の区長さんなり、副区長さんなり、また、これは家宅侵入になりますので、所

有者の了解が必要だと思います。また、施錠をしてあったりしますので、そこらあたりの

確認も今後進めていかなければならないと思います。その点は、企画、またくらし安全推

進室等あたりで検討をしてください。 

 それから、この問題は現在全国的に問題視されておりますが、空き家は国全体で820万

戸あるそうです。パーセントにしますと13.5％くらいと推計されているそうです。恐らく

甲佐町も、今、推計の状態ですので、今後は把握して、空き家が実際に利活用できるか、

これは改装なりをして利活用に持っていくとかされるとよいのではないかと思います。 

 また、この空き家を私なりに定義づけすれば、大きく分けて二つあると思います。一つ

は、有効できる家。二つ目は、老朽化し、崩壊のおそれのある家。つまり廃屋ですね。こ

ういった、多分この二つに限ると思います。店舗でも一緒だと思います。店舗も空き家で
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あれば完全な空き家です。 

 ところで、利活用できる家、廃屋となっている家、各それぞれの戸数は、先ほど伺いま

したが、今後とも戸数の把握なりは企画課あたりでできるかと思います。この空き家対策

については、昨年の11月だったですか。国の空き家対策特別措置法が発布され、それから、

今年の５月に公布されたわけですが、今後、町としてどういったふうな対応に持っていか

れるのか、お聞かせお願いします。 

○議長（緒方哲哉君） くらし安全推進室長。 

○くらし安全推進室長（清水 明君） 今後の空き家対策について回答いたします。 

 先ほど来、答弁があってございましたけれども、空き家等対策特別措置法は、議員、あ

りましたように５月に本格施行になりました。これを受けまして、６月にプロジェクトチ

ームを庁内に立ち上げております。現在、その対策等について検討を行っているところで

ございます。 

 現在まで４回のプロジェクト会議を開催しまして、一応10月までにその検討結果を町長

へ報告、その後、年内をめどに、町としての方向性が示されると、決定されるというふう

に思います。 

 以上です。 

○議長（緒方哲哉君） ６番。 

○６番（西坂和洋君） この問題は結構、暇が要ると思います。簡単にその空き家を解

体したり、それからリフォームして利活用するというのは、まだ６月に立ち上げたプロジ

ェクトチームですので、多分１年間はもう絶対かかると思います。 

 そこで、これは企画課長に私が調べたよその例を、秘密を明かしましたが、それは隣の

まちで、大分県の竹田市ですけど、あそこは平成21年にこの問題について検討され、現在

も市長をされているそうですけど、その方がＴＯＰ運動ということで。結局、このＴＯＰ

の頭文字は、竹田市、またトライ、挑戦ですね。それから、Ｏはオリジナル、またオンリ

ーワンの頭文字、Ｐはプロジェクト、パワーの頭文字だそうですが、市長が音頭をとられ、

そしてやっぱりプロジェクトチームを結成され、ここは私の調べたところでは、この資料

では廃屋については記述してありませんが、利活用できる家を対象としてここに資料をい

ただいておりますが、いつかテレビでもあった、報道機関でもあったと思います。 

 例えば、その報道のときには、千葉県の若い夫婦が農家暮らしをしたいということで、

大分県がこういった活動を、利活用する活動をしよるということで、それに申し込まれた

そうです。そして、プロジェクトチームの中で適当な家を探し、また、所有者の了解も得

て、そして今度転居してこられる方に紹介されたそうで、それは、もとの所有者は元農業

で、現在は大分市内のほうに住んでおられるそうですが、もう百姓はやめ、農業はやめて

そちらで暮らすので、どうにかしてくれという相談があって、話がまとまったそうです。 

 また、これは隣町ではありませんが、天草市、天草市はこの竹田市よか一歩早く、１年

早くこの活動をされ、そして、ここも一緒ですが、ここは解体せねばならない家、それに

対しても最高50万、そして利活用するのも最高50万。しかし、例えば解体する費用に60万
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だった場合、50万出るわけではなく、２分の１だそうです。恐らく利活用するための改築

費用も多分そうなると思います。50万までは出すが、あとはもう個人負担ですよというこ

と。 

 そして、本当の隣町ですが、益城。益城はまだまだこの話は電話で問い合わせたところ、

甲佐はもうプロジェクトチームまでつくってあれば、話が一歩進んでいるんですねという

話でした。 

 ですので、こういったことを参考に、これは多分インターネットあたりで検索できると

思いますが、そういったところを検討され、今後プロジェクトチームとして甲佐町、また

よそのまちのことをそのまままねするのではなく、甲佐には甲佐のよさがあると思います

ので、そういった方面に持っていってもらいたいと思います。 

 これについて、企画課長、大まかな方向性は検討されていますか。 

○議長（緒方哲哉君） 企画課長。 

○企画課長（西坂 直君） 議員からの竹田市の資料につきましては先日いただいたば

かりでございますので、中身を読んだばかりでございまして、参考になるような取り組み

もございますけど、今、くらし安全推進室長のほうから答弁がありましたように、プロジ

ェクトチームを立ち上げて今検討中でございますので、そちらのほうの検討材料というふ

うにさせていただきたいと思います。現在のところ、そういう具体的にどういうような対

応するのかというのは、答弁は控えさせていただきたいと思います。 

○議長（緒方哲哉君） ６番。 

○６番（西坂和洋君） この問題は解体費用とか、またリフォームとかありますので、

なかなかそこらあたりの調整が難しいかと思いますが、どちらもよい方向に持っていって

もらえればと思います。 

 それから、天草市のところは、あそこも市ではありますが、人口は２万どれしこだった

と思いますが、結構小さい市で、そして、市外から入居者、転入者が100世帯の、人口が

200名、１戸、だから２名程度ですね。その方が、天草市は20年からですので、５年間で

200名は人口が増えたそうです。しかし、五、六年たっていますので、人口が増えたけん、

それはよかったですねと話したところ、それは、結局、年寄りとか病気の方が亡くなられ

る数が多いので人口増にはなっていませんが、少しはためになっておりますということで

した。 

 ですので、恐らく人口が増えることによって、甲佐町でも今、人口減少になっておりま

すが、人口が増やさんことには、いろいろな事業とかもできないと思いますので、今後と

もこれは、恐らく企画課だけでなく、各課持ち寄られて、どういったふうにしたがいいか、

そこらあたりはもう多分検討されていると思いますので、よろしくお願いしておきます。 

 この問題の最後に町長の意見をお聞かせもらえればと思います。 

○議長（緒方哲哉君） 町長。 

○町長（奥名克美君） 実は今、竹田市の定住に向けた政策で空き家バンクの資料をち

ょっと見ておりました。やっぱりそれぞれの自治体で独自の方法論で取り組んでおられる
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ようです。今、甲佐町の場合は、先ほどからお話があっておりますように、プロジェクト

チームの中でさまざまな角度から検討がなされていると思いますので、今日の議員の御提

言等も念頭に置きながら、最終的な報告がなされると思いますので、それを待ちたいと思

います。その中で本町に合った方策について最終的な結論を出したいと思います。 

 以上です。 

○議長（緒方哲哉君） ６番、西坂議員。 

○６番（西坂和洋君） この空き家問題は、３年ほど前に宮内には地域おこし協力隊が

２名、それから甲佐町全体に１名、家族連れが、あのとき６名ぐらいだったと思います。

１夫婦は二人、それから、町のほうの担当者はあのとき３人、それから、今、宮崎のほう

に帰っておられる方は独身でしたので一人でしたが、結局あのとき人口が６人も一遍に増

えたという状態で。また、名前を言っていいかわかりませんが、２名の方、妻帯者だけは

甲佐に定住したいという意見を聞いております。 

 それが、特に宮内は戸数も減ってまいっておりますので、今、宮内に残って、家を借家

で借りて、そして頑張っておる人は、完全無農薬農法とか、それから百姓の大きなところ

の手伝いとかに頑張っておられます。 

 また、これはサラリーマン向きではないと思いますが、今、サラリーマンでも、もうサ

ラリーマンは飽きた。なら、どっか土地を見つけて百姓でもするかというような考えの人

がおられるかと思います。地元の若い者は百姓は離れてしまいましたが、農業とかに魅力

のある人も結構おられると思いますので、今、町長も言われたように、一応、立ち上げら

れたばかりですので、今後の状況を私たちも見守っていきたいと思います。そして、少し

でも空き家をなくし、人口を増やすというようなことができるかと思いますので、頑張っ

てもらいたいと思います。 

 以上で、空き家問題については一応終わりたいと思いますが、この空き家の調査票、こ

れを今日は虫眼鏡で調べんとわからんごたる状態。これを倍になせば、まあまあ眼鏡ばか

りでよかかなと思ったばってん、私も虫眼鏡をそこに持ってきておりますが、余り虫眼鏡

を使うと、あなたはもう年寄りのじいさんじゃあるばってんと言われてはなりませんので、

この次にはいろいろ資料を出されるときには、この倍ぐらいの紙に、倍にできるはずです

もんね。だから、そういうところもお願いしておきます。 

 次に、税金の滞納状況についてということで、一応質問したいと思います。 

 第１番目に、税目ごとの滞納者数、また滞納金額等の推移は、ここ数年の状況はどのよ

うになっているか。税務課長。 

○議長（緒方哲哉君） 税務課長。 

○税務課長（北畑公孝君） はい、それでは、滞納者数、滞納額の推移について、平成

24年から26年の３カ年の推移についてご説明させていただきます。 

 まず、町税の合計額、これは町民税、固定資産税、軽自動車税の合計となりますが、ま

ず滞納者数につきましては、現年課税分で、平成24年度650人、平成25年度478人、平成26

年度431人、現年課税分の滞納額につきましては、平成24年度1,696万9,310円、平成25年



- 47 - 
 

度1,281万7,830円、平成26年度で1,422万3,414円となっております。減少しておりました

現年課税分の滞納額につきましては、平成26年度で増額となっております。ただ、直近の

５年間で推移を見てみますと、滞納者数、滞納額とも減少傾向にあります。平成26年度に

つきましては、決算書で記載してありますとおり、法人町民税で206万9,100円の滞納が発

生しております。ただ、これにつきましては、出納閉鎖後の６月にご納付をいただいてお

りますので、実質的には減少となっております。ご質問の各税目につきまして、町民税、

固定資産税、軽自動車税、全ての税目におきましても、滞納者数、滞納額ともに減少傾向

にあります。 

 続きまして、国民健康保険税につきましてもご説明申し上げます。 

 国民健康保険税の滞納者数は、まず町民税と同じく現年課税分で、平成24年度264人、

平成25年度219人、平成26年度181人、現年課税分の滞納額ですが、平成24年で2,282万

3,678円、平成25年度1,702万6,834円、平成26年度で1,282万7,720円となっており、滞納

者数、また滞納額につきましても減少傾向にあります。 

 以上でございます。 

○議長（緒方哲哉君） ６番。 

○６番（西坂和洋君） 今日、監査委員の方から報告がありましたが、国保税に対して

は滞納額が増えておるのでということでしたが、これでいくと、私の資料で今ちょっと計

算したところによると、これは滞納繰越額、それから最初の項目のほうで書いてある、左

側のほうですけど、現年度、それから今までの繰越滞納金、合わせると。 

○議長（緒方哲哉君） 西坂議員、もう少しマイクに近づいて。 

○６番（西坂和洋君） 最初から申します。国民年金によりますと、現年度分1,282万

7,720円、それから前からの繰越分が１億3,184万616円ですか。すみません。そこで差額

を計算しますと、結構高かですよね、後の滞納額が。一応この滞納額はこうやって国保が

赤字状態寸前、もう赤字状態と一緒ですので。これは今年の３月だったですか。税率引き

上げ、大体、前、住民生活課の課長のほうから13.5％という話がありましたが、これは一

概に国保全体の押均しはちょっと計算しにくいと思います。ですので、この13.5％上がっ

た分が、こうやって滞納者等が多くなったと思われますが、担当課はどちらでもよろしい

んですけど。 

○議長（緒方哲哉君） 税務課長。 

○税務課長（北畑公孝君） 国保税の税率引き上げにつきましては、平成27年度課税分

からの引き上げとなっておりますので、今、今回お示ししました分につきましては、平成

26年度の決算状況となっております。 

 ご質問の趣旨としては、国保税の税率アップについて収納率的にはどうかというご質問

かと思いますので、その点についてお答えさせていただきます。 

 平成26年度と平成27年度の現年課税分について比較をしております。各年度の第２期分

で、納期限後で督促状及び第３期分の納付書発送前の８月14日時点で比較をしております。 

 まず、現年分の調定額で3,769万4,500円増の調定額といたしまして３億4,610万8,900円
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となっております。収入額につきましては、742万7,600円の増の7,470万4,900円となって

おります。収納率といたしましては、平成26年度と平成27年度の８月14日現在での比較と

いたしましては、0.23ポイント減の収納率21.58％となっております。 

 以上です。 

○議長（緒方哲哉君） ６番。 

○６番（西坂和洋君） この税目ごとのパーセント、徴収率のパーセントを見ますと、

たばこ税まではほとんど横ばい状態か、上昇しているところもあったかと思いますが、国

保税については66.53％、やっぱり国保税のアップがこういった数字にあらわれているの

ではないかと思いますが、今、住民の中でも国保税は大分上がったね、やおいかんねと言

わす人もおられるようです。また、中には、国保税は結局自分たちが病気したときの保険

料ですので、それは仕方のなかろうね。国保を運営していくには元手が要るのでという話

をされる人もおります。 

 しかし、また、この税率はたしか３年前に上がったかと思いますが、今後、２年越しと

か３年越しとか、そういった考えは、町長、どうお思いですか。 

○議長（緒方哲哉君） 奥名町長。 

○町長（奥名克美君） 国保については保険者のほうが、現在は市町村になっています

けれども、平成30年になりますと、大体の見通しとして都道府県がこれに当たるように変

更がなされるようであります。それまでに、何とか税率については今のままいきたいとい

うのが本音ではありますけれども、昨年度の26年度数字を見てみますと、そう極端に悪化

しているようには思いませんので、今のままで推移した場合は現行のままいけるのかなと

いうような憶測、推測をしているところであります。 

 以上です。 

○議長（緒方哲哉君） ６番、西坂議員。 

○６番（西坂和洋君） しかし、これはもう税目全体といってもよろしいですが、滞納

が発生した場合には、督促は20日過ぎたら督促状となって納付者に行くのだと思いますが、

すぐ、そのまま納めていただければ、利子とか、いろいろつかないと思いますが、これを

超えますと、延滞金とか、加算されると思います。それを何年も何十年も払わない人は、

仮に時効がこれは５年だと思いますが、督促状は毎年出しておられるのですか。 

○議長（緒方哲哉君） 税務課長。 

○税務課長（北畑公孝君） 督促状の件でございますけれども、督促状につきましては、

地方税法上で納期限を過ぎて20日以内に発するということになっております。督促上の税

法的な効力といたしましては、その１回限りが督促状としての効力を有します。 

 以上です。 

○議長（緒方哲哉君） ６番。 

○６番（西坂和洋君） これは地方税法だったですね。しばらくお待ちください。 

○議長（緒方哲哉君） しばらく休憩します。 

────────────── 
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休憩 午後３時37分 

再開 午後３時39分 

────────────── 

○議長（緒方哲哉君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

○６番（西坂和洋君） この督促状、大体何回ばかり催促されておりますか。その全員

でなくてよろしいですので、トップ10かトップ５ぐらいの。 

○議長（緒方哲哉君） 意味のわかるですね。 

 税務課長。 

○税務課長（北畑公孝君） 督促状の件につきまして御説明いたしますと、督促状とい

う言葉のものですけれども、これにつきましては、納期限が参りまして、税金を納められ

ていない方に対しまして20日以内に１回だけ送付します。その後、督促状ではございませ

んが、文書による催告ですね。督促状ではなく催告、納税を促す通知を行ったり、電話に

よる催告等を行って、自主納付につなげるためのご連絡をいたしております。督促状につ

きましては、一つの納期限に対して１回限りが督促状になりますが、その後、督促状では

ございませが、催告状として未納の納税者の方にはお送りいたしております。 

 以上です。 

○議長（緒方哲哉君） ６番。 

○６番（西坂和洋君） その催告を出されて、また何度も催告状は出されると思います

が、大体何年ばかり出されますか。何年続けて。ずっと出されますか。例えば毎年毎年と

か、１年に２回とか、そこらあたりはどうなっていますか。 

○議長（緒方哲哉君） 税務課長。 

○税務課長（北畑公孝君） 催告状につきましては、何年続けて出すとか、そういう決

まり等は一切ございません。税法上もですね。ただ、まず税金といたしましては、自主的

に納められるのが、立場的に自主納付が原則でございますので、催告状を出す中で滞納が

長期にわたられる方、高額な方に対しましては、面接等によって、納税相談、また納税誓

約書の徴取、また納税計画等を立てて、自主的に納付いただけるようにやっております。 

 以上です。 

○議長（緒方哲哉君） ６番。 

○６番（西坂和洋君） この国保問題から入りましたが、皆さんもご存じのとおり、７

月の11日、熊日新聞さんが記事になされておりますが、これは我が町のことではありませ

ん。これは菊池市議会議員の中で、それはもう議員の中で滞納者が４名ぐらい、現職の議

員が２名おると載っておりますが、その後、いろいろ辞職勧告も決議されたそうですが、

その後、記事が余り新聞に報道されないですので、その後は余り私も調べておりませんが。 

 これは甲佐町においてもまたしかりではないかと思います。甲佐町においては、滞納な

ど４億円を超えるということでいろいろ載っておりましたが、そして、私が一般質問の中

でこの滞納問題を一般質問しましたところ、そのとき、議会だよりに筆者を見つけてお願

いしたところ、その方が甲佐町の議員の中で、下手すれば11名、少なければ４名ないし５
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名の滞納者がおったとありますが。 

 そこで、私は、私がお願いした傍聴席からの文章のところですか、一応、議会事務局長

と私と本人さんと会議室で議論し、そして、そのときの広報委員の委員長が、これは下手

すると全員が滞納しよっとじゃなかろうかと言って、そして税務課から納税証明書じゃな

くて、納付しているか、いないか、滞納があったか、なかかということをもらわれました。

それには数名の方がやっぱり滞納されておったと思います。 

 そういったことは、恐らく地方自治体の長である奥名町長あたりは把握されていたので

はないかと思いますが、そこらあたりはどうなっておりますか。奥名町長の意見を。 

○議長（緒方哲哉君） しばらく休憩します。 

────────────── 

休憩 午後３時45分 

再開 午後３時48分 

────────────── 

○議長（緒方哲哉君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 ６番、西坂議員。 

○６番（西坂和洋君） ただいまの私が町長に質問を投げかけましたが、この税の滞納

問題に関しては、税務課長に答弁いただいたところで終結したいと思います。あとは事務

局のほうで議事録から削除をお願いします。 

 以上で、私の一般質問を終わりたいと思います。どうもお疲れさんです。 

 （「ちょっと待って、今、11人が滞納どうのこうのと言ったけん」と呼ぶ者あり） 

○６番（西坂和洋君） なら、議事録に載せないでください。 

○議長（緒方哲哉君） しばらく休憩します。しばらく休憩します。 

────────────── 

休憩 午後３時49分 

再開 午後３時49分 

────────────── 

○議長（緒方哲哉君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 これで、６番、西坂和洋議員の質問は終わりました。 

 税務課のほうから、先ほどの答弁について、もう少し補足説明をさせてくれということ

でございますので、それを許します。 

 税務課長。 

○税務課長（北畑公孝君） 申しわけございません。時間をとらせまして。 

 先ほど私の説明が、十分な点がなかった点があったということで、誤解を招くようなこ

とが起きているかと思います。国民健康保険税の滞納額徴収率につきまして、もう一度改

めて説明させていただきます。滞納額につきましては、平成24年度全体で１億7,254万

8,997円、平成25年度で１億6,616万8,165円、平成26年度で１億4,466万8,336円と滞納額

につきましては減少しております。徴収率につきましても、現年課税分につきまして、平
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成24年度で93.16、平成25年度で94.77、平成26年度で95.82と毎年上昇しております。 

 実際、県の平均と比較しましても、現年分につきましては、県の平均が91.27％となっ

ておりますが、平成26年度甲佐町における国民健康保険の収納率につきましては95.82％

ということで、現年課税分については改善されているということをお伝えしたいと思いま

す。 

 時間をとらせました。申しわけございませんでした。以上です。 

○議長（緒方哲哉君） 今の説明、よろしゅうございますか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（緒方哲哉君） 以上をもって、本日の日程は終了いたしました。 

 来週の月曜日、14日は午前10時から本会場において会議を開きます。 

 本日はこれをもって散会いたします。お疲れさまでございました。 

 議員の皆さんにおきましては、先ほど申しましたように、ちょっと協議したいと思いま

すので、控え室のほうにお集まりください。 

────────────── 

散会 午後３時54分 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

９月１４日（月曜日） 



- 52 - 
 

平成27年第３回甲佐町議会（定例会）議事日程 

 

（第２号） 

１．招集年月日  平成27年９月11日 

１．招集の場所  甲佐町議会議場 

１．開会     ９月14日   午前10時00分 議長宣告 

１．閉会     ９月14日   午後４時43分 議長宣告 

 

１．応招議員 

  １番 山 内 亮 一    ２番 佐 野 安 春    ３番 荒 田   博 

  ４番 宮 本 修 治    ５番 福 田 謙 二    ６番 西 坂 和 洋 

  ７番 宮 川 安 明    ８番 緒 方 哲 哉    ９番 本 郷 昭 宣 

  10番 渡 邊 俊 一    11番 本 田   新    12番 中 村 幸 男 

 

１．不応招議員 

  な し 

 

１．出席議員 

  １番 山 内 亮 一    ２番 佐 野 安 春    ３番 荒 田   博 

  ４番 宮 本 修 治    ５番 福 田 謙 二    ６番 西 坂 和 洋 

  ７番 宮 川 安 明    ８番 緒 方 哲 哉    ９番 本 郷 昭 宣 

  10番 渡 邊 俊 一    11番 本 田   新    12番 中 村 幸 男 

 

１．欠席議員 

  な し 

 

１．本会議に職務のために出席した者の職氏名 

  議 会 事 務 局 長   岡 本 幹 春   議会事務局事務長  山 本 洋 子 

 

１．地方自治法第 121 条の規定により説明のために出席した者の職氏名 

  町 長  奥 名 克 美   副 町 長   師 富 省 三 

  会 計 管 理 者   田 上 洋 子   総 務 課 長  内 山   洋 

  企 画 課 長  西 坂   直   くらし安全推進室長  清 水   明 

  税 務 課 長  北 畑 公 孝   住 民 生 活 課 長   福 島 明 広 

  総合保健福祉センター所長  井 上 美 穗   町民センター所長  吉 岡 英 二 

  産 業 振 興 課 長   鳴 瀬 美 善   建 設 課 長  志戸岡   弘 

  環 境 衛 生 課 長   橋 本 良 一   会 計 課 長  田 上 洋 子 



- 53 - 
 

  福祉課介護保険係長  柴 田 郁 子   福祉課社会福祉係長  渡 邉 友 美 

  福祉課子ども・障がい福祉係長   美濃田 知 也   教 育 長   蔵 田 勇 治 

  学 校 教 育 課 長   古 閑   敦   社 会 教 育 課 長   上 田   悟 

  農業委員会事務局長  鳴 瀬 美 善   選挙管理委員会書記長  内 山   洋 

  代 表 監 査 委 員   本 田   進 

 

１．議事日程 

  議長は本日の議事日程を別紙のとおり報告した。 

 

１．会議に付した事件 

  日程第１ 同意第５号 甲佐町固定資産評価審査委員会委員の選任に付き同意を求め

ることについて 

  日程第２ 認定第１号 平成26年度甲佐町一般会計歳入歳出決算の認定について 

  追加日程第１ 発言取り消しの申出 

  追加日程第２ 西坂和洋議員に対する懲罰動議（懲罰特別委員会の設置） 

  追加日程第３ 西坂和洋議員に対する懲罰について 

  日程第３ 認定第２号 平成26年度甲佐町国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定

について 

  日程第４ 認定第３号 平成26年度甲佐町介護保険特別会計歳入歳出決算の認定につ

いて 

  日程第５ 認定第４号 平成26年度甲佐町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認

定について 

  日程第６ 認定第５号 平成26年度甲佐町水道事業会計決算の認定について 

  日程第７ 承認第４号 専決処分の報告及び承認について 

  日程第８ 報告第２号 甲佐町土地開発公社の清算報告について 

  日程第９ 報告第３号 財政健全化判断比率等の報告について 

  日程第10 議案第29号 甲佐町保健委員会設置条例の廃止について 

  日程第11 議案第30号 甲佐町個人情報保護条例の一部改正について 

  日程第12 議案第31号 甲佐町指定金融機関の指定について 



- 54 - 
 

１．議事の経過 

開議 午前10時00分 

────────────── 

○議長（緒方哲哉君） おはようございます。 

 ただいまの出席議員は12名です。定足数に達していますので、これより本日の会議を開

きます。 

 本日の議事日程を報告します。 

 本日の議事日程は議席に配付のとおりですので、朗読を省略いたします。 

────────────── 

 日程第１ 同意第５号 甲佐町固定資産評価審査委員会委員の選任に付き同意を求める

ことについて 

○議長（緒方哲哉君） 日程第１、同意第５号、甲佐町固定資産評価審査委員会委員の

選任に付き同意を求めることについてを議題といたします。 

 提出者の説明を求めます。 

 税務課長。 

○税務課長（北畑公孝君） それでは、同意第５号につきましてご説明を申し上げます。 

 同意第５号、甲佐町固定資産評価審査委員会委員の選任に付き同意を求めることについ

て。 

 下記の者を甲佐町固定資産評価審査委員会委員に選任したいので、地方税法第423条第

３項の規定により議会の同意を求めるものでございます。 

 記。甲佐町大字■■■■■。平野啓治氏。■■■■■■■日生まれ。 

 平成27年９月11日提出。町長名でございます。 

 以上、ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（緒方哲哉君） 町長の提案理由を求めます。 

 奥名町長。 

○町長（奥名克美君） 甲佐町固定資産評価審査委員会委員の選任についてご説明を申

し上げます。 

 今回、甲佐町固定資産評価審査委員会委員の選任についてご提案をいたしております平

野啓治氏は、平成18年から21年にかけて農業委員会委員、また、平成25年１月から現在ま

で、世持区の嘱託員として、町行政の円滑な運営のため御尽力をいただいているところで

あります。このように、氏は行政に対する豊富な経験と卓越した識見をお持ちであり、甲

佐町固定資産評価審査委員会委員として選任をしたいので、議会の同意を求めるものであ

ります。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 

○議長（緒方哲哉君） これより質疑を行います。 

 何か質疑ございませんか。 

〔「ありません」と呼ぶ者あり〕 

○議長（緒方哲哉君） 質疑なしと認めます。 
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 これで質疑を終結します。 

 これから討論を行います。 

 本案に対する反対者の発言を許します。 

〔「ありません」と呼ぶ者あり〕 

○議長（緒方哲哉君） 次に、本案に対する賛成者の発言を許します。 

 ７番、宮川議員。 

○７番（宮川安明君） ７番。同意第５号、甲佐町固定資産評価審査委員会委員の選任

に付き同意を求めることについてでございますが、ただいま町長の選任の説明の中にもあ

りましたように、平野氏は乙女地区の区長会長も勤めておられますし、地域に非常に精通

されているわけでございます。評価委員として、しっかりと活躍されるということを信じ

ております。そういうことで、この選任に同意することに賛成をいたします。 

○議長（緒方哲哉君） これで討論を終結します。 

 これから、同意第５号、甲佐町固定資産評価審査委員会委員の選任に付き同意を求める

ことについてを採決します。 

 本案は原案のとおり同意することにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（緒方哲哉君） 異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり同意することに決定いたしました。 

 しばらく休憩します。 

────────────── 

休憩 午前10時05分 

再開 午前10時07分 

────────────── 

○議長（緒方哲哉君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

────────────── 

 日程第２ 認定第１号 平成26年度甲佐町一般会計歳入歳出決算の認定について 

○議長（緒方哲哉君） 日程第２、認定第１号、平成26年度甲佐町一般会計歳入歳出決

算の認定についてを議題といたします。 

 提出者の説明を求めます。 

 総務課長。 

○総務課長（内山 洋君） それでは、認定第１号についてご説明を申し上げます。 

 認定第１号、平成26年度甲佐町一般会計歳入歳出決算書についてご説明申し上げます。 

 １ページをお願いいたします。 

 平成26年度歳入総括表、歳入です。この表の中で、款と収入済額をもって説明をさせて

いただきます。 

 款１、町税です。収入済額が９億301万716円です。 

 款２、地方譲与税5,702万3,000円です。 
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 款３、利子割交付金119万8,000円です。 

 款４、配当割交付金433万2,000円です。 

 款５、株式等譲渡所得割交付金432万5,000円です。 

 款６、ゴルフ場利用税交付金1,130万2,375円です。 

 款７、地方消費税交付金１億2,324万2,000円です。 

 次のページをお願いいたします。 

 款８、自動車取得税交付金507万9,000円です。 

 款９、地方特例交付金614万9,000円です。 

 款10、地方交付税22億3,317万円です。 

 款11、交通安全対策特別交付金116万3,000円です。 

 款12、分担金及び負担金１億889万6,532円です。 

 款13、使用料及び手数料4,515万5,507円です。 

 款14、国庫支出金12億439万534円です。 

 次のページをお願いいたします。 

 款15、県支出金４億9,034万2,192円です。 

 款16、財産収入6,129万8,051円です。 

 款17、寄附金147万円です。 

 款18、繰入金４億4,480万2,931円です。 

 款19、繰越金３億3,236万2,877円です。 

 款20、諸収入5,412万5,917円です。 

 次のページをお願いいたします。 

 款21、町債８億5,633万7,000円です。 

 歳入合計、収入済額が69億4,917万5,632円となっております。 

 次のページをお願いいたします。 

 歳出です。歳出につきましても、款と支出済額をもって説明をさせていただきます。 

 款１、議会費、支出済額が8,278万2,313円です。 

 款２、総務費７億7,606万5,547円です。 

 款３、民生費18億559万8,274円です。 

 款４、衛生費７億5,796万3,285円です。 

 款５、農林水産業費２億1,046万4,370円です。 

 次のページをお願いいたします。 

 款６、商工費3,222万703円です。 

 款７、土木費10億2,846万5,510円です。 

 款８、消防費２億5,365万3,299円です。 

 款９、教育費８億4,610万1,131円です。 

 款10、災害復旧費ゼロ円です。 

 次のページをお願いいたします。 



- 57 - 
 

 款11、公債費７億9,861万3,852円です。 

 款12、諸支出金ゼロ円です。 

 款13、予備費も同じくゼロ円です。 

 歳出合計、支出済額65億9,192万8,284円となっております。 

 その下でございます。歳入歳出差引残額です。３億5,724万7,348円、うち基金積立金が

１億6,000万円です。 

 平成27年９月11日提出、町長名でございます。 

 次、86ページをお開きいただきたいと思います。86ページをお願いいたします。 

 平成26年度実質収支に関する調書です。 

 １、歳入総額69億4,917万5,632円から、２、歳出総額65億9,192万8,284円を差し引き、

３、歳入歳出差引額が３億5,724万7,348円です。 

 ４、翌年度へ繰り越すべき財源、（２）繰越明許費繰越額が4,537万円です。 

 ５、実質収支額が３億1,187万7,348円となり、６、実質収支額のうち地方自治法第233

条の２の規定による基金繰入金繰入額が１億6,000万円となっております。 

 実質収支額から地方自治法第233条の２の規定による基金繰入額を差し引いた１億5,187

万7,348円が、次年度への繰越額となります。 

 以上で説明を終わらせていただきます。 

 よろしくお願いいたします。 

○議長（緒方哲哉君） 以上で説明が終わりました。 

 これより質疑を行います。 

 まず、歳入から、款１、町税から、款13、使用料及び手数料まで。８ページから14ペー

ジ中段まで。 

 質疑ございませんか。 

 款１、町税から、款13、使用料及び手数料まで、８ページから14ページ中段までです。 

 質疑ございませんか。 

 11番、本田議員。 

○11番（本田 新君） 13ページのですね、中ごろのちょっと下あたりに農業研修セン

ターの使用料が百四十何万上がっておりますけども、この主な中身というのはどういった

もので収入を得ているのか教えてください。 

○議長（緒方哲哉君） 産業振興課長。 

○産業振興課長（鳴瀬美善君） 農業研修センターの使用料でございますけど、ろくじ

館ということでございますが、使用料につきましては、研修室と一番主なものは多目的ホ

ールを青空市場運営委員会のほうが利用されておりますけれども、そちらのほうが使用料

としては一番大きくて、御存じのとおり142万3,000円ほどの収入になっているということ

でございます。その他につきましては、研修室のほうをパッチワーク教室であったり、そ

ういったもので利用されております。 

○議長（緒方哲哉君） 11番、本田議員。 
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○11番（本田 新君） あそこのろくじ館はですね、2,000万だったかな、3,000万か

4,000万かちょっと金額はわからないけども、改修して、売り上げが上がっておると思う

んですけど、その傾向をちょっと教えてください。あくまでも傾向だから、増えよる、増

えよらんでもいいし、そんなに……。 

○議長（緒方哲哉君） 産業振興課長。 

○産業振興課長（鳴瀬美善君） はい、御指摘のとおり、ろくじ館の多目的ホールにつ

いては改修を行っております。その後、いろいろな課題もありまして、現在、売り上げを

上げるために、あそこで管理者になる、今、館長と申しますけれども、その方のほうを一

応町のほうも支援して、192万ほど人件費のほうで支援しながら、収入として6,800万円前

後でありました収入について、現在の段階で、月ごとに今、累計をとっていっていますけ

ども、対前年度として全てプラスの方向で進んでいっているということで、最終的はまだ

出ませんけども、今、そういった効果が上がっているということで進めていっております。 

 以上です。 

○議長（緒方哲哉君） 11番。 

○11番（本田 新君） 増をしてるんですよ、と思います、感覚的にですね。ただ思う

のは、もうちょっとこう上げたいと。上がってほしいなという思いがあって。じゃあ、ほ

かにどういったことをやったら、もう少しなるんだろうかとか、そういったことについて

ですね。今すぐ答弁は結構でございますので、今後、十分に研究をしていただきたいとい

うことだけ、この場で、決算の一つの思いとして、意見として述べせていただきます。よ

ろしくお願いしておきます。 

○議長（緒方哲哉君） ほかにございませんか。 

 ４番、宮本議員。 

○４番（宮本修治君） はい、４番。13ページのですね、教育使用料の中の井戸江峡キ

ャンプ場使用料と川平キャンプ場使用料ともに、これ、増加傾向にあるのか、ないのか。

井戸江峡のほうは工事期間中で少なかったと思いますけども、その点はいかがですか。 

○議長（緒方哲哉君） 社会教育課長。 

○社会教育課長（上田 悟君） それでは、まず、井戸江峡キャンプ場の使用料の42万

円についてご説明申し上げます。 

 井戸江峡キャンプ場につきましては、御存じのとおり、今、工事中ということで、平成

31年だったですかね、工事の終了するまで休業ということでしておりますけれども、その

一つ、キャンプ場の中のキャビンですね。キャビンを１棟ということで工事現場の方に貸

し出しまして、年間42万円ということで使用料のほうは上がっております。それ以前につ

きましては、25年度からその使用料ということで42万円が入っておりますけれども、以前

はキャンプ場を利用されている方に65万円、71万円というようなことで利用いただいてい

るところでございます。 

 それから、川平キャンプ場の利用状況ということで、ここ近年の利用状況についてご説

明申し上げます。過去３年ぐらいでよろしゅうございますかね。 
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○４番（宮本修治君） はい。 

○社会教育課長（上田 悟君） 平成24年度につきましては、67件の430人、29万7,100

円と。それから平成25年度につきましては、47件の373人、19万8,500円。平成26年度、昨

年ですけれども57件の394人、21万9,900円というような利用状況になっております。 

 キャンプ場はそのときの自然の状況によって、雨とかが多かった場合は結構キャンセル

等がありまして変動はありますけれども、大体、川平キャンプ場におきましては15万円か

ら、先ほど言いました24年度が一番多く、29万7,000円というような状況になっておりま

す。 

 以上です。 

○議長（緒方哲哉君） ４番。 

○４番（宮本修治君） はい、４番。そこの使用料としては、その建設会社あたりの宿

舎に貸しておられるということで。歳入のほうに関しては、使用が改善される方向でいっ

たがいいんじゃないかと思いますけども。特に、川平キャンプ場あたりは利用者は多いけ

ども、後で歳出のほうがございますけどもその収入のほうが少ないといえばどうかと思い

ますので質問しただけであって、まあ改善されるという余地があると思いますので、質問

いたしました。 

○議長（緒方哲哉君） ほかにございませんか。 

 ７番、宮川議員。 

○７番（宮川安明君） はい。12ページの教育費負担金。この通学用シャトルバス保護

者負担金ですね。これ、今、乙女地区で使われておりますけど、生徒さん何人ぐらいで、

そしてその保護者の負担額というのはどれくらいなのか、教えていただけませんか。 

○議長（緒方哲哉君） 学校教育課長。 

○学校教育課長（古閑 敦君） 乙女地区、乙女小学校のほうで利用しております通学

用シャトルバスにつきましては、現在、利用者のほうが52名です。負担金といたしまして

は、乗車区間ごとに算定しました定期バス料金の20％というところで、今、徴収をしてい

るところです。 

 以上です。 

○議長（緒方哲哉君） ７番。 

○７番（宮川安明君） それじゃあバスの運賃といいますか、それが上がれば、これが

上がるということですね。余りバスも利用しないもんだから、具体的な数字がわからん。

田原から通っておられる子どもさんの負担金は幾らですか。 

○議長（緒方哲哉君） 学校教育課長。 

○学校教育課長（古閑 敦君） すみません。田原からの負担金といたしましては、

5,330円になっております。 

○議長（緒方哲哉君） ７番。 

○７番（宮川安明君） これは、シャトルバスは、すみませんけど、勉強不足ですけど、

何年ぐらい前からやっておられたですかね。 
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○議長（緒方哲哉君） 学校教育課長。 

○学校教育課長（古閑 敦君） 乙女小シャトルバスにつきましては、平成16年の９月

から運行しております。 

○議長（緒方哲哉君） ７番。 

○７番（宮川安明君） もうそしたら10年過ぎとるわけですね。ただ、この5,330円とい

うのは高いかどうかということは、まだそこまであれですけども……。今後ですね、やっ

ぱりこう定住促進その他、子育て支援というふうに、町が、町長の所信表明にもありまし

たように進めていくということであれば、やはりその辺のことを少し考えられたらどうか

なという思いもありますし、ほかにも乙女だけじゃなくて、例えば芝原団地とかその辺の

方々から通学させるのもどうかなという思いもあります。基本的に、今後のシャトルバス

に対しての、学校教育課としての考え方はどういうお考えをお持ちなのかだけ、お聞かせ

願えますか。 

○議長（緒方哲哉君） いいですか。 

 学校教育課長。 

○学校教育課長（古閑 敦君） シャトルバスの乙女地区以外のところでの利用という

ことですけれども、議員さんおっしゃるとおりに登校距離がかなり遠いお子さんもいらっ

しゃいます。今言われたように、芝原団地とかそういったところで、今、シャトルバスの

ほうが熊本バスさんの路線のところでというところでしております。ただ、先ほど申しま

したように距離が長いところ、そういったところもありますので、将来的には考えていく

必要があるということで、今、こちらのほうでも、ちょっと距離とかそういったところを

調査しながら検討してまいりたいというふうには思っております。 

○議長（緒方哲哉君） しばらく休憩いたします。 

────────────── 

休憩 午前10時30分 

再開 午前10時30分 

────────────── 

○議長（緒方哲哉君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 奥名町長。 

○町長（奥名克美君） ただいまの古閑課長の発言ですけれども、教育長部局としての

思いをちょっと述べられたんだろうと思います。最終的な町の方針としては、まだ何も決

定をしておりません。 

 というのが、この乙女地区におけるシャトルバスについては、距離のことから申し上げ

ますと、白旗地区には中早川から通っている子供もおりますし、非常にこの距離だけを重

視して物事を考えると、ちょっと、少々おかしな局面も出てきやしないかというようなこ

とを考えております。 

 本来ならですね、やはり子供たちには歩いて通学させる、そのことがやっぱり体力をつ

けることにもなりますし、やっぱり小さいときからですね、歩くということは非常に私は
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大事なことだというふうに考えています。私自身も毎日通って、小学校まで３キロ以上の

道を、天候のいい悪いに限らず通学をしていた経験があります。我々のころにできて、今

の子供たちにできないということはない。ただ、安全性とかですね、そういった考え方に

おいて、現在、乙女小学校の遠距離になりますと１人で通わなくちゃならんとかですね。

そういった安全性も配慮しなくちゃならんということから始まった事業だと思いますので、

これ、非常にやっぱりいろんな局面からですね、角度から考えて、最終的な結論を出すべ

きだろうというような思いを持っているところです。 

 以上です。 

○議長（緒方哲哉君） ７番。 

○７番（宮川安明君） はい。学校部局と町長のお考えが少し違ってるなというのは、

わかりました。 

 ただですね、町長がおっしゃるように、私が言いましたように、安心して甲佐町で子育

てをしようとか、若い人を呼び込もうとかいうような考えで、町政が進んでいるわけです

から。乙女地区でいいますと、特に府領、田原、このあたりは非常にもう住宅も増えてお

りますしですね、今からもそういう利用をされるお子さんは増えるんじゃないかというふ

うに思います。そういうふうになってくると、先ほども金額も聞きましたけど、なかなか

保護者の方の負担というのも、いろんな面で学校に関しましては、クラブ活動だとかいろ

いろなことで非常に私は、保護者の方が負担が非常にあるんじゃないかなというふうに感

じております。そういう面からも、今、具体的に幾らなのかということをお聞きしました

けども、そういう面もありますのでですね。まとまりのない話になりますけど、今後の町

の将来、人口ビジョンその他で人口増を図っていかれるならばですね、その辺もしっかり

考えていただきたいなという思いで質問させていただきました。ありがとうございました。 

○議長（緒方哲哉君） ほかにございませんか。 

〔「ありません」と呼ぶ者あり〕 

○議長（緒方哲哉君） ありませんようですので、次に款14、国庫支出金から、款15、

県支出金まで、14ページから21ページまで、何か御質問ありませんか。14ページから21ペ

ージです。款14、国庫支出金から、款15、県支出金までです。 

 何か質疑ございませんか。 

 ３番、荒田議員。 

○３番（荒田 博君） はい、３番。15ページの子育て世帯臨時特例給付金補助金、ま

た、臨時福祉給付金給付事業補助金でありますけれども、恐らく消費税増税に伴う臨時的

な給付金だったかと思いますけれども、これの対象の方が全て申し込みされたのかどうか、

そのあたりを教えていただければと思います。 

○議長（緒方哲哉君） いいですか。 

○３番（荒田 博君） わからんのなら、後からでもいいですよ。 

○議長（緒方哲哉君） しばらく休憩します。 

────────────── 
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休憩 午前10時36分 

再開 午前10時37分 

────────────── 

○議長（緒方哲哉君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 ３番、荒田議員。 

○３番（荒田 博君） 人数等はですね、後からでも教えていただければと思いますけ

ども。なぜこういう質問したかといいますと、そういう対象の方が申請し忘れ等の、そう

いう心配がございましたもので、その点をお聞きいたしました。後から教えていただけれ

ばと思います。 

○議長（緒方哲哉君） ほかにございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（緒方哲哉君） ないようでございます。 

 次に、款16、財産収入から、款21、町債まで、21ページから29ページまで、何か質疑ご

ざいませんか。款16、財産収入から、款21、町債まで。21ページから29ページまでです。 

 質疑ございませんか。 

 11番、本田議員。 

○11番（本田 新君） 27ページの上のほうに、社会福祉協議会からの返還金というこ

とで上がっております。このことについて詳しく聞こうかなと思ったんですが、これはも

うあれですけども、これは協議会の返還金でございますので、ここ二、三年、この金額は

どういうふうな金額できておるのか、お教え願います。 

○議長（緒方哲哉君） 奥名町長。 

○町長（奥名克美君） 町から社協に対する助成については、基本的に人権費の補充を

やっているということでありますので、年間の最終的に金額を計算して、超過した部分に

ついては返還をしてもらうということで、これまでもやっているところです。ですから、

年間、若干の金額の差異は発生するかというふうに思います。 

 以上です。 

○議長（緒方哲哉君） 11番。 

○11番（本田 新君） いろんな考え方があるかもしれませんけど、私はこの返還金と

いうのはですね、普通、歳入が多いほうがいいんでしょうけども、私はこの返還金は少な

いほうがいいと思っているんです。それだけ社協が活動している、福祉活動をやると、や

っぱりそれだけ経費がかかるから。だから、この返還金をなるべく私は少なくなるような

方向へいったほうがいいなという思いで、甲佐町全体の福祉を見ているんですけども。 

 社協のこれまでの働きをですね、もっともっと活発に私はしてもらいたいなというふう

に思いますし、いろんなところにこう負担とか、何て言うかな、助成金あたりも、社協か

らも流れてる、いろんな福祉団体に流れておると思いますけども、そういったものの見直

しだとか、今後、町に返還金として残るよりも、私はそういったほうにやってですね……。

福祉を向上させたほうがいいんじゃないかなという思いがあったので、ちょっとこの質問
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をさせていただきました。 

 以上です。 

○議長（緒方哲哉君） ほかに質疑ございませんか。 

 ２番、佐野議員。 

○２番（佐野安春君） ページ26、３の雑入の件に関してお尋ねをいたします。 

 この備考欄に項目がたくさん載っております。確認できないところもありますが、広報

こうさとかですね、場合によっては単独のチラシでイベントの募集をされる際に、参加費

とか受講料というような名目があるかと思うんですけども、それの歳入はこの雑入の中に

入るんでしょうか。それ以外の経理でされるんでしょうか。お尋ねします。 

○議長（緒方哲哉君） 総務課長。 

○総務課長（内山 洋君） 私のほうからお答えをさせていただきます。 

 一般的に、町の予算を支出していろんな事業を行って、それに伴う参加費等の収入があ

ったときは、この雑入に入ってくるかと思います。 

 ただ、いろんな実行委員会とかそういったところで、町の外郭団体というか、そういう

協議会等をつくって、その主催のもとに行われる事業でありますれば、そちらのほうの決

算というか、収入額、支出額の中の予算上の中に出てくるものがあるというふうになって

おります。ですので、ここに上がってきておるものは全て、町が主催して予算を措置した

ものについて収入があったものを雑入として予算計上できていないもの、小さいものとか、

いろいろ、臨時のもの等ございます。そういったところが、ここの雑入で上がってきてお

ります。 

 以上でございます。 

○議長（緒方哲哉君） ２番。 

○２番（佐野安春君） 例えばですね、９月の広報の中にある公民館主催講座というの

は参加費というのがありますけど、これは町の主催ですか。町の主催ではない……。 

○議長（緒方哲哉君） 社会教育課長。 

○社会教育課長（上田 悟君） はい、公民館の主催事業として実施しております。で

すから、予算的には支出をする場合、講師とかをお願いしてする場合は講師謝金とか払う

ものもございますけれども、その他、材料代そこらあたりをですね、参加される方がその

講師の先生に支払って支出される場合もございます。基本的には、公民館主催講座という

ふうなことで実施しております。 

○２番（佐野安春君） そしたら、町のほうには入らない……。 

○社会教育課長（上田 悟君） 町には入ります。 

○２番（佐野安春君） 入る……。 

○社会教育課長（上田 悟君） はい。 

○２番（佐野安春君） じゃあ、この中に入ってくるんですね。こういうところに。 

○社会教育課長（上田 悟君） はい、入ります。 

○２番（佐野安春君） わかりました。 
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○議長（緒方哲哉君） ほかに……。 

 ７番、宮川議員。 

○７番（宮川安明君） 私もこの雑入のところで。27ページの甲佐町史ですね。これは

甲佐町史代というように書いてあるけど。その販売はどうなっておるのかということを…

…。現状として……。まだあると思いますけど、どれくらい残ってるのかとか。 

○議長（緒方哲哉君） 社会教育課長。 

○社会教育課長（上田 悟君） はい、甲佐町史の販売ということで、現在、どのくら

い残っているかというようなこともありますけれども、甲佐町史につきましては、印刷部

数800部ということで、これにつきましては、町史を編集する委員さんの方でこの部数的

には話し合われて、その部数は決まっております。無償配布ということで、そのうちから

その町史にかかわった先生だったり、資料を提供いただいた方等に252部を無償配布とい

うことで配布しております。それと、販売につきましては、平成25年度が138部、金額と

いたしまして69万円。それから26年度、72部、36万円と。27年度におきましては、現在30

部ということで15万円が販売されております。合計の240部で、120万円が販売というよう

なことになっております。甲佐町史の残につきましては、現在、308部が残として今残っ

ているところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（緒方哲哉君） ７番。 

○７番（宮川安明君） 800部つくって、308部残っておるわけですね。やはり、これは

いろいろ努力はされておると思うけども、もうちょっとこう、どうにかならんかなという

思いですけども。我々議員も、各１部ずつ買ったような記憶がございますけども、そうい

う状況であれば、やはりもっと皆さんに周知して……。まあ、販売ちゅう言い方が適当か

どうかわからんけども、やっぱり300部、３年たって残っておるっていうのは、せっかく

あれだけ一生懸命ですね、町史に関しては長い時間かけてやった事業ですので、もう少し

こう、努力をされとると思うけども、やり方を変えてでもやっていただけんかなという思

いでございますが、いかがでございますか。 

○議長（緒方哲哉君） 社会教育課長。 

○社会教育課長（上田 悟君） はい、議員のおっしゃるとおりでございます。この甲

佐町史等の販売等につきましても、東京甲佐会、それから関西緑友会ですか、そういった

会があるときに、甲佐町史のチラシですかね、申し込み等もお願いしながら、今、実際し

ているところでございます。そのほか県内の図書館とか、それからこの文化施設等にも、

ポスター、そういったところを送りながらやっているところですけれども、なかなか、そ

の数としては、なかなか上がってきてないところが現状でございます。 

 以上でございます。 

○議長（緒方哲哉君） ほかにございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（緒方哲哉君） ないようでございます。 
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 次に、歳出です。初めに、款１、議会費、30ページです。款１、議会費、30ページで、

何か質疑ございませんか。ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（緒方哲哉君） ないようでございます。 

 次に、款２、総務費、30ページ下段から44ページ上段まで、何か質疑ございませんか。

款２、総務費、30ページの下段から44ページ上段までです。 

 ございませんか。 

 ２番、佐野議員。 

○２番（佐野安春君） この項だけではないんですけど、19ですね、負担金、補助金の

件に関して質問いたします。 

 補助金等交付規約の中には、第15条で実績報告ということで、補助事業が完了したとき

は、30日以内に実績報告書に収支計算書を添えて町長に報告しなければならないというふ

うにありますが、この補助金を見ますと、かなりの項目があります。それで、例えば１件

100万円以上の補助金について、補助事業等実績報告書及び収支決算書というのは私ども

に見せていただくというわけにはいかないのかということでお尋ねですけど、わかります

かね。 

○議長（緒方哲哉君） しばらく休憩します。 

────────────── 

休憩 午前10時51分 

再開 午前10時53分 

────────────── 

○議長（緒方哲哉君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 総務課長。 

○総務課長（内山 洋君） お尋ねの補助の金額の、100万円以上の額についてというこ

とでございますけれども、件数がかなり多くなりますので、うちのほうで各課調査をいた

しました後に取りまとめて、後日、御報告をさせていただきたいと思いますが、ようござ

いますでしょうか。 

○議長（緒方哲哉君） ２番。 

○２番（佐野安春君） はい、その点については時間がかかるかと思いますので、後日、

提供いただければいいかと思います。よろしくお願いします。 

○議長（緒方哲哉君） ほかにございませんか。 

 ９番、本郷議員。 

○９番（本郷昭宣君） ページ数が34ページです。一番下の13の委託料の中で、電子入

札共同システムというのが計上されておりますけれども、これはもう一応稼働して、もう

利用された実績があるのか、お聞きしたいと思いますが。 

○議長（緒方哲哉君） 総務課長。 

○総務課長（内山 洋君） これにつきましては、本格稼働を今年の８月から、既にも
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う、熊本県の電子入札共同システムというのがございますが、そちらのほうの運用に加盟

いたしまして、実際に入札を行っている状況でございます。 

 以上でございます。 

○議長（緒方哲哉君） ほかにございませんか。 

 11番、本田議員。 

○11番（本田 新君） 33ページの下のほう、委託料の中に、緑川スポーツに80万円と

いうのが上がっております。これについて、その実績をちょっと報告願いたいと思います。 

○議長（緒方哲哉君） 企画課長。 

○企画課長（西坂 直君） 緑川スポーツイベント企画業務委託料ということで、80万

円計上しております。これにつきましては、本年度の４月29日に新たに緑川スポーツフェ

スタということで、交流人口の増加対策として実施をしたわけでございます。 

 これに伴いまして、昨年度において、その事業構築を行いました。事業構築といいます

のは、当日に事業を実施しておりますウオークラリー、それとかグラウンドゴルフ大会、

それとキッズサッカー大会、それとグルメゾーンの開催というようなことで、そちらの事

業の構築、それと会場におきますのぼり旗等の設置を行っておりますが、そちらの作成等

を行っております。 

 以上でございます。 

○議長（緒方哲哉君） 11番。 

○11番（本田 新君） そのイベントではですね、その内容はどうだったのか。あれで

すけども、例えば、当日何人集めたとか、そういったのはわかっていますでしょうか。 

○議長（緒方哲哉君） 産業振興課長。 

○産業振興課長（鳴瀬美善君） 事業の中身については、産業振興課のほうでご説明申

し上げます。 

 イベントといたしましては、クイズウオークとキッズサッカー、グラウンドゴルフ大会

と緑川のＥボートのスポーツの触れ合いということで行いましたけれども、クイズウオー

クについてが参加者が166名、それとキッズサッカーが26チーム、それとグラウンドゴル

フが154名、緑川ふれあいスポーツのカヌー、Ｅボートについてが86名参加されておると

いうことでございます。 

 それと、もう一つだけ。それと、それぞれの入り込みというか、来客者の数をちょっと

把握しておりますけれども、これの総計でいきますと、全体で5,500人ほどお集まりいた

だいたということで、盛況のうちに終わったということでございます。 

 以上です。 

○議長（緒方哲哉君） 11番。 

○11番（本田 新君） まとめて質問すればよかったんですけど、まあ、それぐらい大

盛況であったということで。町長のほうも、春夏秋冬それぞれにイベントをやりたいとい

うことで、春がこれだったろうと思うんですけども、これについて、町長、これからもこ

のイベントをどうされていかれるのか、さらに拡大してやっていかれるのか、その思いに
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ついてちょっと……。申しわけない、決算とはちょっと離れますけども、私は非常にいい

企画だったんじゃないかなと思っておりますので、その辺について、町長のまたお考えを

お聞かせ願いたいと。 

○議長（緒方哲哉君） 町長。 

○町長（奥名克美君） 今年初めてやったイベントになりますけれども、緑川の日とタ

イアップしてやったということもありまして、入り込み数については、ただいま担当課長

のほうから説明を申し上げたとおりであります。 

 今、甲佐町のほうは、かわまちづくり事業をやろうということで、国交省の支援を仰ぎ

ながら、今、協議会並びに実行委員会を開催しているところであります。その事業の成功

にも結びつくためにも、この緑川の日に行いましたこのスポーツフェスタについては非常

に、何と言うかな、効果的なイベントになったと思っておりますんで、ぜひ、今後とも、

これについては継続してやっていきたいと。また、中身についても充実していきたいとい

うような考えを持っておるところです。 

 以上です。 

○議長（緒方哲哉君） ほかにございませんか。 

 １番、山内議員。 

○１番（山内亮一君） 34ページの中段ですけど、コミュニティ助成事業補助金という

のが160万計上してありますが、これは雑入のほうにも同じ金額がありましたけれども、

これは同じものかどうか。また、その経緯と理由あたりをお尋ねしたいと思います。 

○議長（緒方哲哉君） 企画課長。 

○企画課長（西坂 直君） コミュニティ助成事業についてでございますが、歳出のほ

うで160万、それと歳入のほうで160万計上しております。 

 これにつきましては、古閑区のほうで公民館におきます座卓でありますとか椅子、それ

と地区でのグラウンドゴルフ等を行います際に使います、その用具。それと、草刈り機等

を購入をされているということで、宝くじ助成を使ったところでの事業になります。全額、

そちらのほうからもらって、それを地区のほうに交付をするというようなことでやってお

ります。 

○議長（緒方哲哉君） ほかにございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（緒方哲哉君） ないようでございます。 

 次に、款３、民生費、44ページ中段から51ページ中段まで、何か質疑ありませんか。款

３、民生費、44ページの中段から51ページの中段まで、何か質疑ございませんか。44ペー

ジの中段から51ページ中段までです。 

 ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（緒方哲哉君） ないようでございます。 

 次に、款４、衛生費、51ページ下段から56ページ中段までです。款４の衛生費、51ペー
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ジ下段から56ページ中段まで、何か質疑ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（緒方哲哉君） ないようでございます。 

 しばらく休憩します。10分ほど休憩します。 

────────────── 

休憩 午前11時02分 

再開 午前11時12分 

────────────── 

○議長（緒方哲哉君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 質疑はございませんか。款４、衛生費、51ページの下段から56ページ中段まででござい

ます。何か質問ございませんか。質疑ございませんか。51ページ下段から56ページ中段ま

でです。 

 質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（緒方哲哉君） ないようでございます。 

 次に、款５、農林水産業費、56ページ下段から63ページ上段まで。56ページ下段から63

ページ上段まで、何か質疑ございませんか。 

 農林水産業費、56ページ下段から63ページ上段まで、何か質疑ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（緒方哲哉君） ありませんね。 

 次に、款６、商工費、63ページ、64ページに何か質疑ございませんか。款６の商工費、

63ページから64ページ。 

 質疑ございませんか。 

○議長（緒方哲哉君） ３番、荒田議員。 

○３番（荒田 博君） ３番です。64ページの委託料ですけども、この観光パンフレッ

ト作成業務委託料、新たにパンフレットをつくり直されたかと思いますけれども、これを

どこに配布して、どういう利活用を今、されてるか。あと、講評あたりも聞かせていただ

ければと思います。 

○議長（緒方哲哉君） 産業振興課長。 

○産業振興課長（鳴瀬美善君） 観光パンフレットの作成でございますけれども、まず、

部数をちょっとご報告申し上げます。部数につきましては、パンフレットのほうが5,000

部と、Ａ３の８つ折りのリーフレットというのが、小さく折り畳むことができるのがあり

ますけど、これを合わせて5,000部ということで作成いたしました。 

 当然、産業振興課内の窓口はもとよりとして、あとは各町村と振興局、それと、ほかに

ついては益城町にありますグランメッセ熊本。それと、福岡辺にもうちのほうが観光の案

内ということで、交通公社といいますか、そういった旅行会社等にも出向いていきますの

で、そういったところに置かせていただくというような努力をしているところでございま
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す。 

 以上でございます。 

○議長（緒方哲哉君） ３番。 

○３番（荒田 博君） 今、どのような場所に配布されているような旨を聞きましたけ

ども、どのくらい昨年で利用されたのかなと。まだ残ってるでしょう。 

○議長（緒方哲哉君） 産業振興課長。 

○産業振興課長（鳴瀬美善君） 御質問ですけれども、26年度中に、年度末について、

一応作成ができたところでございますので、まだ、在庫の数まではちょっと今ここでは把

握しておりませんけど、まだ残ってるものについても全て配布して、有効利用で使いたい

ということで思っております。まだ在庫は残ってるということで、ご理解いただきたいと

思います。 

○議長（緒方哲哉君） ほかにございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（緒方哲哉君） ないようでございます。 

 次に、款７、土木費、65ページから69ページ上段まで。款７、土木費、65ページから69

ページまでに何か質疑ございませんか。65ページから69ページ、土木費です。 

 11番、本田議員。 

○11番（本田 新君） 67ページのほうに道路改良費あたりが載っておりますけれども、

町が発注した分については、ほぼ地元の業者がとられておるというふうに思っております

けれども、その点についてはどうなのか。ちょっと、その点、お聞かせ願いたいと思いま

す。 

○議長（緒方哲哉君） 建設課長。 

○建設課長（志戸岡 弘君） これ、15の工事費のほうで……。 

○11番（本田 新君） どこでもいい。 

○建設課長（志戸岡 弘君） そうですか。工事費につきましては、今現在発注してお

ります井戸江峡の橋梁工事がですね、御存じのとおりＪＶで発注しておりますが、そのほ

かにつきましては、ほとんど町内業者でございます。委託に限ってが、数業者、熊本県内

を中心に発注をしております。 

 件数については、ちょっとこの場では持ち合わせておりませんので、よろしくお願いし

ます。 

○議長（緒方哲哉君） 11番。 

○11番（本田 新君） ほぼ、特殊物を除いて地元の業者に発注をされておるというこ

となんですけれども、ちょっと思うのは、例えば、それぞれランクがあると思うんですけ

ども……。件数がちょっとわからないとおっしゃるけれども、大体、１社当たりどれくら

い件数だとか、大体どれくらい受注しておられるかだとか、平均で構いませんので大体の

数字は出ませんでしょうか。 

○議長（緒方哲哉君） しばらく休憩します。 
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────────────── 

休憩 午前11時20分 

再開 午前11時20分 

────────────── 

○議長（緒方哲哉君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 11番。 

○11番（本田 新君） すいません、11番です。私も、聞くほうも非常に無理な数字が

多いだろうからあれでしょうけども、何かしら、まとめたような資料として、後日いただ

けるということはできますでしょうか。 

○議長（緒方哲哉君） しばらく休憩します。 

────────────── 

休憩 午前11時20分 

再開 午前11時22分 

────────────── 

○議長（緒方哲哉君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 建設課長。 

○建設課長（志戸岡 弘君） 26年度のですね、業者の請負の件数をまとめて、後日、

資料として御提出したいと思います。よろしいですか。 

○11番（本田 新君） はい。 

○議長（緒方哲哉君） ほかにございませんか。 

 ６番、西坂議員。 

○６番（西坂和洋君） 69ページの一番上のところの町営住宅の移転補償費とあります

が、これは町営住宅建てるための、今度、移転する人のための金ですか。 

○議長（緒方哲哉君） 建設課長。 

○建設課長（志戸岡 弘君） はい、議員おっしゃられますとおりに、建て替えをされ

て、新たなところに行かれる方のための引っ越しの移転費用でございます。 

 以上でございます。 

○議長（緒方哲哉君） ほかにありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（緒方哲哉君） ないようでございます。 

 次に、款８、消防費、69ページから71ページ。消防費、69ページから71ページまで、何

か質疑ございませんか。69ページから71ページです。 

 ２番、佐野議員。 

○２番（佐野安春君） 71ページの委託料の中で、防災行政無線の保守点検委託料とい

うのが出ておりますが、現在、町において、この防災無線が100％ですね、ちゃんと受信

できるようになっているかどうか、お尋ねします。 

○議長（緒方哲哉君） くらし安全推進室長。 
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○くらし安全推進室長（清水 明君） 防災行政無線が個別受信機のことと思いますけ

ども、100％受信できる状態になっているかという御質問でございますけど、100％ではご

ざいません。各家庭から戸別受信機の不具合を承りまして、ＮＥＣが保守点検をやってお

りますけども、そこに個別にですね、伺いまして作業をやっております。ですから、

100％とは言えません。そのたび、故障のたびにですね、不具合のたびにＮＥＣのほうで

対応をお願いしております。 

 以上です。 

○議長（緒方哲哉君） ２番。 

○２番（佐野安春君） 故障とかというようなところもあるかと思うんですけど、場合

によってはですね、何て言うか、受信の感度の不具合というようなこともあって、機械そ

のものに異常はないんですけども、聞けない状態が続くというようなこともあると思うん

ですが……。100％ではないということですが、じゃあ、どれぐらい受信が可能な状態に、

今、なってるかということをお尋ねしたいんですが。 

○議長（緒方哲哉君） くらし安全推進室長。 

○くらし安全推進室長（清水 明君） どの程度受信しているかというパーセンテージ

的なことはですね、詳しくは把握しておりませんけども……。家屋内で無線の入りが悪い

というような場合はですね、アンテナを設置して対応しています。ですから、そのたびに

対応をやっておりますので、何％なのかという数的なことは把握してございません。 

 以上です。 

○議長（緒方哲哉君） ２番。 

○２番（佐野安春君） ２番です。この防災無線、自治体からの災害時のお知らせとい

うようなことは、まあ最近の災害においても、大きな話題の一つになってます。やっぱり、

自治体からの的確な情報の提供ということで、災害を免れるか、災害になってしまうかと

いうようなところもありますので、防災無線についてはですね、やはり100％を目指すの

が私は当然ではないかというふうに考えますので、その対応は、やっぱりしっかりやって

いただきたいということでお願いしたいと思います。 

 以上です。 

○議長（緒方哲哉君） しばらく休憩いたします。 

────────────── 

休憩 午前11時27分 

再開 午前11時28分 

────────────── 

○議長（緒方哲哉君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 奥名町長。 

○町長（奥名克美君） 佐野議員おっしゃるとおり、住民の皆さん方に対しての、この

いざというときのですね、的確な行動をやっていただくためのお知らせは非常にこれは大

事なことでありますんで、先ほどくらし安全推進室長のほうから申し上げましたようにで
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すね、今、屋内のアンテナでは不十分なところについては、屋外のほうにそれ専用のアン

テナを立てていただいて、受信の状態をいい状態に持っていっていただいているというよ

うなことで進めております。で、ありますので、担当課のほうにお知らせいただければ、

町のほうもそういった対応をさせていただきますので、それをすることによって、おっし

ゃるとおり100％化に近づけていけるものだというふうに思います。 

 以上です。 

○議長（緒方哲哉君） ほかにございませんか。 

 ７番、宮川議員。 

○７番（宮川安明君） はい、関連でございます。 

 今、町長のほうから、屋外のアンテナのあれが出ましたけど……。その屋外のほうがで

すね、聞きづらいというか、聞こえにくいというような場所があるんじゃないかなという

ふうに思うんですね。というのが、私自身ですけども、どうもこう、例えば、火事のとき、

放送があるときですね、火事だっていうのはわかりますけど、肝心な場所とかの放送にな

ると、なかなか聞こえないんですね。ですから、もう一回、私のところだけかもしれんけ

ど、そういう点も……。開設されるときは、当然、テストしてやられたんだろうと思いま

すけど、そういうところも中にはあると思いますんで、一回調査していただければなとい

うふうに思います。 

 特に、私はもう熊本市が近いもんだからですね、熊本市の防災無線のほうが本当によく

聞こえるんですよ。これは皮肉な話だと思いますけどね。城南からのほうだったら、ちゃ

んと聞こえますので……。聞こえないっちゅうわけじゃないんですよ。何て言いますかね、

途中でこう回るんかな。こう、どうなっとるかわからんけど、途中で……。まあ、そうい

う状況がありますので、ぜひ、私はちなみに和田内にある、あそこから聞いてます。もう

一回、よければ調査していただきたいなというふうに思います。 

○議長（緒方哲哉君） くらし安全推進室長。 

○くらし安全推進室長（清水 明君） 宮川議員の今のお話は屋外拡声器の話と思いま

す。 

○７番（宮川安明君） そうです。 

○くらし安全推進室長（清水 明君） この屋外拡声器につきましてはですね、議員御

指摘のとおり、聞こえない場所ございます。屋外拡声器はですね、全町を網羅するような

システムでございませんで、あれは近隣の付近の方々に届かせると。そして、それは中継

局になりまして、各家庭の個別端子機に送信するというシステムでございます。ですから、

それをカバーするために個別受信機を各家庭に設置しているということでございまして、

屋外拡声機が、全て、町内全域に行き渡ると、声が行き渡るというシステムじゃございま

せんので、その点、御理解いただきたいと思います。 

 以上です。 

○議長（緒方哲哉君） しばらく休憩します。 

────────────── 
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休憩 午前11時31分 

再開 午前11時34分 

────────────── 

○議長（緒方哲哉君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 款８の消防費、69ページから71ページまでの質疑ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（緒方哲哉君） ないようでございます。 

 次に、款９、教育費、71ページ下段から83ページまでに何か質疑ございませんか。教育

費、71ページから83ページまでです。 

 ４番、宮本議員。 

○４番（宮本修治君） はい、４番。さっき歳入のほうでも質問しましたけども、キャ

ンプ場ですね。キャンプ場の運営に当たって、歳入は63万強ということで。ところが、歳

出のほうは114万ですか、計上してありますけども、もうこれ、半分ぐらい違うというこ

とになりますけども。これ、以前から再三指摘があったかと思いますけども、この委託料

の中で見ますと、ほぼ委託料、全部委託料になっておりますけども、その委託をされてお

るところは民間の方と思いますけども、大変荒れとると思いますけども、両方。そういう、

行政側としてはその確認をされとるのか、されとらんのか、ちょっとお伺いします。 

○議長（緒方哲哉君） 社会教育課長。 

○社会教育課長（上田 悟君） ただいま御質問がありましたキャンプ場の管理状況と

いうようなことですけれども、キャンプ場につきましては、昨年からＮＰＯ法人自然樂舎

みやうちさんのほうにお願いしております。川平キャンプ場が18万、それから井戸江峡キ

ャンプ場が15万6,000円ということになっておりますけれども、確かに御指摘のとおり、

特に井戸江峡キャンプ場のほうにつきましては、使用がなされてないということもありま

すけれども、キャビン、それからバンガロー、それから周辺の施設内の草とか、結構、荒

れた状態になっておりましたので、こちらからはそういうことがないようにということで、

委託先のＮＰＯさんのほうにはお願いしてるところでございます。 

○議長（緒方哲哉君） ４番、宮本議員。 

○４番（宮本修治君） はい、４番。若干、課長がおっしゃいましたように使用がない

んじゃなくて、貸しとるわけでしょう、あそこは、先ほどの45万で。何か、工事関係者に

ですね。その工事関係者の方に何年まで貸し付けるわけですか。それと、入っておられる

っとであれば、管理者がおるならば、再三言うて、常時管理をしていただくのが当たり前

と思いますけども、その点はいかがですか。何年までか、何年まで貸し付けをされるのか。 

○議長（緒方哲哉君） 社会教育課長。 

○社会教育課長（上田 悟君） 井戸江峡キャンプ場につきましては、貸している、あ

そこの貸してるやつのキャビンについて、１棟だけを、その工事の管理事務所といいます

か、そちらのほうに貸してるということで、あとのバンガロー、それからキャビン、もう

１棟ありますけれども、それについてはうちのほうで管理するということで……。 
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 年度におきましては、九電さんのあそこの水力発電ですかね、あそこが31年ぐらいまで

工事がかかるというようなことで聞いておりますので、それまでは一応、井戸江峡キャン

プ場のほうは休止というようなことで思っております。 

 以上です。 

○議長（緒方哲哉君） ４番、宮本議員。 

○４番（宮本修治君） はい、４番。１棟だけ貸し付けてるということであっても、貸

し付けてお金をもらってるわけですので、そのままの管理者がおられてですね、素通りす

るようじゃ、管理者としては成立せんのじゃないですか。お金をわざわざ払っとるわけだ

けんですね。払っとる以上は、やっぱり見えたら草ぐらい切ったがいいんじゃないですか。

そして、ましてや63万ぐらいしか入らんとに、歳出のほうは倍ぐらいの114万ですかね、

これ。114万、倍ぐらいかかっとるけん。もう大分荒れて、今度、建て替え時期になった

らどうしようというお考えか、ちょっとお聞きします。 

 建て替え、もう傷んでしまって、あれは木材ですね。バンガローかな、木材で、今度は

建て替えのときはまた予算ばつけなんですね。しかし、ずうっとこれは赤字でしょう、あ

そこは。その点ば、ちょっとお伺いします。 

○議長（緒方哲哉君） いいですか。 

 社会教育課長。 

○社会教育課長（上田 悟君） はい。収入からしたときに支出のほうが多いというこ

とですけれども。井戸江峡キャンプ場につきましても、今御指摘のとおり、次にキャンプ

場を開設するときに、使用される側が不便ないように、今後はですね、社会教育課職員等

につきましてもキャンプ場のほうに足を向けまして、そちらのほう、管理がちゃんとでき

てるかどうかということで、確認には足を運びたいというふうに思います。 

○議長（緒方哲哉君） ４番。 

○４番（宮本修治君） はい、４番。これは、その都度都度、確認します、しますとお

っしゃられるけども、これは大分以前からの問題点であって、それをどうするかという改

善策を求められたところだと思います。まだ現状がこのままの状況でですね、仮に31年ま

で１棟だけ貸し付けるということで、その近隣の方に聞くと、誰も来ないと。夏場あたり

でもですね。しかし、この前、ちょっと近所の方とお会いしたけども、草がですね草はぼ

うぼう生えとって、落ち葉は落ちとって、掃除もせんで、何でここが管理委託ですか。そ

ういうとも踏まえてですね、ちゃんとされたほうがいいと思いますけども。 

○議長（緒方哲哉君） 奥名町長。 

○町長（奥名克美君） 井戸江峡キャンプ場とそれから川平キャンプ場の管理運営等に

ついての御質問でありますけれども。井戸江峡のキャンプ場についてはもう少しですね、

工事についても早い時期に終了する予定でありましたけれども、何せ川内原発の再稼働が

できるかどうか、そのことによって工事の着手、それから完成時期に、非常にこれは影響

が出てくる問題でありました。今、手元の資料を見ますと、井戸江峡のキャンプ場が平成

20年度では110万円ほど使用料が入っております。現在は、先ほどから課長が説明してお
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りますとおり、工事の関係で一般の方々の使用ができませんので、利用料については当然、

これはもうその分だけしか、工事関係の宿舎としての賃貸料しか入ってこないというよう

な状況であります。 

 今後の建て替え等についてはまだ検討はいたしておりませんけれども、せめてこの維持

管理費ぐらいが払えるように、それぐらいの利用料がやっぱり上がるようにですね、そう

いった手だてについては考えていくべきだというふうな思いは持っているところです。ま

だ詳しい状況についてもまだ話をしておりませんけれども、そういうことで教育委員会の

ほうともですね、話をしながら、利用率が上がるような手だてを考えていきたいというふ

うに思います。 

○議長（緒方哲哉君） ４番。 

○４番（宮本修治君） はい、４番。町長の方針としてお聞きしましたけども、赤字、

ちょっと赤字っていうことでありますけども、この委託料にも入るお金がないのに、委託

料、委託料、委託料で計上されてもですね。それがちゃんと、その委託されておる方が活

動できるように指導をやっていただきたいと思います。終わります。 

○議長（緒方哲哉君） ほかにございませんか。 

 ２番、佐野議員。 

○２番（佐野安春君） ページ78の公民館費についてお尋ねいたします。 

 決算の資料から見るとですね、公民館事業として行われておるのは、この項で確認でき

るのは１件、講師謝礼７万5,000円というような感じであるかと思うんですけど、公民館

事業としてですね、年間、どのような事業が行われてるのか。教えていただいていいです

か。 

○議長（緒方哲哉君） 社会教育課長。 

○社会教育課長（上田 悟君） はい。公民館事業ということで。公民館事業につきま

しては、主催講座、それから自主講座ということで公民館事業を実施しております。 

 昨年実施しました事業につきましては、主催講座につきましてが町民大学、それから

「郷土の歴史を訪ねて」という事業、それから絵手紙教室とか子ども講座、それから主な

やつといたしましては、各行政区のほうに出向いております出前講座等、６講座を主催講

座として実施しております。 

 それから、自分たち、自主講座ということで、それにつきましては26講座。社交ダンス

とか生け花とか、自分たちの生きがいづくりというようなことで26講座が実施されておる

ところでございます。出前講座等につきましては、地域の公民館に出向いて身近なことを

お話ししてもらうというようなことで、総合保健福祉センター、それからくらし安全推進

室等の協力を得ながら、健康問題とか、それから自主防災とか交通講話とか、そういった

ことで実施しております。ちなみに、26年度におきましては、その出前講座が66回、延べ

1,376名の方が受講されているというようなことでございます。 

 以上です。 

○議長（緒方哲哉君） ２番。 
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○２番（佐野安春君） はい、佐野です。関連といいますか、ここの施設、町役場のあ

そこ、何て言いますかね、ホール。その活用でですね、なかなか利用者が多くて手狭とい

うようなことも聞くんですけど、活用状況のほうはどうなってますか。お願いします。 

○議長（緒方哲哉君） 社会教育課長。 

○社会教育課長（上田 悟君） はい。特に生涯学習センターですけれども、生涯学習

センターにつきましては、過去３年を申しますと、平成24年度が利用件数といたしまして

905件。利用人数が１万6,720人。利用料金といたしまして、67万6,000円と。25年度につ

きましては、利用件数890件、１万9,126人、72万8,900円ということで、昨年、26年度に

おきましては、1,074件の利用人数といたしまして１万8,053人、利用料金で74万9,200円

ということで、生涯学習センターのホール、それから研修室等で視聴覚室もありますけれ

ども、そちらのほうで講座等はされておりますけれども、そのほか町民センターの研修室

ですかね。それと保健福祉センター、それからろくじ館の研修室等についても利用させて

もらってから、そちらのほうで講座等は開催されております。 

 以上です。 

○議長（緒方哲哉君） ２番。 

○２番（佐野安春君） 生涯学習教育センターはですね、大いに活用されているという

ふうに、数字を見るとあると思うんですけど。活用の分、なかなかこう場所がとれないと

か、そういった町民の不満とかいうのはないでしょうか。 

○議長（緒方哲哉君） 社会教育課長。 

○社会教育課長（上田 悟君） 多少はあるかもしれませんけれども、役場、生涯学習

センター、それから役場のほうの会議等につきましても会議室等が不足しておりますので、

あそこのほうを利用される方が、役場、それから講座等で利用しておられる方が多いとい

うことで、町民の方がそこを利用される場合の不都合というようなことでは、私のほうで

は今のところ、余り聞いたことはございませんけれども。 

 以上です。 

○議長（緒方哲哉君） ほかにございませんか。 

 11番、本田議員。 

○11番（本田 新君） すいません。ページはちょっとあれですけども、今、甲佐町の

小中学校には空調設備を完備して、非常にこう設備面では充実させておるということであ

りますけども、その運用はどのような形で例えば、暑い日は何度だったら入れるだとか、

それは学校に任せてるのか。その空調関係は、どのような形になっておりますか。決まり

になっておりますか。 

○議長（緒方哲哉君） 学校教育課長。 

○学校教育課長（古閑 敦君） はい。各小中学校の空調関係ですけれども、基本的に

外気温28度というところで、各学校のほうには通知をしております。ただ、それぞれ教室

によって風が通らないところとか、そういったところもありますので、児童生徒の様子を

見ながら、もし28度以下だったとしても、そういう風の通りが悪かったり、また、児童生
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徒で熱中症、そういった場合の何かぐあいが悪いような子供がいる場合にはですね、先生

の判断で運用してくださいというふうには言っているところです。 

○議長（緒方哲哉君） 11番。 

○11番（本田 新君） 大体、先生とか学校にお任せをされているところが多かと思い

ます。ただですね、これだけわかっておってください、教育委員会。先生方は遠慮される

ところがあるんです。ああ、光熱費がかさんだらいかんなあだとか。これ、最近はちょっ

とわからんけども、以前はですね、ストーブの代金なんかも意外と数量が決まっとったか

らと言って、もう我慢しとられるとこがあるんです。だから私は思うのは、やっぱり小中

学校あたりの子供たちに対してね、我慢させるところは我慢させなきゃいかんかもしれん

けども、学力の向上面ということを考えたときにはですね、ある程度、快適な環境をつく

り出して、私はやってほしいなと思うんです。 

 それと、この庁舎の図書室。ここはですね、周りの設定は大体、館内28度ということで、

例えば三十何度の日でも、まあ28度ぐらいに設定しておられるんですよ。でも、やっぱり

図書室はちょっと違うような……。私はね、さらに１度か２度下げるとか、そういったふ

うにして、やっぱり職員の方には申し訳ないけども、あそこに、図書室だとか学校だとか、

子供たちが勉強するようなところは、本を読むとか、そういったところに関しては、多少

優遇というか、私はさせるような方向で行ってほしいなと思うんですけども。私はそう思

うけども、教育委員会のほうでどのように思われるのか。ちょっと御意見をお聞かせ願い

たいと思います。 

○議長（緒方哲哉君） 教育長。 

○教育長（蔵田勇治君） 空調が整備されている施設については、その施設を利用する

子供たちとか町民の方々、第一に健康を害さないという判断の一定の温度があろうかと思

います。 

 また、議員が御指摘されたように、その活動内容によって判断すべき事もあろうかと思

います。例えば、子供たちが運動をして、その後ですね、学習に向かうとき、少しこう早

目に体温を下げるとか、また、長時間炎天下にいて室内に戻ったときあたりは、そういう

ことが必要かと思います。また、図書館等について、どういう図書活動、本を読むような

活動が、どのくらいの設定温度が一番最適とされているか等についてはですね、そのよう

な研究があろうかと思いますので、研究してみたいというふうに思っております。 

 以上です。 

○議長（緒方哲哉君） 11番。 

○11番（本田 新君） とにかくですね、私はそのようなことで……。学力向上もかな

り一般質問ではあっとったふうに思いますので、ひとつ、環境面からでもしっかりとね、

待ってもろて、施設整備していって、さっきの温度設定についてはですね、ひとつ、大い

に研究してください。お願いしときます。 

○議長（緒方哲哉君） しばらく休憩します。 

────────────── 
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休憩 午前11時54分 

再開 午前11時54分 

────────────── 

○議長（緒方哲哉君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 71ページから83ページまでです。質疑ございませんか。 

 教育費、質疑ございませんね。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（緒方哲哉君） ないようでございます。 

 次に、款10、災害復旧費から、款13、予備費まで。83ページ下段から85ページまで、何

か質疑ありませんか。災害復旧費から予備費までです。 

 ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（緒方哲哉君） ありませんようでございます。 

 最後に、本決算全部について、何か質疑ございませんか。 

 ２番、佐野議員。 

○２番（佐野安春君） こっちの方のですね、基金のほうの残高とも関係がありますが、

それと監査委員さんの決算審査意見書の中のことにも関連がございますが、一番わかりや

すいのは、この意見書の結びの21ページに財政構造指標の推移ということで載せられてお

りますが、その中に意見もございますが、いわゆる経常収支比率、26年度87.6％というこ

とで、意見の中で、市町村では80％以内が理想とされてるということと、もう一つは議員

必携においては75％以内というふうに記載がございます。 

 もう一つはですね、財政力指数で0.28と、これ、３年間変わらずですが、これは１に近

いほどいいということで、一つはですね、なかなかこういった数値を見ると厳しい状況が

あるかと思うんですが、一つは自主財源確保にどのような取り組みをなされていこうとさ

れているのかということが一つですね。 

 もう一つはですね、この財政構造指標の推移の中でも下のほうに財政調整基金と地方債

現在高が載っておりますが、推移が載っております。そういう中で、基金は減少傾向にあ

り、地方債は拡大傾向にあるということで……。見通しはどうなのかということで、一つ

には中期財政計画で説明がありました中では、地方債は減少する見込みになってるという

ことになりますが、基金は取り崩しがかなり厳しくなってるというふうなところがありま

す。そういった面で、町財政のですね、見通しはどういうふうにお考えなのかということ

でですね、お話をいただきたいというふうに思います。 

○議長（緒方哲哉君） 奥名町長。 

○町長（奥名克美君） 今、財政の件で、監査委員の意見書を参考にされて御意見をい

ただいております。 

 まず、自主財源の確保については、非常に甲佐町の場合は地方交付税の数字がですね、

非常に影響してくる向きがあります。で、我々としては、だから何を目指すかというと、
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やはり人口を増やす、それから住宅を増やす、それと企業誘致についても努力していくと

いうことは非常に大事なことではないかと思います。これは本町だけに限らない政策だと

思いますけれども、そういったことを含めて、今後の地方創生に向けて努力をしていきた

いという考え、基本的な考えがあります。 

 それと地方債についてですけれども、地方債については、甲佐町の場合はほとんど返っ

てくる臨時財政対策債、あるいは７割は地方交付税に見返りがあります過疎債等を使って

おります。この前もちょっとこの件についてお話したかと思いますけれども、地方債の発

行額から考えて非常に大きい数字ではありますけれども、実質公債費比率を見ていただく

と６％台で推移していると。以前は、私が記憶している年代においては、10％、13％、

14％と、そういうような数字であったかと思いますので、その時代からすると、決して悪

い数字ではないということであります。 

 それと基金についての考え方も、今、御意見いただきましたけれども、これはもう御存

じのとおり、国保会計にあわせて３億円、町の財調から法定外繰出をやりました。そのた

めの財源として手当てをしたということでありますので、それを考えますと、基金の運用

についても適切な対応を図らせていただきましたし、また、基金が確かに減少はしてます

けれども、それに見合ういろんな事業をこれまでやらせていただいております。で、やっ

ぱり事業をするとなると、それだけの財源が必要でありますので、当然、新規事業につい

ては国からの補助の補助残については、そういった手当てをやっぱり考えざるを得ないと

いうことでありますけれども……。これまでは、割と健全的な財政運営をさせていただい

ているという気持ちがあります。ちょっとお答えになったかどうかわかりませんけれども、

以上であります。 

○議長（緒方哲哉君） ２番。 

○２番（佐野安春君） 今、町長のほうからお話をいただきましたが、ここの指数を見

るとですね、どうだろうかというところはありますが、町長のお話の中ではですね、そこ

まではないということで判断してよろしいんでしょうかね。 

○議長（緒方哲哉君） 奥名町長。 

○町長（奥名克美君） 経常収支比率についても86.5から87.6に、わずかでありますけ

れども悪化している状況にはあります。ただ、以前は90％超えとった時代がありました。

ですから、そのときと比べていいかどうかわかりませんけれども、その当時から比べます

と、そう心配は要らないんじゃないかというふうに思っておりますし、財政力指数につい

ても……。そうですね、22年が0.3、それから後は23年度が0.29、後、24年度から26年度

までは0.28ということになりますんで、そこまで心配要らないということだと思います。

この数字が伸びるということに関してはですね、非常に大事なことでありましょうけども、

現在までのところ、そう心配要らないというふうに認識しております。 

○議長（緒方哲哉君） ２番、佐野議員。 

○２番（佐野安春君） 町長のお話でもありましたが、やっぱりこれを改善していくに

はですね、人口増、企業誘致、住宅増加ということで、地方創生のですね、総合戦略をど
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うつくり実践していくかで変わっていく面があると思いますので、その点については、や

っぱり町長を初めとした町執行部だけでなくてですね、議会議員も含めて、町民総参加で

取り組んでいくということが、私たちは重要ではないかというふうに考えております。 

 以上です。 

○議長（緒方哲哉君） ほかに質問ございませんか。 

 ５番、福田議員。 

○５番（福田謙二君） はい、５番。決算には関係ありませんけど、上早川２区のこと

でちょっと質問させていただきます。 

 城平の方がですね、毎月、日曜日の朝６時第１日曜日ですね。道路、塔ノ木のほうから

と稲尾野甲佐線のほうば掃除されているわけでございますけれども。城平山側ですね。城

平山側の木がどうしても道路から出ているということで……。そしてまた雨が降ったとき、

降った後に枝がすごく下がって、大型車、ほろ付きの車が通る場合に、どうしてもセンタ

ーラインをオーバーしてくるから、非常に対向車としても危ないから、町のほうにちょっ

とそこを言うてくれということで。それを私が聞いたのは、役場のほうに担当課の……。

担当課に行って聞いたわけじゃないわけですよ。担当課の人に聞いたときに、城平山側が

筆界未定ということで、その筆界未定の中に町有地があるということですね、甲佐町の土

地があるということで。その筆界未定になっているということが、何年前ぐらいからそう

なっているのかということと、それから、このままでいいものか。それと、甲佐町のその

町有地がどれぐらいの面積があるのか。それと、地権者がどれぐらいの方がいらるっとか

というのをお聞かせ願いたいと思いますけど。 

○議長（緒方哲哉君） しばらく休憩します。 

────────────── 

休憩 午後０時05分 

再開 午後０時07分 

────────────── 

○議長（緒方哲哉君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 総務課長。 

○総務課長（内山 洋君） ただいまの件につきましては、後で確認いたしまして、御

報告をさせていただきますので、よろしくお願いいたします。すみません。 

○議長（緒方哲哉君） ほかに質疑ございませんか。 

〔「ありません」と呼ぶ者あり〕 

○議長（緒方哲哉君） 質疑なしということでございます。質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終結します。 

 これから討論を行います。 

 本決算に対する反対者の発言を許します。 

 ２番。 

○２番（佐野安春君） 決算の採決でございますが、私の採決に当たっての反対の理由
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を述べさせていただきます。 

 この決算の中にですね、やはり同和対策のための同和対策事業特別法が1969年、昭和44

年に制定され、2002年、平成14年に終結をしております。この間にですね、同和地区は住

環境等が大きく改善されたと判断されて、特別対策は終わっております。特別措置法が終

わって、既に13年になります。 

 出身による差別、性別、宗教、思想、信条、学歴、所得、国籍、人種、年齢等、さまざ

まな差別がまだまだ残っておりますが、それに対しては解消に向けた啓蒙などで継続した

対応が必要であるというふうに考えますが、一般施策の中でですね、実践していく方向で

よいものというふうに考えます。よって、ページ47にあります地域対策改善策等について

反対でございますので、平成26年度一般会計歳入歳出決算については反対とさせていただ

きます。 

 以上です。 

○議長（緒方哲哉君） 次に、本決算に対する賛成者の発言を許します。 

 11番、本田議員。 

○11番（本田 新君） 認定第１号、平成26年度甲佐町一般会計歳入歳出決算でありま

すけれども、歳入決算額が69億、歳出決算額が65億の、３億5,000万の残額というふうな

この決算を見ました。 

 この決算に当たりまして、また、監査のほうでも意見書が出ております。意見書の中身

を見ますと、自主財源の確保、いわゆる公債比率は非常に低く抑えられております。ただ、

残念ながら、経常収支比率と財政力指数ですか、が、もう少し改善すればというような意

見書も出ております。それは意見として取り上げながらも、また、この議会におけるこの

質疑の中でも出ました御意見は出ております。それらの意見を総合しましても、本決算に

つきましては認定ということで、私は賛成したいと思います。 

 以上です。 

○議長（緒方哲哉君） これで討論を終結します。 

 これから採決を行います。 

 この採決は起立によって行います。 

 本決算について、認定することに賛成の方は御起立をお願いいたします。 

〔賛成者起立〕 

○議長（緒方哲哉君） 起立多数によって、本決算については認定することに決定いた

しました。 

 お疲れさまでございました。 

 ここでしばらく休憩します。１時15分から再開したいと思います。 

────────────── 

休憩 午後０時11分 

再開 午後１時15分 

────────────── 



- 82 - 
 

○議長（緒方哲哉君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 お諮りいたします。 

 西坂和洋議員から発言の取り消しの申出が提出されました。 

 これを日程に追加し、追加日程第１として、ただちに議題にしたいと思います。 

 これに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（緒方哲哉君） 異議なしと認めます。 

 よって、発言取り消しの申出を日程に追加し、追加日程第１として議題とすることに決

定しました。 

 資料配布のため、しばらく休憩します。 

────────────── 

休憩 午後１時16分 

再開 午後１時16分 

────────────── 

○議長（緒方哲哉君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

────────────── 

 追加日程第１ 発言取り消しの申出 

○議長（緒方哲哉君） 追加日程第１、発言取り消しの申出を議題とします。 

 事務局長をして朗読させます。 

 事務局長。 

○議会事務局長（岡本幹春君） それでは朗読いたします。 

 発言取り消しの申出。 

 甲佐町議会議長、緒方哲哉様。 

 ９月11日の一般質問の中の税金の滞納についての項目の中で、私の言葉が足らなかった

ため、議員各位はもとより、町民の皆様に、議員の大多数が滞納していたかのような誤解

を与える発言となっております。 

 以前、本町でも議員の滞納が問題となっており、最近の新聞紙上において、他市町村で

同様の問題が表面化しております。納税については国民の義務であり、議員自ら襟を正し

率先して義務を果たす必要があると考えており、議員各位に滞納があるとは考えておりま

せん。 

 つきましては、菊池市議会に関する発言の部分から私の一般質問の最後までを取り消し

いただきますよう申し出いたします。 

 平成27年９月12日、甲佐町議会議員西坂和洋。 

 以上でございます。 

○議長（緒方哲哉君） 提出者の説明を求めます。 

○６番（西坂和洋君） ただいま、議長から申し出の許可がありましたので……。 

○議長（緒方哲哉君） しばらく休憩します。 
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────────────── 

休憩 午後１時19分 

再開 午後１時19分 

────────────── 

○議長（緒方哲哉君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 提出者。 

○６番（西坂和洋君） ただいま、申し出書、議会事務局長より報告がありましたとお

りでありますので、よろしく御審議のほどをお願いします。 

○議長（緒方哲哉君） これから質疑を行います。 

 何か質疑ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（緒方哲哉君） 質疑なしと認めます。 

 これで、質疑を終結します。 

 これから討論を行います。 

 本申し出に対する反対者の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 次に、本申し出に対する賛成者の発言を許します。 

 11番、本田議員。 

○11番（本田 新君） 今、西坂議員のほうから申し出書がありました。金曜日の一般

質問の中での発言でありましたけれども、誤解を、とにかく町民に対して誤解、並びに事

実に反する誤解、また、そのもととなる確かな資料、根拠となるとこが示されておりませ

んでした。この申し出書を受け取りたいというふうに思いますので、賛成をしたいと思い

ます。 

○議長（緒方哲哉君） これで、討論を終結します。 

 これから、発言取り消し申し出の採決をいたします。 

 西坂議員の申し出のとおり発言を取り消すことに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（緒方哲哉君） 異議なしと認めます。 

 よって、発言の取り消しは許可することと決定されました。 

 宮川安明議員ほか１名から、地方自治法第135条第２項の規定によって、西坂和洋議員

に対する懲罰の動議が提出されました。 

 この動議を日程に追加し、追加日程第２として議題とすることについて採決します。 

 この採決は起立によって行います。 

 この動議を追加日程に追加し、追加日程第２として議題とすることに賛成の方は起立願

ます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（緒方哲哉君） 起立多数。 
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 したがって、この動議を日程に追加し、追加日程第２として議題とすることに決定いた

しました。 

 議案配布のため、しばらく休憩します。 

────────────── 

休憩 午後１時23分 

再開 午後１時24分 

────────────── 

 追加日程第２ 西坂和洋議員に対する懲罰動議 

○議長（緒方哲哉君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 追加日程第２、西坂和洋議員に対する懲罰の動議を議題とします。 

 地方自治法第117条の規定によって、西坂和洋君の退場を求めます。 

〔西坂和洋議員、退室〕 

○議長（緒方哲哉君） まだ休憩とっておりません。 

 それでは事務局長のほうに……。 

 しばらく、休憩します。 

────────────── 

休憩 午後１時25分 

再開 午後１時28分 

────────────── 

○議長（緒方哲哉君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 事務局長に朗読をさせます。 

 事務局長。 

○議会事務局長（岡本幹春君） それでは、朗読いたします。 

 平成27年９月12日、甲佐町議会議長、緒方哲哉様。 

 発議者、甲佐町議会議員、宮川安明。同じく発議者、甲佐町議会議員、中村幸男。 

 西坂和洋議員に対する懲罰動議。 

 次の理由により、西坂和洋議員に懲罰を科されたいので、地方自治法第135条第２項及

び会議規則第108条第１項の規定により動議を提出する。 

 記。 

 理由。現在開会中の会議中の一般質問において、具体的な根拠がなく町民に誤解を与え

る発言があったことに関し、懲罰動議を提出する。 

 以上でございます。 

○議長（緒方哲哉君） 提出者の説明を求めます。 

 ７番、宮川議員。 

○７番（宮川安明君） ただいま、動議提出理由につきましては、事務局長が朗読した

とおりでございます。 

 現在の開会中の一般質問におきまして、町民に誤解を与えるというような発言があった
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ことに対し、懲罰動議を提出する旨でございます。 

 発議者として、賢明なる議員各位の御判断をお願いいたします。 

 以上です。 

○議長（緒方哲哉君） これから質疑を行います。 

 何か質疑ございませんか。 

〔「ありません」と呼ぶ者あり〕 

○議長（緒方哲哉君） 質疑はなしと認めます。 

 質疑を終結いたします。 

 しばらく休憩いたします。 

────────────── 

休憩 午後１時31分 

再開 午後１時33分 

────────────── 

○議長（緒方哲哉君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 西坂和洋議員から、本件について弁明をしたいとの申し出があります。 

 お諮りします。 

 これを許すことに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（緒方哲哉君） 異議なしと認めます。 

 したがって、西坂和洋議員の弁明を許すことに決定しました。 

 西坂和洋議員の入場を許します。 

〔西坂和洋議員、入室〕 

────────────── 

休憩 午後１時34分 

再開 午後１時35分 

────────────── 

○議長（緒方哲哉君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 西坂和洋議員に弁明を許します。 

 ６番、西坂和洋議員。 

○６番（西坂和洋君） 今回の私の発言に対しては深く反省しております。 

 皆様方の御寛大なる御審議のほどをよろしくお願いいたします。 

○議長（緒方哲哉君） もうそれでよかですね。 

○６番（西坂和洋君） はい。 

○議長（緒方哲哉君） 西坂和洋議員の弁明は終わりました。 

 西坂和洋議員の退場を求めます。 

〔西坂和洋議員、退場〕 

○議長（緒方哲哉君） お諮りします。 
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 懲罰の議決については、会議規則第109条の規定により委員会の付託を省略することが

できないことになっています。 

 したがって、本件について、11名の委員で構成する懲罰特別委員会を設置し、これに付

託して審査することにいたしたいと思います。 

 本件について、今、11名と申しましたが、10名の委員で構成する懲罰特別委員会を設置

し、これに付託して審査することにしたいと思います。 

 これに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（緒方哲哉君） 異議なしと認めます。 

 したがって、本件については10名の委員で構成する懲罰特別委員会に付託して審査する

ことに決定しました。 

 しばらく休憩します。 

────────────── 

休憩 午後１時36分 

再開 午後１時36分 

────────────── 

○議長（緒方哲哉君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 お諮りします。 

 ただいま設置されました懲罰特別委員会の委員の選任については、委員会条例第５条第

１項の規定により、１番、山内議員、２番、佐野議員、３番、荒田議員、４番、宮本議員、

５番、福田議員、７番、宮川議員、９番、本郷議員、10番、渡邊議員、11番、本田議員、

12番、中村議員、以上10名を指名したいと思います。 

 これに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（緒方哲哉君） 異議なしと認めます。 

 したがって、ただいま指名しました議員を懲罰特別委員会の委員に選任することと決定

しました。 

 しばらく休憩いたします。 

────────────── 

休憩 午後１時38分 

再開 午後２時10分 

────────────── 

○議長（緒方哲哉君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 お諮りします。 

 ただいま、懲罰特別委員会委員長より、西坂和洋議員に対する懲罰についての委員会報

告の申し出があります。これをただちに日程に追加し、議題にいたしたいと思います。 

 御異議ございませんか。 
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〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（緒方哲哉君） 異議なしと認めます。 

 よって、ただちに日程に追加し、西坂和洋議員に対する懲罰についてを議題とすること

に決定しました。 

────────────── 

 追加日程第３ 西坂和洋議員に対する懲罰について 

○議長（緒方哲哉君） 追加日程第３、西坂和洋議員に対する懲罰についてを議題とし

ます。 

 懲罰特別委員会委員長に報告を求めます。 

 懲罰特別委員長。 

○懲罰特別委員長（宮川安明君） それでは、報告を申し上げます。 

 ただいま、委員会室において、懲罰特別委員会を開催いたしました。 

 委員長に私、宮川と副委員長に中村幸男議員が選任をされました。 

 まず初めに、懲罰に関する地方自治法第129条から137条までの条文に慎重に照らし合わ

せ、６番、西坂和洋議員への懲罰は、地方自治法第135条による、２日間の出席停止と決

定をいたしました。 

 賢明なる議員各位にはよろしく御決定をいただきますようお願いを申し上げ、報告とい

たします。 

○議長（緒方哲哉君） これから報告に対する質疑を行います。 

 質疑ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（緒方哲哉君） これで質疑を終結します。 

 これから、討論を行います。 

 討論はございませんか。 

〔「ありません」と呼ぶ者あり〕 

○議長（緒方哲哉君） 討論なしと認めます。 

 これから、西坂和洋議員に対する懲罰について採決します。 

 この採決は起立によって行います。 

 本件に対する委員長の報告は、西坂議員に２日間出席停止の懲罰を科するということで

す。 

 本件は委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は御起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（緒方哲哉君） 起立多数。 

 よって、西坂議員に２日間の出席停止の懲罰を科することは可決されました。 

 西坂議員の入場を求めます。 

〔西坂和洋議員、入室〕 

○議長（緒方哲哉君） ただいまの議決に基づいて、これから西坂議員に対し、懲罰の
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宣告を行います。 

 西坂議員の起立を求めます。 

〔西坂和洋議員、起立〕 

 西坂議員に２日間の出席停止の懲罰を科します。 

 西坂議員の退場を求めます。 

〔西坂和洋議員、退場〕 

○議長（緒方哲哉君） しばらく休憩します。 

────────────── 

休憩 午後２時15分 

再開 午後２時16分 

────────────── 

○議長（緒方哲哉君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

────────────── 

 日程第３ 認定第２号 平成26年度甲佐町国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定

について 

○議長（緒方哲哉君） 日程第３、認定第２号「平成26年度甲佐町国民健康保険特別会

計歳入歳出決算の認定について」を議題とします。 

 提出者の説明を求めます。 

 住民生活課長。 

○住民生活課長（福島明広君） 認定第２号、平成26年度甲佐町国民健康保険特別会計

歳入歳出決算の認定について御説明申し上げます。 

 決算書の１ページをお願いいたします。 

 平成26年度歳入総括表、歳入です。 

 款と収入済額により御説明申し上げます。 

 款１、国民健康保険税、収入済額３億1,418万6,939円です。 

 款２、使用料及び手数料20万7,820円です。 

 款３、国庫支出金４億8,779万5,533円です。 

 款４、県支出金１億511万2,412円です。 

 款５、療養給付費等交付金9,083万5,591円です。 

 款６、共同事業交付金２億2,985万1,738円です。 

 款７、前期高齢者交付金２億7,851万3,515円です。 

 款８、財産収入５万4,879円です。 

 次のページをお願いします。 

 款９、寄附金、収入済額０円です。 

 款10、繰入金３億5,395万1,316円です。 

 款11、繰越金8,656万2,750円です。 

 款12、諸収入87万1,299円です。 
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 歳入合計、収入済額が19億4,794万3,792円となっております。 

 次のページをお願いします。 

 歳出総括表、歳出です。 

 こちらは款と支出済額で御説明させていただきます。 

 款１、支出済額4,146万5,069円です。 

 款２、保険給付費10億7,510万7,928円です。 

 款３、後期高齢者支援費等１億9,582万5,312円です。 

 款４、前期高齢者納付金等15万2,540円です。 

 款５、老人保健拠出金8,040円です。 

 次のページをお願いします。 

 款６、介護納付金9,238万1,313円です。 

 款７、共同事業拠出金２億3,676万8,952円です。 

 款８、保健事業費1,340万2,703円です。 

 款９、基金積立金１億5,005万4,879円です。 

 款10、公債費０円です。 

 款11、諸支出金3,538万3,152円です。 

 款12、予備費０円です。 

 歳出合計、支出済額18億4,054万9,888円となっております。 

 次のページをお願いします。 

 歳入歳出差引残額１億739万3,904円、うち基金積立金1,100万円です。 

 平成27年９月11日提出、町長名でございます。 

 次に、21ページをお願いします。 

 平成26年度実質収支に関する調書でございます。 

 １の歳入総額、19億4,794万3,792円。 

 ２、歳出総額18億4,054万9,888円。 

 ３、歳入歳出差引額及び５の実質収支額ともに１億739万3,904円となっております。 

 ６、実質収支額のうち、地方自治法第233条の２の規定による基金繰入額が1,100万円と

なり、差し引きまして、9,639万3,904円を次年度に繰り越しております。 

 以上で説明を終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。 

 （「議長、しばらく休憩を」と呼ぶ者あり） 

○議長（緒方哲哉君） しばらく休憩します。 

────────────── 

休憩 午後２時23分 

再開 午後２時25分 

────────────── 

○議長（緒方哲哉君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 ただいまの議事録署名者が退場されましたので、９番、本郷議員を追加いたします。 
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 議事録署名者本郷議員を追加いたします。 

 これより、質疑を行います。 

 まず最初に、歳入全部について質疑をお願いいたします。 

 款１、国民健康保険税から款12諸収入まで、６ページから12ページまでです。 

 ６ページから12ページまでです。款１から款12諸収入まで。６ページから12ページまで

です。 

 何か質疑ございませんか。 

 ただいま歳入全部についてを質疑いたしております。 

 ６ページから12ページまでです。 

 ２番、佐野議員。 

○２番（佐野安春君） はい、２番です。全体的なことになるかと思うんですけれども、

24年度から26年度にかけての不納欠損額というのは増加をしております。こういった理由。

それと収入未済額は減少しておりますが、そういったことの理由について教えてください。 

 以上です。 

○議長（緒方哲哉君） 税務課長。 

○税務課長（北畑公孝君） 御質問の不納欠損について御説明申し上げます。申し訳ご

ざいません。甲佐町一般会計及び特別会計決算資料というのが皆様にお配りしてあるかと

思いますが、その８ページ目に不納欠損処分調書というのがございます。 

 一般会計及び特別会計決算資料、Ａ３の薄手のやつの８ページになります。 

 それでは、御説明申し上げます。 

 上から３段目の国民健康保険特別会計について御説明申し上げます。 

 処分の実益なし２人、258万2,190円。生活困窮９名、219万1,610円。所在不明11名、

302万4,980円。その他28人の554万1,910円となっております。 

 この不納欠損の処分実益なしについてですけれども、これにつきましては、地方税法15

条の７第１項により、処分実益なしに関しまして滞納処分の執行停止を行いまして３年が

経過したものでございます。この処分の実益なしですけれども、これにつきましては、既

に差し押さえしておる財産等で税の完納ができない場合、また財産等がない場合に関しま

して、この執行停止を行っております。これには、財産の調査も行いまして、不動産のみ

ならず、預金、生命保険等調査いたしまして、処分益がなしということで処理しておりま

す。 

 次に２の生活困窮ですけれども、これは同じく地方税法15条の７第１項の第２号の規定

によりまして、生活困窮ということで滞納処分の執行停止を行っております。 

 これにつきましては、滞納処分をすることによって、その生活を著しく窮迫させる恐れ

があるときと条文に書いてございます。実際、調査した結果、既に本町の生活保護になら

れてる方、また、他市町村に転出されまして生活保護になられてる方、また収入等の調査

をいたしてまして、生活保護水準以下の収入であられる方に関しまして、生活困窮という

ことで滞納処分の執行停止を行っております。 
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 それに所在不明ですけれども、死亡者とか行方不明者に関しまして、執行停止を行って

おります。 

 この地方税法15条の７につきましては、執行停止処分を行った後、３年間財産処分益が

ない方、または生活困窮の方で資力の回復がない場合、３年間で消滅いたしますので、今

回３年目を迎えたということで、不納欠損処分をさせていただいております。 

 以上でございます。 

○議長（緒方哲哉君） ほかに質疑ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（緒方哲哉君） ないようでございます。 

 次に歳出全部について質疑をお願いします。 

 款１総務費から款12予備費まで、13ページから20ページまでです。 

 質疑ありませんか。 

 歳出全部について質疑ございませんか。 

 13ページから20ページまでです。 

 13ページから20ページまでです。 

 質疑ありませんか。 

 歳出全部について質疑ございませんか。 

 13ページから20ページまでです。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（緒方哲哉君） ございませんね。 

 最後に本決算全部について何か質疑ございませんか。 

 本決算全部について質疑ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（緒方哲哉君） ございませんね。 

 質疑なしというふうに認めます。 

 これで質疑を終結します。 

 これから討論を行います。 

 本決算に対する反対者の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 次に、本決算に対する賛成者の発言を許します。 

 ９番、本郷議員。 

○９番（本郷昭宣君） 認定第２号、平成26年度甲佐町国民健康保険特別会計歳入歳出

決算書につきましては、決算につきましては、実質収支額が１億円ちょっとありますけれ

ども、実際は単年度を見てみますと、一般会計からの法定、法定外繰入、また繰越等を換

算しますと財源不足というような会計でございます。そういうわけで、監査委員からも指

摘されておられますように、滞納額も１億4,000万円ぐらいだったですかね、ございます

し、その徴収方法についても、現年度を含めて徴収の向上を図られますとともに、健診等
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を積極的に受信されますよう、そして早期発見早期治療、予防医学に努力していただきま

して、健全国保会計に向けて頑張っていただくよう要望いたしまして、この認定につきま

しては、賛成いたします。 

○議長（緒方哲哉君） これで討論を終結します。 

 これから採決を行います。 

 認定第２号「平成26年度甲佐町国民健康保険特別会計歳入歳出決算について」認定する

ことに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（緒方哲哉君） 異議なしと認めます。 

 よって、本決算については認定することに決定いたしました。 

────────────── 

 日程第４ 認定第３号 平成26年度甲佐町介護保険特別会計歳入歳出決算の認定につ

いて 

○議長（緒方哲哉君） 日程第４、認定第３号「平成26年度甲佐町介護保険特別会計歳

入歳出決算の認定について」を議題とします。 

 提出者の説明を求めます。 

 福祉課介護保険係長。 

○福祉課介護保険係長（柴田郁子君） 認定第３号、平成26年度甲佐町介護保険特別会

計歳入歳出決算について御説明申し上げます。 

 １ページをお願いいたします。 

 平成26年度歳入総括表、歳入です。 

 この表の中で、款と収入済額をもって御説明させていただきます。 

 款１、介護保険料です。収入済額が２億1,042万4,180円です。 

 款２、分担金及び負担金171万1,500円です。 

 款３、使用料及び手数料４万7,300円です。 

 款４、支払基金交付金３億5,925万1,582円です。 

 款５、国庫支出金３億5,485万7,411円です。 

 款６、県支出金１億8,144万3,227円です。 

 款７、財産収入６万2,055円です。 

 款８、繰入金２億2,673万6,000円です。 

 ２ページをお願いいたします。 

 款９、繰越金6,056万3,276円です。 

 款10、諸収入737万303円です。 

 歳入合計、収入済額14億246万6,834円です。 

 ３ページをお願いいたします。 

 歳出です。 

 歳出につきましては、款と支出済額をもって御説明させていただきます。 
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 款１、総務費、支出済額が4,508万8,193円です。 

 款２、保険給付費12億3,469万9,746円です。 

 款３、財政安定化基金拠出金０円です。 

 款４、地域支援事業費3,156万7,787円です。 

 款５、基金積立金2,006万2,055円です。 

 款６、公債費０円です。 

 款７、諸支出金752万1,527円です。 

 ４ページをお願いいたします。 

 款８、予備費０円です。 

 歳出合計、支出済額13億3,893万9,308円です。 

 歳入歳出差引残額6,352万7,526円です。 

 平成27年９月11日提出、町長名でございます。 

 次に18ページをお願いいたします。 

 平成26年度実質収支に関する調書でございます。歳入歳出差引額及び実質収支額ともに

6,352万7,526円となっております。 

 以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。 

○議長（緒方哲哉君） 以上で説明が終わりました。 

 これより質疑を行います。 

 まず最初に、歳入全部について質疑を行います。 

 款１介護保険料から款10諸収入まで、５ページから10ページまでです。 

 何か質疑ありませんか。 

 ５ページから10ページまでです。 

 ５ページから10ページまでです。 

 何か質疑ありませんか。 

 ございませんか。 

 ２番、佐野議員。 

○２番（佐野安春君） ２番です。先ほど、税務課長のほうから不納欠損額についての

説明を受けましたが、これは国保も一緒なんですけれども、介護のほうもですね、532万

円とありますが、この項目の中でその他というふうなところになってますので、このその

他というのはどういうものかお尋ねします。 

○議長（緒方哲哉君） 福祉課介護保険係長。 

○福祉課介護保険係長（柴田郁子君） はい、お答えいたします。 

 昨年度の不納欠損の介護保険法の第200条の規定による時効消滅が43人ということで、

全員で43名おりまして、こちらにちょっと載ってないんですけれども、その中で死亡が５

人、生活困窮者というか保護の方が５人ということで、今回不納欠損処理をいたしており

ます。 

 今回は滞納整理強化の一環として、また、被保険者の公平化のために、介護保険法第
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200条の規定に基づき処理をいたしました。 

 保険料の徴収の権利は２年間で時効ということになっております。 

○議長（緒方哲哉君） ２番。 

○２番（佐野安春君） 今、説明の中で、その他の項で死亡もあるというのがあったん

ですけれども、この不納欠損処分調書の中にはですね、死亡というのはまた別に項目があ

るんですよね。だからどうしたものかなというふうに今のお答えには思ったんですが。 

○議長（緒方哲哉君） 福祉課介護保険係長。 

○福祉課介護保険係長（柴田郁子君） すみません。うちのほうで、たぶん、報告する

のに死亡と生活保護の方、落とした分の金額がちょっと漏れてて、これにちゃんとしてな

かったみたいで、申しわけございません。またそこの金額につきまして、調べてから御報

告でもよろしいでしょうか。 

○２番（佐野安春君） 結構でございますよ。 

○福祉課介護保険係長（柴田郁子君） 申しわけございません。 

○議長（緒方哲哉君） しばらく休憩します。 

────────────── 

休憩 午後２時46分 

再開 午後２時49分 

────────────── 

○議長（緒方哲哉君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 福祉課介護保険係長。 

○福祉課介護保険係長（柴田郁子君） すみません。先ほど私の御説明が、すみません。 

 本来全員で43名、執行停止とかをかけてなくて、その内容のことを私は言ってしまいま

した。この43人の中に死亡された方が５人、それと生活保護の方が５人ということでした。

これに全部の金額と言うか、人数と金額が入っているということになります。 

 これでよろしいですか。 

○議長（緒方哲哉君） しばらく休憩します。 

────────────── 

休憩 午後２時50分 

再開 午後２時51分 

────────────── 

○議長（緒方哲哉君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 税務課長。 

○税務課長（北畑公孝君） 申しわけございません。不納欠損につきまして、先ほど国

民健康保険税でその他の部分につきまして、御説明が漏れておりましたので、改めて、説

明させていただきます。 

 国民健康保険税の場合のその他というものは、地方税法18条で消滅時効、５年間債権の

行使をしなかった場合消滅するというふうになっております。ただ、この今回提出してお
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ります、その他28人、554万1,910円につきましては、徴収に関しまして、何もしなかった

のではなく、これまで債務の承認、相手方から滞納金があるという署名等もいただきまし

て、時効の延長を図ってまいっております。そのほか、不動産の差し押さえ、債券、預金

とか生命保険の差し押さえ等も行っております。 

 この国民健康保険税でいいますと、28名ですけれども、本来、先ほどから出ております

処分の実益なし、生活困窮、行方不明に該当する方がおられます。今回この決算書に記載

してありますのは、滞納処分の執行停止、執行停止を行って３年間経ったもの、消滅した

ものについて、決算書では処分の実益なし、生活困窮、所在不明等でされております。 

 国保のその他の部分ですけれども、28名中、本来ならば12名の方が生活困窮の執行停止

案件に該当する方ですが、もう５年間の時効ということで、執行停止して３年間での消滅

時効ではないと。28名中６名の方に関しましては、行方不明、所在不明の執行停止の案件

ですけれども、執行停止をして３年間の時効ではなく、今回18条のその他で消滅時効とい

う形で掲載しております。 

 以上でございます。 

○議長（緒方哲哉君） ほかにございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（緒方哲哉君） ないようでございます。 

 次に歳出全部について質疑をお願いします。 

 款１総務費から款８予備費まで、11ページから17ページまで何か質疑ございませんか。 

 11ページから17ページまで歳出全部です。 

 11ページから17ページ、質疑ございませんか。 

 11ページから17ページ、歳出全部です。 

 歳出全部について質疑ありませんか。 

 ありませんね。 

〔「ありません」と呼ぶ者あり〕 

○議長（緒方哲哉君） 最後に本決算全部について何か質疑ありませんか。 

 本決算全部について質疑ございませんか。 

 ございませんか。 

〔「ありません」と呼ぶ者あり〕 

○議長（緒方哲哉君） 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終結します。 

 これから討論を行います。 

 本決算に対する反対者の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 次に本決算に対する賛成者の発言を許します。 

 ７番、宮川議員。 

○７番（宮川安明君） 認定第３号、平成26年度甲佐町介護保険特別会計歳入歳出決算
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の認定についてでございますが、何の異議なく賛成を申し上げます。 

○議長（緒方哲哉君） これで討論を終結します。 

 これから採決を行います。 

 認定第３号「平成26年度甲佐町介護保険特別会計歳入歳出決算について」認定すること

に御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（緒方哲哉君） 異議なしと認めます。 

 よって、本決算については認定することに決定いたしました。 

 しばらく休憩いたします。 

────────────── 

休憩 午後２時58分 

再開 午後３時10分 

────────────── 

○議長（緒方哲哉君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

────────────── 

 日程第５ 認定第４号 平成26年度甲佐町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認

定について 

○議長（緒方哲哉君） 日程第５、認定第４「平成26年度甲佐町後期高齢者医療特別会

計歳入歳出決算の認定について」を議題とします。 

 提出者の説明を求めます。 

 住民生活課長。 

○住民生活課長（福島明広君） 認定第４号、平成26年度甲佐町後期高齢者医療特別会

計歳入歳出決算について御説明申し上げます。 

 決算書の１ページをお願いします。 

 歳入総括表、歳入です。 

 款と収入済額で御説明申し上げます。 

 款１、後期高齢者医療保険料、収入済額7,638万9,600円です。 

 款２、使用料及び手数料7,100円です。 

 款３、寄付金０円です。 

 款４、繰入金5,417万4,956円です。 

 款５、繰越金219万7,132円です。 

 款６、諸収入306万17円です。 

 歳入合計、収入済額１億3,582万8,805円です。 

 次のページをお願いします。 

 歳出総括表、歳出です。 

 こちらは款と支出済額で御説明申し上げます。 

 款１、総務費89万3,974円です。 
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 款２、後期高齢者医療広域連合納付金１億2,988万3,956円です。 

 款３、保険事業費294万8,275円です。 

 款４、諸支出金700円です。 

 款５、予備費０円です。 

 歳出合計、支出済額１億3,372万6,905円です。 

 歳入歳出差引残額210万1,900円です。 

 平成27年９月11日提出、町長名でございます。 

 次に８ページをお願いします。 

 平成26年度実質収支に関する調書でございます。 

 １、歳入総額１億3,582万8,805円。 

 ２、歳出総額１億3,372万6,905円。 

 ３、歳入歳出差引額及び５の実質収支額210万1,900円となっております。この金額を次

年度へ繰り越しをしております。 

 以上で説明を終わります。よろしくお願いします。 

○議長（緒方哲哉君） 以上で説明が終わりました。 

 これより質疑を行います。 

 まず最初に、歳入全部について質疑をお願いします。 

 款１後期高齢者医療保険料から款６諸収入まで、３ページから５ページまでです。 

 ３ページから５ページまでです。何か質疑ございませんか。 

 ３ページから５ページまでです。 

〔「ありません」と呼ぶ者あり〕 

○議長（緒方哲哉君） 質疑なしということで、次に歳出全部について質疑をお願いし

ます。 

 款１総務費から款５予備費まで、６ページから７ページです。 

 何か質疑ありませんか。 

 歳出全部について質疑ありませんか。 

 ６ページ、７ページです。 

〔「ありません」と呼ぶ者あり〕 

○議長（緒方哲哉君） 最後に、本決算全部について何か質疑ありませんか。 

〔「ありません」と呼ぶ者あり〕 

○議長（緒方哲哉君） 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終結します。 

 これから討論を行います。 

 本決算に対する反対者の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 次に本決算に対する賛成者の発言を許します。 

 賛成者の発言を許します。 
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 １番、山内議員。 

○１番（山内亮一君） 後期高齢者につきましては、今後増加傾向にあると思いますが、

適正に処理されているということで、何ら異議なく賛成いたします。 

○議長（緒方哲哉君） これで討論を終結します。 

 これから採決を行います。 

 認定第４号「平成26年度甲佐町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算について」認定す

ることに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（緒方哲哉君） 異議なしと認めます。 

 よって、本決算については認定することに決定いたしました。 

────────────── 

 日程第６ 認定第５号 平成26年度甲佐町水道事業会計決算の認定について 

○議長（緒方哲哉君） 日程第６、認定第５号「平成26年度甲佐町水道事業会計決算の

認定について」を議題とします。 

 提出者の説明を求めます。 

 環境衛生課長。 

○環境衛生課長（橋本良一君） 認定第５号、平成26年度甲佐町水道事業会計決算の認

定について御説明申し上げます。 

 ２ページをお開き願います。 

 平成26年度甲佐町水道事業会計決算報告書について説明申し上げます。 

 区分の款及び決算額をもって説明をさせていただきます。 

 １、収益的収入及び支出。 

 収入、第１款、事業収益、決算額１億5,261万6,359円です。 

 支出、第１款、事業費、決算額１億2,408万16円です。 

 ３ページをお願いいたします。 

 ２、資本的収入及び支出。 

 収入、第１款、資本的収入、決算額１億6,000万円です。 

 支出、第１款、資本的支出、決算額２億203万1,071円です。 

 なお、資本的収入額が資本的支出額に不足する額4,203万1,071円は、当年度分消費税資

本的収支調整額1,270万4,499円及び過年度分損益勘定留保資金2,932万6,572円で補填して

おります。 

 次に４ページをお願いいたします。 

 平成26年度甲佐町水道事業損益計算書でございます。 

 下から３行目を御覧ください。 

 当年度純利益は1,576万8,053円となっております。 

 続いて、６ページをお願いいたします。 

 平成26年度甲佐町水道事業貸借対照表でございます。 
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 資産、負債、資本の順で合計額をもって説明させていただきます。 

 資産の部でございます。 

 固定資産合計13億331万1,588円です。 

 流動資産合計１億7,258万4,231円です。 

 資産合計14億7,589万5,819円です。 

 続きまして、負債の部でございます。 

 固定負債合計７億209万3,686円です。 

 流動負債合計3,818万7,905円です。 

 繰り延べ収益合計２億2,273万8,832円です。 

 負債合計９億6,302万423円です。 

 続いて資本の部でございます。 

 ７ページをお願いいたします。 

 自己資本金合計３億9,970万5,981円。 

 資本金合計同様で、３億9,970万5,981円です。 

 資本剰余金合計０円。 

 利益剰余金合計１億1,316万9,415円。 

 剰余金合計１億1,316万9,415円。 

 資本合計５億1,287万5,396円となりまして、負債資本合計が14億7,589万5,819円となっ

ております。 

 平成27年９月11日提出、町長名です。 

 どうぞよろしくお願いします。 

○議長（緒方哲哉君） 以上で説明が終わりました。 

 これより質疑を行います。 

 本決算全部について質疑をお願いします。 

 本決算全部についての質疑をお願いします。 

 11番、本田議員。 

○11番（本田 新君） 10ページに世持の配水池の設計委託に1,000万ちょいの予算が上

がっていました。このことについてちょっと中身を説明してもらえんですか、どういう設

計なのか。 

○議長（緒方哲哉君） 環境衛生課長。 

○環境衛生課長（橋本良一君） 世持配水池の設計業務委託につきましてですけれども、

新しく世持地内に約700立米の容量のステンレス製のタンクを今年度設けることにしてお

りますが、それの設計委託料でございます。 

○議長（緒方哲哉君） 11番。 

○11番（本田 新君） ちょっと私の認識が悪かったら失礼しますけども、例えば第４

水源から堀ったのをそこのほうにもっていって、そこから出すというためのタンクを今度

つくられるような考えのもとにこの予算があったんでしょうか。 
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○議長（緒方哲哉君） 環境衛生課長。 

○環境衛生課長（橋本良一君） そのとおりでございます。第４水源から取水した水を

一旦、世持配水場に溜めまして、下流、津志田、世持、三箇、中山、田口地区から北原の

方までそのタンクから直接給水します。船津のタンクにはそこからまたポンプでくみ上げ

まして、船津の第２配水池のほうに送る予定としております。 

 以上です。 

○議長（緒方哲哉君） 11番。 

○11番（本田 新君） わかりました。設計が1,000万円、総工費本体がいくらになるか

ちょっとわかりませんけれども、こういう言い方はあれかもしれんけども、そういったタ

ンクをつけると、これからの社会ということをよく考えてみると、いわゆる安全性、安全

性というか甲佐町で対テロなんていうことはないだろうかもしれんけども、しかしその水

の安全性を確保、タンクの安全性をされるということは万全を期されるのかどうなのか、

それと世持の失礼だが大体どこら付近、世持の大体どこら付近なのかちょっと教えて願え

ませんでしょうか。 

○議長（緒方哲哉君） 環境衛生課長。 

○環境衛生課長（橋本良一君） まず、場所について申し上げますと、今吉野甲佐線と

甲佐大橋から上りあがった、広域農道が交差してます四差路の甲佐大橋から見ると斜め右

先の角の部分になります。以前は梅の林になっておりましたが、今は伐採してから取得し

ましたのでちょっと草が生えてる状況です。 

 それとテロ対策についてですけども、忍び返しつきのきちっとしたフェンスを取りつけ

ることにしておりますし、ステンレス製、地盤も改良しまして、地震等にも強いように設

計しているところです。 

○議長（緒方哲哉君） ほかに質疑ございませんか。 

 ありませんか。 

 ５番、福田議員。 

○５番（福田謙二君） 26年度の決算のここには関係ありませんけども、先月の25日に

台風が来ました。そういうときに加圧機があるところは、甲佐町ではどんぐらいあると   

か、そういうときに発電機とか用意されると思いますけど、そういうときの対応。停電と

わかった時点ですぐぱっと発電機なんか用意して持って行かれとるですかね、そこんとこ

ろをちょっとお聞かせ願いたいと思います。 

○議長（緒方哲哉君） 環境衛生課長。 

○環境衛生課長（橋本良一君） 台風接近に伴いまして、発電機は用意しているとこで

すけれども、甲佐町全域が停電することがまれなので、加圧ポンプ所が寒野に３カ所、上

早川に１カ所、田口に１カ所、合計５カ所あるんですけど、全部自家発電装置は備えてお

りませんので、リースまたはレンタル等で対応してるところですけれども、大体２、３台

しか事前には用意してない状況です。 

 今回も、２台ほど用意してましたが、停電の範囲が広くて、停電による断水が189戸３
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時間から7.5時間断水しました。多少準備が悪かったと反省しておるところです。次回か

らは気をつけたいと思っております。 

○議長（緒方哲哉君） ５番。 

○５番（福田謙二君） はい、５番。ありがとうございました。 

 台風時にですね、やはりそういう停電となったときに加圧機のあるところは５カ所とい

うことで今聞きましたけれども、停電のときは、非常に町民の方が、停電と水道の来ると

ころと来ないところの差ついたら非常に困るかと思います。今回、北関東とか東北なんか

のああいう大雨の災害の、あれになったらどうしようもございませんけども、甲佐町もい

くらか、そういう対応が今回も十分できたかとも思いますので、今後もやっぱりそういう

ふうにやっていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

○議長（緒方哲哉君） ほかにございませんか。 

 しばらく休憩します。 

────────────── 

休憩 午後３時30分 

再開 午後３時31分 

────────────── 

○議長（緒方哲哉君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 ３番、荒田議員。 

○３番（荒田 博君） はい、３番。先ほどのですね、11番議員の関連になりますけれ

ども、10ページの世持のタンクですね。恐らくもう発注があってるのかなというふうにお

聞きしてる部分もございますけれども、入札金額がいくらだったのか、また、どこがどう

いった業者がされたのか、それとですね、議会に多分、今、報告義務がないのかなという

のはありますけれども一応教えていただければなと思います。 

○議長（緒方哲哉君） 環境衛生課長。 

○環境衛生課長（橋本良一君） 環第４号世持配水池施設工事ということで、条件つき

一般競争入札というのを行いまして、入札日が９月４日でございました。 

 応札が３社ございまして、熊本市東区石原の株式会社誠工社さんというところが、これ

は税抜きの金額なんですけれども、9,953万円で落札されております。 

 以上でございます。 

○議長（緒方哲哉君） ３番。 

○３番（荒田 博君） そういったことでですね、今、確認したら9,953万円ですかね、

で入札されたと知りましたけれども、そういった本来の町の入札であれば5,000万円以上

であれば、議会の議決が要りますが、水道事業に関して言えば議会の議決が要らないとい

うことでございますけれども、こういった5,000万円以上とか金額が多い分に関しては報

告していただければなと今後、その点、町長どうでしょうか。 

○議長（緒方哲哉君） 奥名町長。 

○町長（奥名克美君） 公表する分については何もやぶさかではないというふうに考え
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ますので、要請があれば、要請があればと言えばまたおかしくなりますけど、適宜に御報

告したいと思います。 

○議長（緒方哲哉君） ほかにございませんか。 

 全部についての質疑を行っております。 

 ほかにございませんか。 

〔「ありません」と呼ぶ者あり〕 

○議長（緒方哲哉君） 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終結します。 

 これから討論を行います。 

 本決算に対する反対者の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 次に本決算に対する賛成者の発言を許します。 

 ３番、荒田議員。 

○３番（荒田 博君） ３番。平成26年度甲佐町水道事業会計決算書に関してはですね、

何ら異議なく賛成いたしたいと思います。 

○議長（緒方哲哉君） これで討論を終結します。 

 これから採決を行います。 

 認定第５号「平成26年度甲佐町水道事業会計決算について」認定することに御異議ござ

いませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（緒方哲哉君） 異議なしと認めます。よって、本決算については認定すること

に決定いたしました。 

 ここで、先ほどの一般会計決算認定において、質問のあったことについて執行部の答弁

の用意ができたということでございますので発言を許します。 

 建設課長。 

○建設課長（志戸岡 弘君） 先ほど、午前中の本田議員さんからの一般会計歳入歳出

決算時の審議のときに求められました、工事請負別とランク別の請負件数を提出してくれ

ということでしたので、先ほど机の上にお配りしておりますので、報告にかえさせていた

だきたいと思います。よろしくお願いします。 

○議長（緒方哲哉君） 福祉課子ども・障がい福祉係長。 

○福祉課子ども・障がい福祉係長（美濃田知也君） 午前中の荒田議員の御質問につい

てお答えします。 

 子育て世代臨時特例給付金につきましては、対象者が1,200名で支給率が100％です。 

 また、臨時福祉給付金につきましては、対象者3,044名で、申請受給者は2,960名です。

申請されなかった方は84名です。84名の方々には郵便による申請勧奨を２回、電話での申

請依頼を行っております。 

 以上です。 
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○議長（緒方哲哉君） 総務課長。 

○総務課長（内山 洋君） それでは、私のほうから福田議員のほうの御質問ございま

した、城平山の件でございますけれども、こちら平成16年の９月24日付けで町のほうが売

買契約を解除いたしております。それ以降ずっと筆界未定になっておるところでございま

す。筆界未定の時期というのは、ちょっと確定、今の時点でわかりませんけれども、それ

以前からかと思いますけれども、筆界未定のままの状況が続いておるという状況でござい

まして、地権者は甲佐町を含めて４名、４者ございます。 

 面積が１万7,473平方メートル、これは台帳面積でございますけれども、これが筆界未

定の状況になっておるところでございます。 

 いずれにいたしましても県道に木が覆いかぶさっておるというところでございますので、

建設課と協議いたしまして、場合によっては熊本県のほうにもお願いして、そのへんの木

の伐採等検討していきたいというふうに思っておるところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（緒方哲哉君） ５番、福田議員。 

○５番（福田謙二君） はい、５番。今のは、この地権者が４人おられるということで

すね。この中に甲佐町も入ってるということですかね。 

○総務課長（内山 洋君） そうです。 

○５番（福田謙二君） 解除といいますと、それはどういう意味になっとんですかね。 

○議長（緒方哲哉君） 総務課長。 

○総務課長（内山 洋君） こちらは昭和59年の３月３日に、甲佐町と栄新建設さんの

ほうで売買契約を締結をしております。その後、土石の採取を完了された後、整地した後

にその一部の残地について町に引き渡しをするということになっておりますけれども、そ

の土石の採取が進まずにですね、最終的には契約の不履行ということで、町のほうが契約

を解除しておるのが平成16年の９月24日付けで行っておるということで、そのままの状態

になって、筆界未定のままの状態で、今のままで残ってきておるというような状況でござ

います。 

○議長（緒方哲哉君） ５番。 

○５番（福田謙二君） そのままということですね。ということは、町有地があっても

そのままでいいものか、今後どうするべきか、町のほうはどう考えておっとかですね、そ

こを町長いいですかね。このままでいいですかね。なんかいい方法があるならですね、前

に進んでどうにかやったほうがいいんじゃないかと思うんですけども。 

○議長（緒方哲哉君） しばらく休憩します。 

────────────── 

休憩 午後３時40分 

再開 午後３時41分 

────────────── 

○議長（緒方哲哉君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 
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 町長。 

○町長（奥名克美君） これまでの経緯といいますか、今どういう状況になっているか

を、まず総務課長から説明をいたさせます。 

○議長（緒方哲哉君） 総務課長。 

○総務課長（内山 洋君） 経緯につきましては、先ほど概略申し上げましたところで

ございますけれども、その城平山の土地につきまして、昭和59年の３月３日に栄新建設と

土地売買契約を締結をして、売り渡しをしたところでございます。 

 これは売買条件として、昭和60年の２月28日までに土石の採取を完了し、整地してそし

て残地の部分を町に引き渡すことになっておったところでございます。 

 その時点で、土地の所有権が移転することになっておりましたけれども、その間、売買

代金は保証金として甲佐町が預かることになっておりました。 

 しかし、その後、土石の採取が進まずに６回にわたり契約変更を行い、契約の履行を促

してきましたけれども、進展がないために先ほど申しましたとおり、平成16年の９月24日

付けで契約条件不履行により解除通知を行って、保証金も町のほうが没収をしております。 

 地籍調査の際には土地の境界確定ができない状態でございましたので、現在まで筆界未

定となっておるというところです。 

 町のほうとしても早急に関係者の皆さん方に協議を行って、境界を確定させたいという

ことでお話しをしてきましたけれども、なかなか相手方が応じていただけませずに現在の

状態になっておるということで、町としては今、状況を見ておるというふうな状況でござ

います。これまでも何回ともなくお願いはしてきておりますけれども、なかなか進んでき

ていないということでございます。 

 以上でございます。 

○議長（緒方哲哉君） いいですか。 

○５番（福田謙二君） よかたい。 

────────────── 

 日程第７ 承認第４号 専決処分の報告及び承認について 

○議長（緒方哲哉君） それでは続きまして、日程第７、承認第４号「専決処分の報告

及び承認について」を議題とします。 

 提出者の説明を求めます。 

 総務課長。 

○総務課長（内山 洋君） それでは、承認第４号について御説明を申し上げます。 

 専決処分の報告及び承認について、地方自治法第179条第１項の規定により別紙のとお

り専決処分したので、同条第３項の規定により、これを報告し承認を求めるものでござい

ます。 

 平成27年９月11日提出、町長名でございます。 

 次のページをお願いいたします。 

 専第４号、専決処分書、地方自治法第179条第１項の規定により下記事項を専決処分す
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る。 

 平成27年７月23日、町長名でございます。 

 記。 

 １、平成27年度甲佐町一般会計補正予算第２号。 

 次の次のページをお願いいたします。 

 １ページをお願いいたします。 

 平成27年度甲佐町の一般会計補正予算第２号は次に定めるところによります。 

 歳入歳出予算の補正。第１条歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ5,165万円を追加

し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ61億7,012万8,000円としております。 

 ２、歳入歳出予算の補正の款、項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳

出予算の金額は第１表歳入歳出予算補正によります。 

 地方債の補正第２条。地方債の追加は第２表、地方債補正によります。 

 平成27年７月23日。町長名でございます。 

 次のページをお願いいたします。 

 第１表、歳入歳出予算補正。歳入です。 

 款12、分担金及び負担金に81万円を追加し、１億1,181万1,000円としております。 

 １の負担金です。 

 款14、国庫支出金に1,955万7,000円を追加し、10億7,303万1,000円としております。 

 １の国庫負担金です。 

 款15、県支出金に815万円を追加し、６億7,482万2,000円としております。 

 ２の県補助金です。 

 款18、繰入金に923万3,000円を追加し、４億8,212万4,000円としております。 

 １の基金繰入金です。 

 款21、町債に1,390万円を追加し、５億270万円としております。 

 １の町債です。 

 歳入合計補正前の額61億1,847万8,000円に5,165万円を追加し、61億7,012万8,000円と

しております。 

 次のページをお願いいたします。 

 歳出です。 

 款２、総務費に400万円を追加し、８億1,776万8,000円としております。 

 ２の徴税費です。 

 款10、災害復旧費に4,765万円を追加し、4,765万4,000円としております。 

 １の農林水産施設災害復旧費。２の公共土木施設災害復旧費です。 

 歳出合計補正前の額61億1,847万8,000円に、5,165万円を追加し、61億7,012万8,000円

としております。 

 次のページをお願いいたします。 

 第２表、地方債補正です。 
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 １の追加です。 

 起債の方法、利率、償還の方法は変更がございませんので省略をさせていただきます。 

 起債の目的が災害復旧事業。限度額が1,390万円です。 

 以上で説明を終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。 

○議長（緒方哲哉君） これより質疑を行います。 

 質疑については、本予算全部についてお願いいたします。 

 何か質疑ありませんか。 

 本予算全部について質疑をお願いいたします。 

 荒田議員。 

○３番（荒田 博君） はい、３番です。恐らくですね、台風被害等のそういった部分

で専決処分されたのかなと思いますが、先週ですかね、台風被害の報告は受けております

けども、各行政区等の取りまとめが終わってるのかどうか、その点をお尋ねいたします。 

○議長（緒方哲哉君） 産業振興課長。 

○産業振興課長（鳴瀬美善君） 台風被害ということで、取りまとめということでござ

います。 

 ９月の11日現在で、取りまとめを終了させております。その結果といたしまして、前回、

全員協議会のほうで、御報告を申し上げました数字が、……。 

 （「マイクは入っとるけどね」と呼ぶ者あり」） 

○産業振興課長（鳴瀬美善君） 入ってますか、いいですかね。済みません。 

 前回、被害額の総計ということで、7,231万6,000円ということでおつなぎをしておりま

した。その後に各集落に対して取りまとめを今行っているところですということで御報告

を申し上げておりました。その結果として、９月の11日で取りまとめたところで、ちょっ

と数字をおつなぎをいたします。 

 新しく出てきた数字でございますけど、野菜についてが、きゅうりが0.15ヘクタールで

すので、一反五畝の被害ということで、もっと出てくるのかなと思いましたけど、なかな

か皆さん方からの調査の結果で上がってこなかったということでございます。 

 ただ、金額に一応換算いたしましたけど、野菜につきましての増額が112万6,000円の増

額です。 

 それと次上がってきましたのが、施設のハウスでございますけど、ビニールハウスにつ

いてが、前回は1,030万円ということで御報告しておりましたけど、770万円の被害の増額

ということで、最終的には8,114万2,000円で、882万6,000円の増額ということで県のほう

には報告を上げたところでございます。 

 以上です。 

○議長（緒方哲哉君） ３番。 

○３番（荒田 博君） はい、３番です。わかりました。800万円か900万円ぐらいの増

のところぐらいですかね、わかりました。 

 それと関連で質問してよろしいですか。済みません。 
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 台風15号の避難場所。避難された方も多数いらっしゃると思いますけれども、停電が、

台風が来てから去った後１日停電したりとか、２日停電したりというような状況でござい

ました。そういうところで、避難場所は台風の来た日に避難場所の開放が行われましたけ

ども、帰られて帰宅された方等で、停電で生活に支障が、困難になられる方もいらっしゃ

るのではないかと、そういうことで、そういう状況であれば、また避難場所の開設等も検

討に入れていただきたいなと思いますけれども、避難場所等の停電対策等そのあたりも十

分対応されているのかどうか、その２点お尋ねいたします。 

○議長（緒方哲哉君） くらし安全推進室長。 

○くらし安全推進室長（清水 明君） 今回の台風では、長時間にわたる停電の家屋が

多数ございました。 

 議員御指摘のとおり、当日の避難所の閉鎖は８時半に４所を閉鎖し、もう１カ所につき

ましては、25日の16時に閉鎖しております。そういう自宅に帰られて停電で生活に不便を

来す方を考えれば、今後の対応として、長期停電にわたる場合は避難所の開設を継続する

ということも考えたいと思っております。 

 次に２点目の避難所のいわゆる電源対策でございますけども。現在、鮎縁ですね、鮎縁

につきましては、先般、昨年度ですかね、太陽光と蓄電池を整備してもらっております。

それと甲佐中学校ですね。それと本年度はこれにプラス４カ所、白旗を除きますふれあい

福祉センター、それともう１カ所は町民センターですね。それと、ろくじ館の４カ所を、

平成27年度に太陽光と蓄電池を整備してございます。 

 ですから、町で避難所を開設する場合にですね、こういう施設も、そういう停電に対応

できる施設でございますので、今後はそういう家に帰られて生活に支障を来すような世帯

がございましたら、避難所の開設の継続も検討したいと思っております。 

 以上です。 

○議長（緒方哲哉君） ほかにございませんか。 

〔「ありません」と呼ぶ者あり〕 

○議長（緒方哲哉君） ないようでございます。質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終結します。 

 これから討論を行います。 

 本案に対する反対者の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 次に本案に対する賛成者の発言を許します。 

 ３番、荒田議員。 

○３番（荒田 博君） はい、３番。承認第４号、専決処分の承認についてでございま

すけれども、緊急を要する部分での補正予算だったと思いますので、何ら異議なく賛成い

たします。 

○議長（緒方哲哉君） これで討論を終結します。 

 これから、承認第４号「専決処分の報告及び承認について」を採決いたします。 
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 本案は原案のとおり承認することに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり承認されました。 

────────────── 

 日程第８ 報告第２号 甲佐町土地開発公社の清算報告について 

○議長（緒方哲哉君） 日程第８、報告第２号「甲佐町土地開発公社の清算報告につい

て」を議題とします。 

 提出者の説明を求めます。 

 企画課長。 

○企画課長（西坂 直君） 報告第２号について御説明申し上げます。 

 報告第２号、甲佐町土地開発公社の清算報告について。 

 地方自治法第243条の３第２項の規定に基づき、甲佐町土地開発公社の清算状況を別紙

のとおり報告いたします。 

 平成27年９月11日提出、町長名です。 

 次の次のページ、１ページ目をお願いいたします。 

 収支状況につきましては、本土地開発公社の解散日までのものと、その後の清算期間中

のものとで２段階で作成をしておりますので、まず平成26年４月１日から本公社の解散日

であります平成27年３月２日までの収支状況について説明をいたします。 

 １、平成26年４月１日現在の資産及び負債等の状況。 

 資産の部です。 

 現金及び預金1,668万9,652円。これには基本財産の100万円を含みます。 

 土地等不動産その他の財産はございません。 

 次に負債の部です。 

 こちらは借入金、その他の負債とも０円でございます。 

 ２、解散までの収支状況について。 

 収入です。繰越金1,668万9,652円。受取利息3,379円。合計1,669万3,031円です。 

 支出です。人件費といたしまして、監査時と理事会開催時の監査員報酬といたしまして、

１万300円。公祖公課費といたしまして、法人県民税、法人町民税で７万1,000円。合計の

８万1,300円となりまして、差引の金額が1,661万1,731円となります。 

 ２ページ目をお願いいたします。 

 次に清算期間中の収支状況になります。中段の２の清算期間中の収支状況について御説

明いたします。 

 これは解散翌日から清算結了日の平成27年６月18日までの分になります。 

 まず、収入は繰越金1,661万1,731円。受取利息1,085円。合計1,661万2,816円です。 

 支出は、人件費として監査時の報酬２万600円。公租公課費として、法人県民税と法人

町民税で６万5,000円。役務費として、官報への掲載料や登記に係る経費等で９万8,332円。
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合計の18万3,932円となり、差し引きの金額が1,642万8,884円となります。 

 次のページをお願いいたします。 

 清算書です。先ほど説明いたしました、結了時点の残余財産額が1,642万8,884円となり、

この残余財産は当公社定款の第26条第２項の規定を準用いたしまして、甲佐町に帰属する

こととなります。 

 ７ページをお願いいたします。 

 ６月18日に、監事お２人に本公社の清算書について監査をお願いし、承認をいただいた

ところであります。 

 最後に８ページをお願いいたします。 

 解散に伴います、関連事務経過について主なものを御説明いたします。 

 上から３行目。平成26年12月９日です。平成26年12月の議会定例会におきまして、解散

議決をいただき、５行目、27年１月28日に県へ解散認可申請を行い、３月２日に県から解

散認可通知をいただきました。この日が解散日となります。 

 ４行飛びまして、平成27年３月30日から４月１日まで３日間官報のほうに掲載をいたし

まして、ほかに債権者がいないのかということで告示をしております。そして、どなたか

らも申し出がなかったことから、６月22日に残余財産の1,642万8,884円を定款の規定によ

りまして、甲佐町へ引き渡しております。 

 そして、２行飛びまして、６月26日、清算結了の登記を完了し、平成27年７月８日に熊

本県及び町へ清算結了に伴う法人の異動届をいたしまして、すべての事務手続きを終了し

たものであります。 

 以上で、甲佐町土地開発公社の清算について報告を終わらせていただきます。 

○議長（緒方哲哉君） これより質疑を行います。 

 何か質疑ありませんか。 

 ありませんか。 

〔「ありません」と呼ぶ者あり〕 

○議長（緒方哲哉君） ありませんということで、質疑なしと認めます。 

 以上で、報告第２号「甲佐町土地開発公社の清算報告について」を終わります。 

 しばらく休憩します。 

────────────── 

休憩 午後４時05分 

再開 午後４時15分 

────────────── 

○議長（緒方哲哉君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 先ほど災害関連の中で、くらし安全推進室長のほうから訂正の申し出があっております。 

 これを許します。 

 くらし安全推進室長。 

○くらし安全推進室長（清水 明君） 大変失礼しました。 
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 避難所の太陽光と蓄電池の整備の件で、先ほど私は白旗を除くふれあい福祉センターと

言いましたけども、乙女を除くふれあい福祉センターでございます。 

 それとですね、中学校につきましても、本年度整備ということになります。 

 申しわけありませんでした。 

 以上です。 

────────────── 

 日程第９ 報告第３号 財政健全化判断比率等の報告について 

○議長（緒方哲哉君） 日程第９、報告第３号「財政健全化判断比率等の報告につい

て」を議題とします。 

 提出者の説明を求めます。 

 総務課長。 

○総務課長（内山 洋君） それでは、報告第３号について御説明を申し上げます。 

 報告第３号、財政健全化判断比率等の報告について。 

 地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１項及び第22条第１項の規定により、

別紙のとおり監査委員の意見を付して報告するものでございます。 

 平成27年９月11日提出、町長名でございます。 

 この報告第３号につきましては、３ページ目以降に審査意見書を添付しております。そ

の意見書の最後のページをお開き願いたいと思います。一番最後のページでございます。 

 一番最後のところで、一番下でございますけれども、（３）是正改善を要する事項とい

うところでございます。読み上げさせていただきます。 

 特に指摘すべき事項はないが、次のとおり要望するということでございます。 

 ３行飛ばしまして、下から３行目でございますけれども、健全化判断比率における現在

の状況を保つためにも、これらの健全化判断比率にはあらわれない、経常収支比率の数値

なども十分考慮した上で、徹底した行財政改革に取り組み、健全な財政運営に努められた

いというような御意見をいただいておるところでございます。 

 それでは、２ページ目にお戻りいただきたいと思います。 

 それでは、２ページ目の健全化判断比率の状況について御説明を申し上げます。 

 平成26年度の決算に基づきまして、地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第

１項の規定による４つの指標であります、実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費

比率、将来負担比率と下段の表の財政健全化法第22条第１項の規定に基づく資金不足比率

の状況を記載いたしておるところでございます。 

 まず、上段の表の網掛けの部分を御覧いただきたいと思います。 

 実質赤字比率は一般会計の状況を、連結実質赤字比率は水道事業会計を含む会計の状況

を示すものでございます。いずれも赤字ではありませんので、赤字比率は出ておりません。 

 次に実質公債費比率に関しましては、標準財政規模に対する地方債の返還額の大きさを

あらわしたもので、平成26年度は6.8％になっており、平成25年度が7.7％でしたので、

0.9％減となっております。 
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 次に将来負担比率でございますけれども、将来負担比率は水道事業会計も含めた町の借

入金の残額や、仮に役場職員が一度に退職した場合に支払うべき全職員分の退職手当の総

額などの負債の額の標準財政規模を基本とした額に対する割合を示したものでございます。 

 平成26年度は43.1％で、6.2％上昇をしておるという状況でございます。 

 ただいま御説明いたしましたが、各比率がその下の段の早期健全化基準、これは15.0％、

20.0％、25.0％、350％というところでございますけれども、これを超えますと黄色信号

になり、財政健全化計画の策定が義務付けられることになり、さらにその下の財政再生基

準を超えますと赤信号となりまして、財政再生計画の策定が必要となり、地方債の発行が

制限をされ、最小限の期間内に早期健全化基準未満にすることなどの計画を定めなければ

なりません。 

 次に、水道事業会計の資金不足比率の状況においても、資金不足比率の欄は数字が出て

きておりません。一番下の表の網掛け部分であります、資金不足額の三角がついて、マイ

ナスの１億6,908万8,000円となっておりますので、資金不足は生じていない状況でござい

ます。 

 このように本町では、平成26年度決算におけるいずれの指標においても基準を下回って

おるところでございます。ただ、今後の建設工事等の実施により、地方債の増加や、扶助

費の増加などによっては、厳しい財政状況が続くものと考えられ、財政の健全化に引き続

き努めてまいりたいというふうに考えておるところでございます。 

 以上で説明を終わらせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 

○議長（緒方哲哉君） 質疑の前に、会議規則第８条により、時間を延長いたします。 

 これより質疑を行います。 

 何か質疑ありませんか。 

 報告第３号の件について、質疑ございませんか。 

〔「ありません」と呼ぶ者あり〕 

○議長（緒方哲哉君） 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終結します。 

 以上で、報告第３号「財政健全化判断比率等の報告について」を終わります。 

────────────── 

 日程第10 議案第29号 甲佐町保健委員会設置条例の廃止について 

○議長（緒方哲哉君） 日程第10、議案第29号「甲佐町保健委員会設置条例の廃止につ

いて」を議題とします。 

 提出者の説明を求めます。 

 総合保健福祉センター所長。 

○総合保健福祉センター所長（井上美穂君） 議案第29号について御説明を申し上げま

す。 

 議案第29号、甲佐町保健委員会設置条例の廃止について。 

 甲佐町保健委員会設置条例を廃止することとする。 
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 平成27年９月11日提出、町長名でございます。 

 提案理由は省略させていただきます。 

 次のページをお願いいたします。 

 甲佐町保健委員会設置条例を廃止する条例。甲佐町保健委員会設置条例は廃止する。 

 附則。 

 施工期日。 

 １、この条例は交付の日から施工する。 

 甲佐町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正。 

 ２、甲佐町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を次の

ように改正する。 

 別表第１中、保健委員日額6,300円を削る。 

 次のページからは廃止する条例と改正する条例の新旧対照表を資料として添付していま

すので、そちらのほうで御説明をさせていただきます。 

 次のページ、説明資料１を御覧ください。 

 今回、廃止いたします保健委員会設置条例は、昭和52年に町民の健康の増進を図り、あ

わせて住民福祉の向上を目的として制定されたものです。 

 第４条の任務の内容を見ますと、廃棄物の処理等や犬の登録が当センターの所管でなさ

れていたときのままになっており、また、既に事業を終了しているもの、あるいは法律に

より実施しているものがあります。 

 さらに、健康増進等の任務につきましても、国保運営協議会や歯科保健対策委員会、ま

たは地域包括支援センター運営協議会で審議をされていますので、今回、この保健委員会

設置条例を廃止するものです。 

 最後のページ、説明資料２につきましては、甲佐町特別職の職員で非常勤のものの報酬

及び費用弁償に関する条例新旧対照表です。 

 現行の保健委員日額6,300円を改正案で削っております。 

 以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。 

○議長（緒方哲哉君） これより質疑を行います。 

 何か質疑ありませんか。 

〔「ありません」と呼ぶ者あり〕 

○議長（緒方哲哉君） 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終結します。 

 これから討論を行います。 

 本案に対する反対者の発言を許します。 

〔「ありません」と呼ぶ者あり〕 

 次に本案に対する賛成者の発言を許します。 

 12番、中村議員。 

○12番（中村幸男君） 議案第29号、甲佐町保健委員会設置条例の廃止につきましては
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ですね、ちゃんと詳しく説明がありまして、何の異議なく賛成いたします。 

○議長（緒方哲哉君） これで討論を終結します。 

 これから、議案第29号「甲佐町保健委員会設置条例の廃止について」を採決いたします。 

 本案は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

────────────── 

 日程第11 議案第30号 甲佐町個人情報保護条例の一部改正について 

○議長（緒方哲哉君） 日程第11、議案第30号「甲佐町個人情報保護条例の一部改正に

ついて」を議題とします。 

 提出者の説明を求めます。 

 企画課長。 

○企画課長（西坂 直君） 議案第30号について御説明申し上げます。 

 甲佐町個人情報保護条例の一部改正について。 

 甲佐町個人情報保護条例の一部を次のとおり改正するものであります。 

 平成27年９月11日提出、町長名です。 

 提案理由につきましては、省略させていただきます。 

 次のページをお願いいたします。 

 甲佐町個人情報保護条例の一部を改正する条例。 

 甲佐町個人情報保護条例、平成15年甲佐町条例第２号の一部を次のように改正する。 

 以下に今回の改正を示しておりますけれども、添付をしております資料により説明をし

たいと思いますがよろしいでしょうか。 

 （「はい」と呼ぶ者あり） 

○企画課長（西坂 直君） ありがとうございます。 

 それでは、資料により説明いたします。資料は、資料１に新旧対照表を、資料２に一部

改正の要旨を添付しております。資料２で主に説明をいたしますが、資料１の新旧対照表

も一緒に御覧になっていただきたいと思います。 

 では、資料２を御覧ください。 

 まず、１番目に今回の改正の理由についてを記載しております。読み上げます。 

 平成25年５月31日に交付された、行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号

の利用等に関する法律（以下番号法と省略いたします）の施行に伴い、番号法との整合を

図るために甲佐町個人情報保護条例の一部を改正する必要があります。 

 ２番目に、番号法における個人情報の保護については、下の段落、そこで、からの段落

を御覧ください。 

 番号法では特定個人情報の取り扱いが適正に行われるよう、国によって個人情報の取り

扱いを定めた行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律等の特則を定め、一般の個
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人情報よりもさらに手厚い保護措置を講じております。 

 この国の番号法の措置に準じまして、町の個人情報保護条例でも、以下、次のページ以

降に示しておるところでございます。 

 次のページをお開きください。 

 まず、第２条に、特定個人情報と情報提供等記録の定義を追加をしております。 

 特定個人情報とは、個人番号をその内容に含む個人情報となります。 

 情報提供等記録とは、情報提供ネットワークシステムによる情報提供等における特定個

人情報に関する操作記録になります。 

 ２つ目に、特定個人情報が定義されたことにより、特定個人情報と個人情報との関係性

を明確化をしております。特定個人情報を含む個人情報としての取り扱いを行う条項は第

１条の条例の目的の条項、以下第３条、第９条、第12条、第25条から第32条までとしてお

ります。 

 また、特定個人情報を含まない個人情報としての取り扱いを行う条項としまして、第８

条の特定個人情報以外の個人情報の利用及び提供の制限の条項、それと第10条、第34条に

しております。 

 次に、特定個人情報の目的外利用の制限に関する規定を、第８条の２として追加をして

おります。本文では、特定個人情報は利用目的以外には利用してはならないとしておりま

して、ただし書きの中で、目的外利用が認められる場合を記載しております。 

 この認められる場合ということで、個人の生命、身体または財産の安全を守るため必要

がある場合であって、本人の同意があり、または本人の同意を得ることが困難であるとき

は目的外利用が認められるというふうにしております。 

 次のページをお願いいたします。 

 ４つ目に、特定個人情報の提供の制限に関する規定を、第８条の３として追加をしてお

ります。 

 番号法の第19条各号に掲げられた場合。内容といたしまして、情報提供ネットワークシ

ステムによる提供、条例で定めた同一地方公共団体内の他の機関での提供を除き、提供し

てはならないというふうに定めております。 

 ５つ目に、開示請求を行うことができる代理人に関する規定を第12条第２項に追加をし

ております。 

 開示請求権があるものは、①に自己に係る個人情報は未成年者、成年被後見人の法定代

理人に。 

 ②といたしまして、自己に係る特定個人情報は未成年者、成年被後見人の法定代理人か、

本人の委任代理人としております。 

 ６つ目に、特定個人情報に係る開示決定等の期限を第19条に追加をしております。 

 個人情報につきましては、今までどおり15日以内としておりますけれども、特定個人情

報につきましては、30日以内というふうにしております。 

 ７つ目に、特定個人情報に係る、訂正決定等の期限を第27条に追加をしております。 
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 個人情報につきましては、今までどおり60日以内でございますが、特定個人情報につき

ましては、30日以内というふうにしております。 

 それと最後に、情報提供等記録の訂正決定に基づく情報提供等記録の訂正に関する書面

通知の規定を第27条の２として追加をしております。 

 議案のほうの戻っていただきたいと思います。 

 議案の最後のページをお願いいたします。 

 ３行目に附則といたしまして、この条例は平成27年10月５日から施工するというふうに

定めております。 

 以上、説明をいたしましたけれども、これまではこの個人情報保護条例には個人情報の

取り扱いについてしか規定されていませんでしたけれども、今回番号法の施行に伴いまし

て、特定個人情報が明記されましたので、この取り扱いを追加したものでございます。 

 どうぞよろしくお願いいたします。 

○議長（緒方哲哉君） これより質疑を行います。 

 何か質疑ありませんか。 

 ３番、荒田議員。 

○３番（荒田 博君） 個人情報とその特定個人情報、まず特定個人情報というのはど

ういうものが含まれるのか、そのあたりを教えてもらっていいですか。 

○議長（緒方哲哉君） 企画課長。 

○企画課長（西坂 直君） 個人情報といいますのは、事務でいいますと、例えば住民

課のほうで管理をしております住基情報が個人情報となりまして、今回番号法によりまし

て、各個人ごとに個人番号を割り当てます。その個人番号と個人情報がくっついたものと

いうふうに考えていただくとよろしいかと思います。これが特定個人情報になるというふ

うになります。 

○議長（緒方哲哉君） ほかにありませんか、質疑。 

 11番。 

○11番（本田 新君） 簡単な認識で、いわゆる番号法、よくテレビでいわれるマイナ

ンバー法なんですかね。その個人情報を、それをセイフティネット、守るための今回この

条例のということで理解してよろしいんですか。 

○議長（緒方哲哉君） 企画課長。 

○企画課長（西坂 直君） 先ほどの説明の最後のほうに申しましたけれども、これま

での個人情報保護条例は個人情報についてのみの規定で保護するようにしてましたけれど

も、特定個人情報、マイナンバーができたということで、それに係る特定個人情報も保護

するということでの今回の改正でございます。 

○議長（緒方哲哉君） ほかに質疑ありませんか。 

〔「ありません」と呼ぶ者あり〕 

○議長（緒方哲哉君） ないようでございます。質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終結します。 
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 これから討論を行います。 

 本案に対する反対者の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 次に本案に対する賛成者の発言を許します。 

 11番、本田議員。 

○11番（本田 新君） 議案第30号、甲佐町個人情報保護条例の一部改正についてでご

ざいますが、今、担当課長のほうから説明がありましたとおり、番号法の施行によりさら

に充実して個人情報を守るという条例であろうというふうに認識いたしましたので、本案

に賛成をいたします。 

○議長（緒方哲哉君） これで討論を終結します。 

 これから、議案第30号「甲佐町個人情報保護条例の一部改正について」を採決いたしま

す。 

 本案は原案のとおり決定することに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

────────────── 

 日程第12 議案第31号 甲佐町指定金融機関の指定について 

○議長（緒方哲哉君） 日程第12、議案第31号「甲佐町指定金融機関の指定について」

を議題といたします。 

 提出者の説明を求めます。 

 会計課長。 

○会計課長（田上洋子君） 議案第31号について御説明申し上げます。 

 議案第31号、甲佐町指定金融機関の指定について。 

 詳細については、先の全員協議会で御説明をしましたとおりでございます。 

 地方自治法第235条第２項及び同法施行令第168条第２項の規定により、甲佐町公金の収

納及び支払いの事務を取り扱わせる金融機関を、下記のとおり指定するものであります。 

 記。 

 指定金融機関、株式会社肥後銀行です。 

 平成27年９月11日提出、町長名です。 

 提案理由といたしまして、地方自治法第235条第２項及び同法施行令第168条第２項の規

定により指定金融機関を指定するためには議会の議決を経る必要があるため、今回お願い

するものであります。 

 どうぞよろしくお願いします。 

○議長（緒方哲哉君） これより質疑を行います。 

 何か質疑ありませんか。 

〔「ありません」と呼ぶ者あり〕 
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○議長（緒方哲哉君） ありませんね。質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終結します。 

 これから討論を行います。 

 本案に対する反対者の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 次に本案に対する賛成者の発言を許します。 

 12番、中村議員。 

○12番（中村幸男君） 議案第31号、甲佐町指定金融機関の指定につきましては、地方

自治法に基づいた指定機関の指定でございますし、先だっての、９月の９日だったかな、

全員協議会でも、十二分に説明は聞いております。そういうことで、この指定金融機関の

指定についてはですね、ちょっと遅いという感じもしますがですね、ようやく奥名町長が

決断されて提出されたということで、逆に今までできなかったことを提出されたことを評

価して賛成いたします。 

○議長（緒方哲哉君） これで討論を終結します。 

 これから、議案第31号「甲佐町指定金融機関の指定について」を採決いたします。 

 本案は原案のとおり決定することに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 以上をもって本日の日程は終了いたしました。 

 明日15日は午前10時から本議場において会議を開きます。 

 本日はこれをもって散会いたします。お疲れさまでございました。 

────────────── 

散会 午後４時43分 
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平成27年第３回甲佐町議会（定例会）議事日程 

 

（第３号） 

１．招集年月日  平成27年９月11日 

１．招集の場所  甲佐町議会議場 

１．開会     ９月15日   午前10時00分 議長宣告 

１．閉会     ９月15日   午前11時44分 議長宣告 

 

１．応招議員 

  １番 山 内 亮 一    ２番 佐 野 安 春    ３番 荒 田   博 

  ４番 宮 本 修 治    ５番 福 田 謙 二    ６番 西 坂 和 洋 

  ７番 宮 川 安 明    ８番 緒 方 哲 哉    ９番 本 郷 昭 宣 

  10番 渡 邊 俊 一    11番 本 田   新    12番 中 村 幸 男 

 

１．出席議員 

  １番 山 内 亮 一    ２番 佐 野 安 春    ３番 荒 田   博 

  ４番 宮 本 修 治    ５番 福 田 謙 二    ６番         

  ７番 宮 川 安 明    ８番 緒 方 哲 哉    ９番 本 郷 昭 宣 

  10番 渡 邊 俊 一    11番 本 田   新    12番 中 村 幸 男 

 

１．欠席議員 

  な し 

 

１．出席停止議員 

  ６番 西 坂 和 洋 

 

１．本会議に職務のために出席した者の職氏名 

  議 会 事 務 局 長   岡 本 幹 春   議会事務局事務長  山 本 洋 子 

 

１．地方自治法第 121 条の規定により説明のために出席した者の職氏名 

  町 長  奥 名 克 美   副 町 長   師 富 省 三 

  会 計 管 理 者   田 上 洋 子   総 務 課 長  内 山   洋 

  企 画 課 長  西 坂   直   くらし安全推進室長  清 水   明 

  税 務 課 長  北 畑 公 孝   住 民 生 活 課 長   福 島 明 広 

  総合保健福祉センター所長  井 上 美 穗   町民センター所長  吉 岡 英 二 

  産 業 振 興 課 長   鳴 瀬 美 善   建 設 課 長  志戸岡   弘 

  環 境 衛 生 課 長   橋 本 良 一   会 計 課 長  田 上 洋 子 
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  福祉課介護保険係長  柴 田 郁 子   福祉課社会福祉係長  渡 邉 友 美 

  福祉課子ども・障がい福祉係長   美濃田 知 也   教 育 長  蔵 田 勇 治 

  学 校 教 育 課 長  古 閑   敦   社 会 教 育 課 長  上 田   悟 

  農業委員会事務局長  鳴 瀬 美 善   選挙管理委員会書記長  内 山   洋 

  代 表 監 査 委 員  本 田   進 

 

１．議事日程 

  議長は本日の議事日程を別紙のとおり報告した。 

 

１．会議に付した事件 

  日程第１ 議案第32号 平成27年度甲佐町一般会計補正予算（第３号） 

  日程第２ 議案第33号 平成27年度甲佐町国民健康保険特別会計補正予算（第１号） 

  日程第３ 議案第34号 平成27年度甲佐町介護保険特別会計補正予算（第１号） 

  日程第４ 発議第４号 甲佐町議会会議規則の一部改正について 

  日程第５ 研修報告について（議会運営委員会） 

  日程第６ 議員派遣について 

  日程第７ 総務文教常任委員会からの閉会中の継続審査の申し出について 

  日程第８ 産業厚生常任委員会からの閉会中の継続審査の申し出について 

  日程第９ 議会運営委員会からの閉会中の継続審査の申し出について 
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１．議事の経過 

開議 午前10時00分 

────────────── 

○議長（緒方哲哉君） おはようございます。 

 ただいまの出席議員は11名です。定足数に達しますので、これより本日の会議を開きま

す。 

 本日の議事日程を報告します。 

 本日の議事日程は議席に配付のとおりです。朗読を省略いたします。 

────────────── 

 日程第１ 議案第32号 平成27年度甲佐町一般会計補正予算（第３号） 

○議長（緒方哲哉君） 日程第１、議案第32号「平成27年度甲佐町一般会計補正予算

（第３号）」を議題とします。 

 提出者の説明を求めます。 

 総務課長。 

○総務課長（内山 洋君） それでは、議案第32号について御説明を申し上げます。 

 平成27年度甲佐町一般会計補正予算（第３号）について御説明を申し上げます。１ペー

ジをお願いいたします。 

 平成27年度甲佐町の一般会計補正予算（第３号）は、次に定めるところによります。 

 歳入歳出予算の補正。 

 第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ7,474万8,000円を追加し、歳入歳出予

算の総額を歳入歳出それぞれ62億4,487万6,000円としております。 

 第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、第１表、歳入歳出予算の補正によります。 

 地方債の補正。 

 第２条、地方債の変更は、第２表、地方債補正によります。 

 平成27年９月11日提出、町長名でございます。 

 次のページをお願いいたします。 

 第１表、歳入歳出予算補正。 

 歳入です。 

 款９地方特例交付金に337万8,000円を追加し、637万8,000円としております。１の地方

特例交付金です。 

 款10地方交付金に１億3,791万2,000円を追加し、21億8,791万2,000円としております。

１の地方交付税です。 

 款14国庫支出金から477万9,000円を減額し、10億6,825万2,000円としております。２の

国庫補助金、３の委託金です。 

 款15県支出金から70万3,000円を減額し、６億7,411万9,000円としております。２の県

補助金です。 
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 款18繰入金から２億147万8,000円を減額し、２億8,064万6,000円としております。１の

基金繰入金、２の特別会計繰入金です。 

 款19繰越金に１億187万7,000円を追加し、１億5,187万7,000円としております。１の繰

越金です。 

 款21町債に3,854万1,000円を追加し、５億4,124万1,000円としております。１の町債で

す。 

 歳入合計。補正前の額61億7,012万8,000円に7,474万8,000円を追加し、62億4,487万

6,000円としております。 

 次のページをお願いいたします。 

 歳出です。 

 款１議会費に12万6,000円を追加し、8,875万4,000円としております。１の議会費です。 

 款２総務費に4,222万7,000円を追加し、８億5,999万5,000円としております。１の総務

管理費、２の徴税費、３の戸籍住民登録費です。 

 款３民生費に321万9,000円を追加し、19億1,196万1,000円としております。１の社会福

祉費、２の児童福祉費です。 

 款４衛生費に355万1,000円を追加し、６億939万5,000円としております。１の保健衛生

費、２の清掃費です。 

 款５農林水産業費に796万2,000円を追加し、３億3,685万9,000円としております。１の

農業費、２の林業費です。 

 款６商工費に74万9,000円を追加し、3,528万円としております。１の商工費です。 

 款７土木費に104万4,000円を追加し、８億9,206万9,000円としております。１の土木管

理費、２の道路橋梁費、４の住宅費です。 

 款８消防費は財源内訳の変更で補正額は０円です。 

 款９教育費に517万円を追加し、４億4,214万2,000円としております。１の教育総務費、

３の中学校費です。 

 次のページをお願いいたします。 

 款10災害復旧費に70万円を追加し、4,835万4,000円としております。１の農林水産施設

災害復旧費です。 

 款13予備費に1,000万円を追加し、2,000万円としております。１の予備費です。 

 歳出合計。補正前の額61億7,012万8,000円に7,474万8,000円を追加し、62億4,487万

6,000円としております。 

 次のページをお願いいたします。 

 第２表、地方債補正。１変更です。 

 まず、起債の目的が過疎対策事業です。補正前の限度額３億2,880万円から1,090万円を

追加し、補正後の限度額３億3,970万円としております。 

 次に、臨時財政対策債です。補正前の限度額１億6,000万円から2,764万1,000円を追加

し、補正後の限度額１億8,764万1,000円としております。 
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 起債の方法、利率、償還の方法については変更がございません。 

 以上、説明を終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。 

○議長（緒方哲哉君） これより質疑を行います。 

 最初に、歳出について質疑をお願いいたします。 

 まず、11ページ款１の議会費から15ページ款４衛生費までです。11ページから15ページ、

款４の衛生費までです。何か質疑ございませんか。 

 11ページの議会費から15ページ衛生費までです。何かございませんか。11ページから15

ページまでです。 

 12番、中村議員。 

○12番（中村幸男君） 11ページから15ページの中で、本補正予算については、人件費

あたりがある程度数字が上がってきておる中でですよ、本町のラスパイは、どのくらいの

位置にあるか。郡内、県内あたりでどのくらいの位置、現在でですね。どのような状況で

しょうか。 

○議長（緒方哲哉君） 総務課長。 

○総務課長（内山 洋君） 職員のラスパイレス指数につきましてでございますけれど

も、これは昨年度の数字で、今年度についてはまだ発表が行われていない状況でございま

す。以前にも、甲佐町のラスについては議会の中でもありましたけれども、昨年度につき

ましては甲佐町が90.6という指数でございまして、県下で一番下位にあるという状況でご

ざいます。27年度の発表についてはまだあっておりませんので、最新の状況はまだわかっ

ておりません。 

 以上でございます。 

○議長（緒方哲哉君） 12番。 

○12番（中村幸男君） いや、今まで最下位ちゅうことはなかったと思いますけど。じ

ゃあ、ランクが落ちたということですかね。 

○議長（緒方哲哉君） 総務課長。 

○総務課長（内山 洋君） これまでも下位に近い状況で推移をしておった状況でござ

いますけども、最下位というのはここ数年なかったのではなかったかと思っております。

何市町村か、甲佐町の下位のほうにあった市町村に抜かれたというような状況でございま

す。 

○議長（緒方哲哉君） 12番。 

○12番（中村幸男君） そういうことでですよ、町長をトップに、行財政改革あたりを

一生懸命、担当課長を初め、職員やっておる中でですよね、やっぱりラスパイが県内で一

番下というようなことは、ちょっとやっぱり今後いろいろ、がまださせよという中におい

て、一番最下位というのがどうも気がかりがするので、あえてお尋ねしたんですけど。町

長その点は、まあ今後ですたいね、どのような。財政事情いろいろあるかと思いますけど、

どのようにお考えでしょうか。 

○議長（緒方哲哉君） しばらく休憩いたします。 
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────────────── 

休憩 午前10時13分 

再開 午前10時15分 

────────────── 

○議長（緒方哲哉君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 12番、中村議員。 

○12番（中村幸男君） そういうことで、総務課長、ラスパイの数字を出されるときの

基本ですたいね。高校卒業とか大学卒業とか、いろいろあるかと思いますけど、そういう

基本というのをまず教えていただいて。 

○議長（緒方哲哉君） 総務課長。 

○総務課長（内山 洋君） ラスパイレス指数の算出方法でございますけれども、こち

らは大卒と短大卒、高卒。中学校卒はおりませんので。そういうふうな学歴ごとのそれぞ

れの職員の経験年数ごとに給料額を表に集計して出してまいります。 

 ですので、例えば大学卒程度というのが、甲佐町は今ほとんど高卒程度試験を採用して

おりますけれども、高校卒業して大学まで行って、そして高卒程度試験を受けておる職員

というのがおりますれば、どうしてもその辺は大卒として見ますので、金額的にはどうし

ても下がってくると。高卒で高卒試験を受けて入ってきた者はほとんど国の基準に合って

るような状況でございますので、そこのほうはさほど差がないのかなというところで、学

歴と経験年数とその個人個人の給料をそれぞれ段階ごとに集計して、指数を出すという状

況でございます。 

 以上でございます。 

○議長（緒方哲哉君） 奥名町長。 

○町長（奥名克美君） 若干、ただいま総務課長が説明した内容と重複する点もあるか

もしれませんけれども、これまでの考え方等まず説明した上で御回答を申し上げたいとい

うふうに思います。 

 今、うちの職員採用の方法のあり方、御存じのとおり、近年、社会人枠という採用方法

をとっております。これについては、経験を生かしたところで、町の職員として頑張って

いただきたいというような思いから、そういった方法を一部とらせていただいてるところ

でありまして、これが同じ世代の職員と比べたときには、最初から職員で入っているわけ

じゃありませんので、若干給与については差額が生じるということが一つの原因かなとい

うこともあります。 

 それと、先ほど総務課長が申しましたとおり、本町においては、行政職、以前は一時期、

大卒行政職としての採用もあったんですけれども、現在は、高卒程度、一般職としての採

用を今現在行っております。 

 これについてはやはり、できる限り甲佐町出身の人に役場職員として頑張っていただき

たいという願い等もありまして、できる限り、それだけ門戸を広げとったほうが入りやす

い状況をつくり出すという考え方から、今そういうやり方をとらせていただいております。 
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 そういうことを総体したところでですね、ラスについては位置的には下位のほうにある

のかなと。ただ、指数的にはですね、以前から比べると若干は上がっているような思いも

しております。 

 今後についても、そういった他町と比べた場合に極端な差があるというのはいかがなも

のかという感じもしますんで、その辺は考慮しながら、昇給については考えているという

やり方をやらせていただいているということで御理解をいただきたいと思います。 

 以上です。 

○議長（緒方哲哉君） 12番。 

○12番（中村幸男君） そういうことで、町長の答弁で十分理解します。そういう中に

おいて、やはり郡内あたりを見ると、山都あたりが一番高いとかいうお話も聞くし、甲佐

町も10年前に比べたら本当に変わってきております。そういうことで今後、やっぱり職員

の方、民間に比べたらですね、大分違いますけど、ますますやっぱりがまだしてもらうた

めにはですね、精いっぱい町長あたりが、財政事情が許すなら、考えていただくようお願

いしておきたいと思います。 

 以上です。 

○議長（緒方哲哉君） ほかにございませんか。 

〔「ありません」と呼ぶ者あり〕 

○議長（緒方哲哉君） ないようでございます。 

 次に15ページ、款５農林水産業費から20ページの款13予備費まで質疑ございませんでし

ょうか。15ページから20ページの予備費まで。 

 ７番、宮川議員。 

○７番（宮川安明君） 16ページ、総合農政対策費の中で農機具導入事業補助金とござ

います。これについて、どこの分かを教えてください。 

○議長（緒方哲哉君） 産業振興課長。 

○産業振興課長（鳴瀬美善君） 今回、補正予算として上程いたしております農機具導

入につきましては、農事組合法人元白旗の農機具導入に対する事業費でございます。 

 以上です。 

○議長（緒方哲哉君） ７番。 

○７番（宮川安明君） これは国・県の支出金とありますけれども、事業名は何ですか。 

○議長（緒方哲哉君） 産業振興課長。 

○産業振興課長（鳴瀬美善君） まず、国・県の補助金で、これは県の単独の補助金で

ございます。名称につきましては、熊本土地利用型農業競争力強化支援事業補助金という

形で、県の補助金がおりてくるものでございます。 

 以上でございます。 

○議長（緒方哲哉君） ７番。 

○７番（宮川安明君） 県の事業ということで、土地利用型農業競争力強化事業という

ことで、じゃあこの事業を実施に当たっての補助要件等があれば、お聞かせいただけませ
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んか。 

○議長（緒方哲哉君） 産業振興課長。 

○産業振興課長（鳴瀬美善君） この補助の要件といたしましては、対象となる作付、

作物でございますけれども、米、麦、大豆が対象の作物となります。補助対象の組織とし

ましてもきまりがございまして、地域営農の組織または農業法人ということで限られた補

助対象、事業主体ということになります。 

 以上でございます。 

○議長（緒方哲哉君） ７番。 

○７番（宮川安明君） 法人ということが出てきたんですけれども、じゃあもう一つ聞

きますけれども、結局県がですよ、事業主体だから県下全てがその法人さんなり、営農組

織なりがですよ、これに手を挙げるわけですよね。そしたらやはり、県としてもその採択

するのにいろんなことが出てくる。例えばこの事業はポイント制というのがあると思うん

です。何ポイントですね、あなたのところはという。そのポイントはどういうことをつけ

られるのかですよ、どういうことがポイントになるのか。結局そのポイントの上位のほう

から県は採択をされるわけでしょう。ですから、そのポイントというのは、どういうこと

があるんですか。 

○議長（緒方哲哉君） 産業振興課長。 

○産業振興課長（鳴瀬美善君） 宮川議員がおっしゃるとおり、この事業についてはポ

イント制で採択に上がっていくものでございます。 

 一応、ポイントとして、今度の元白旗が手を挙げられたポイントについて少し御説明を

申し上げます。 

 まず第１に、新規の立ち上げ加算というポイントがあります。この中には、法人である

ならば５ポイント、それと共同組織であれば４ポイント、共同利用組合ならば２ポイント

というような点数割がされておって、今回の農事組合法人元白旗にについては平成27年４

月に法人を設立されておりますので、ポイント的には５ポイントを獲得したとということ

になります。 

 それと獲得したポイントのみをちょっと御説明いたしますけども、対象機械の加算とい

うことで、今回は大豆の刈り取り作業へのコンバインの導入ということで１ポイントの加

算、それと水田のフル活用加算ということで不耕作地の解消をされるということで、それ

に対してのポイントが３ポイント。それと、農地の高度利用ということで、水稲、麦、大

豆の作付面積の二毛作体系のポイントとして２ポイント、それと組織の高度化加算という

ことで、農事組合を設立されたということで、これも２ポイントがついて現在13ポイント

を獲得されております。 

 最高ポイントはといいますと25点満点で、それの13ポイントでございますけれども、一

番最後に地域振興局の加算というのがございます。私の手元では、そのポイントが県のほ

うで何ポイント入ったかはちょっと定かではありませんけど、そこも踏まえて今度27年の

７月に採択の内示を受けたということでございます。 
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 以上です。 

○議長（緒方哲哉君） ７番。 

○７番（宮川安明君） 今、課長が説明されましたように非常に利用するのには、そう

いうポイントを稼がんといかんと。まして、地域振興局が持ってるポイントも、上益城郡

内の他の町村の分をより持ってこんと、取れんというような状態なんですよね。 

 それはそれでいいんですけども、今後やはり法人化を甲佐町は非常に多く立ち上げてお

ります。そういうところにあっては、私は、農機具導入はこういう事業に向かうべきじゃ

ないかというふうに考えるわけですよね。ただ、そういうポイントとか、地域振興局のポ

イントとかがあるからどうかなと。その辺をクリアするようにしていって、そしてこうい

う事業に持っていくべきじゃないかなというふうに、私個人では考えてますけど、担当課

としてその辺の農機具導入に関しての考えがおありなら、お聞かせ願いませんか。 

○議長（緒方哲哉君） 産業振興課長。 

○産業振興課長（鳴瀬美善君） 農機具導入事業につきましては、今説明を申し上げま

した熊本土地利用型の県の補助事業の５割がございます。御説明したとおりでございます

けど、この県の事業以外にも、国のほうの事業といたしまして、経営体育成支援事業とい

うような事業もございます。これについては補助率が３割でございます。 

 それと、今度はもう一つ、町独自で支援をしています、これは個人の方は無理ですけれ

ども、認定農業者１人を含んだ任意組織３名以上、もしくは法人とか営農組合で対応でき

るよう町の一般財源を利用した４割の補助、この三つの補助で対応していきますけど、な

かなか国・県の補助についてはポイント制もありまして、非常にハードルが高いというよ

うな思いは持っているところではございますが、この三つの補助を利用しながら、農機具

導入には支援していきたいと考えておるところです。 

 以上です。 

○議長（緒方哲哉君） ７番。 

○７番（宮川安明君） 今おっしゃったようにハードルが高いと。国の経営体育成の事

業にしましても３割ということですけども、その残りは融資を受けなくてはいけないと、

多分半分以上ぐらい融資を受けなくちゃいけないんだろうと思います。融資を受けますと、

そこにまた利息が発生するわけですよね。何年間とかいう期間があると思うんですけど。

そうした場合、実質３割にはならんということなんですよね。 

 そういうところもありますし、ハードルが高いといいましても、そこは何とかクリアす

るような形に持っていきいくべきじゃないかというふうに思いますし、今、数多くの法人

が甲佐町に設立されましたけど、法人設立したばかりで非常に、これは自分の考えですけ

ど、経営面で大丈夫かなという考えがあるんですよね。確かに、大豆とか何とかいって計

算上はきちっと利益が出るようになってると思いますけども、ややもすると赤字に転落し

はせんかなという思いがあるんです。その辺の法人の、ちょっと離れるかもしれませんけ

ど、法人の経営ですね、そういうところに関して、どのような認識でおられるかお聞かせ

願えませんか。 
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○議長（緒方哲哉君） 産業振興課長。 

○産業振興課長（鳴瀬美善君） 議員おっしゃるとおり、法人は設立をしたけれどもと

いうことでございますけれども、甲佐町では六つの営農組織が法人を設立しております。

設立した後については経営ということが一番問題になってくるかと思います。 

 現在、国のほうも、先ほどの農機具ではありませんけど、米、麦、大豆、特に麦、大豆、

そば、菜種、こういった戦略作物と言われる作物への支援について、非常手厚い支援を国

は行っているところであります。 

 今回の六つの法人につきましても、やっぱり主力となるのは、米ではなくて、これから

は大豆もしくは裏作の小麦ということで、町としても考えているところでございます。 

 特に、ちょっと大豆について私なりに調べて試算をした数字がございますけれども、大

豆については国のほうの交付金も１反当たり３万5,000円、それと町・県の産地交付金、

それと団地化をすれば、また団地化の加算がつくというようなことで、大豆の作付を一番

有利な形で取り組んだときが10アール当たり13万9,000円、１反当たり13万9,000円という

ような金額までどうにか持っていくことができるんじゃないかということで、町のほうも

勧めているものでございます。それと、裏作の麦を絡めて二毛作の助成金も利用していた

だくならということで思います。 

 米については、ＪＡさんにお尋ねをしておりますけれども、大体収益的には５割ぐらい

の費用がかかると。ただ、大豆につきましては２割ぐらいの経費で、８割ぐらいは利益と

して残るような試算もいただいておるところですので、やっぱり進める方向としては今後

は大豆、麦を中心にして作付体系を整備されていったらということで勧めていく方向でお

ります。 

 以上です。 

○議長（緒方哲哉君） ７番。 

○７番（宮川安明君） 済みません、少し長くなって申しわけないですけど。それはわ

かるんですよね。ただ、経営としてどうかといういことをお聞きしたのは、例えば、今の

上がっているコンバインですよ、800万ですよね。補助金が半分あって仮に400万。その40

0万の利益をどっから出すかということなんです。だから、法人さんが恐らく今自分で、

自分でというか実際に経営されてる面積というのは、平均すると２町か３町までは１法人

あたりさんないんじゃないかなというふうな思いなんです。１町で幾ら利益が出るのかと

いうような話なんですね。だから、もう少し何と言いますか、そのためにはどういうふう

な町としてできる、20万か、法人にやられるというはわかってますけど、そういうことも

あってですね、少し考えがあられるなばと思ってお聞きしたんです。 

 やはり、これは産業振興課だけの問題じゃなくて、私、以前、一般質問でもしましたけ

ども、今、甲佐町、人・農地プランやってます。これは農業だけの問題じゃないと、町長

もそういう答弁されてますけど、これは全てがまちづくりにつながるんだという考えです

ね。そういうところで、そういうスタンスに立って考えていただきたいということは、や

はり企画課長、総務課長あたりも、しっかりとこういう事業については一緒になって考え
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ていただけんだろうかという思いですね。 

 ただ、補助金５割とって、それで、確かにですよ、５割補助なんて世の中にないと思い

ます。ただ、それを取るためには今申しましたようにポイントとか、同じ上益城郡内でも

競争しなくちゃいかんとか、そういうところが出てくるわけですよ。 

 まして、甲佐町は今言いましたように六つも法人を立ち上げてますよ。郡内でも恐らく

そういうことでは先を走ってる。それから、人・農地プランでもそうですよ。やはり県下

でも人・農地プランについても、先のほうを進んでますよ。そういう町だから、しっかり

と今言いましたような、総務課長、企画課長あたりも一緒に、ただ農機具導入の補助金だ

ということじゃなくて、やはりこれはまちづくりのためだと。言いましたように、極論か

ら言いますと400万どうして返すかということなんですよ、法人が。非常に難しいんです

よ、これは。買うのは融資もしてくれますし、買えます。ただ、400万をどうして返済し

ていくかというところに尽きるんですよ。 

 だから、現実とこういうととのギャップがあるからですね、そこをどういうふうに。町

に全てやれというわけじゃないですけども、もう少し、法人にしても人・農地プランにし

ても、町として考えていただけないだろうかなという思いでございます。 

 町長、それについて答弁お願いします。 

○議長（緒方哲哉君） 奥名町長。 

○町長（奥名克美君） 大型機械、農機具の購入の補助については、先ほどから産業振

興課長が申し述べておりますとおり、国の経営体育成の補助、それから県においては熊本

土地利用型の補助、それから町には町の単独の40％の補助と３種類の補助制度があります。 

 それぞれにそれを利用するに当たってはいろんな制約等もありますけれども、一番いい

のは、おっしゃるように国・県の事業に町がある程度の加算をしていけば、町にとっても、

財政的にも有利になりますし、使われる方にとっては非常に使い勝手のいい制度に仕上が

っていくのかなという考え方はあります。 

 ただ、いろんな国・県の制度を使うに当たっても、その制度から漏れる場合の対応につ

いても町としては考えておく必要があるということだろうと思います。 

 それで、マニフェストの中に今回、40項目の政策目標を掲げている中で、農業振興に向

けた各種支援という項目の中で、農事組合法人の経営安定に向けた各種支援をやっていき

ましょうということを掲げさせていただいております。 

 その政策の一つの中に、もう既に実施しておりますけれども、新しく設立をされた農事

組合法人六つの団体に対して20万円の補助、経営安定化に向けた支援を３年間やっていこ

うということをもう既に決定して、これはもう平成27年度の４月から着手しているという

ことであります。 

 その上に立って、実はまたほかの意味での支援ができないかということで、事務事業評

価を行いまして、担当課のほうからも提出された政策に対して協議を行っております。そ

の際に、議員もちょっと触れられましたけれども、50％超える補助が果たして本当にいい

のかどうなのかといった議論もその中でありました。最終的には、町としてじゃあこの農
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業をどう捉えていくのか、その農事組合法人の今後の運営に関してどう町としては考えて

いくのか、こういった考え方も非常に大事なところだろうというような結論に至りました。 

 最終的な結論から申し上げますと、この農事組合法人を立ち上げられたところに限って

は、県の進めております熊本土地利用型の事業に対して、じゃあ町は10％の上乗せ加算を

やろうということを決定したところです。予算的には、今回の補正予算の中には上がって

きませんけれども、既決の予算の範囲の中で対応ができますので、そういった手だてをや

っていくということを決定したことを皆様方にも御承知おきをいただきたいというふうに

思います。 

 以上です。 

○議長（緒方哲哉君） ほかに質疑ございませんか。 

 11番、本田議員。 

○11番（本田 新君） これを私が質問すると今の町長の方針が変わったら困るけれど

も、一つ大豆のこと、甲佐町の農業の特に平坦地区ですね、平坦と中山間と、農業という

のは分けて考えなくてはいけないなと私は思っていて、特に平坦地区では、国県の方針で

ある大豆とか小麦にさらに力を入れて拡大していかなくていけくちゃいけないかなと思う

中でですね、大豆、ちょっと実績としてですよ、もう９月ですので、ことしの転作確認は

終わっとると思いますので、大豆の生産面積ですかね、昨年と比較してどうなのか、その

点をまずお聞かせ願いたいと思います。 

○議長（緒方哲哉君） 産業振興課長。 

○産業振興課長（鳴瀬美善君） お答えいたします。大豆のまず、平成、去年26年度の

実績から御報告申し上げます。 

 昨年の26年度の大豆の作付面積は67万4,903平方メートル、平米、反別で言いますと67

町４反ということでございます。 

 それと今年度27年度の麦の作付、８月１日現在でございますけれども、85万8,237平方

メートル、85町８反ということで、10万3,334平米の平方メートルの10町３反の増につな

がっているところでございます。 

 以上です。 

○議長（緒方哲哉君） 11番。 

○11番（本田 新君） 67町から85町へ増えたということですね。十三、四町かな。計

算間違えたかな。18町か。 

○産業振興課長（鳴瀬美善君） 10町３反。 

○11番（本田 新君） 10町３反ですか。67町から85町へ増える、それはいいとして、

とにかく十何町増えたということでよかですたい。行きましょう、話は。 

 十何町増えたということで、非常に特にこれはやっぱり今年３月かな、昨年から３月に

かけて、転作の座談会で回られて、その中で大豆を作付することが非常に有利なことです

よよいう、部落座談会で、そういった国・県の方針を各部落に伝えられて、そういったこ

とが実ってこのように増えてきたということだろうというふうに私は思います。 
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 そこで、じゃあ、この85町を、今、元白旗が今度導入するけれども、大豆汎用コンバイ

ンというのが、今あるのが津志田、糸田、山出、吉田、そして今度の元白旗で５台という

ことになろうかと思うんですよね。この大豆生産の一番先端を走っとるのがやっぱり嘉島

町。ものすごく、やっぱり嘉島町をちょっと見習わなくてはいけない点があると思います

けれども、嘉島町は大豆面積とか、そこで動いてる汎用コンバインは何台ぐらいなのか、

その点は情報を持っておられますでしょうか。 

○議長（緒方哲哉君） 産業振興課長。 

○産業振興課長（鳴瀬美善君） 嘉島町の状況といたして、ちょっとお尋ねをしておる

ところもあります。 

 まず、嘉島町の27年度の大豆の作付面積からお話ししますけど、面積としては260ヘク

タールです。それで大豆用のコンバイン、汎用型でございますけれども、ＪＡの六嘉に６

台、それと各生産組合が８～９台所有してるということで、合計15台、嘉島町は汎用の大

豆のコンバインを持っておられるということでございます。 

○議長（緒方哲哉君） 11番。 

○11番（本田 新君） そういうところを見ると、やっぱりちょっと比較対象にならな

いぐらい嘉島が多くてですね、甲佐町の５台の汎用コンバインでことしの秋はどうなるの

かなという思いがあって、ちょっと今質問しているところです。 

 それともう一つ、先ほどの７番議員の課長の答弁の中で気になっているのが、反当たり

の13万9,000円とか、14万近くあるというんですけれども、そのうち、団地化した場合、

加算されてるいわゆる団地加算金というのがやっぱり入ってると思うんですね。１万

7,000円、反当たりですね。じゃあ甲佐町の団地化は進んどるのか、進んどらんのか、そ

こがまた私は今後の課題だろうと思っているんですよ。 

 一番甲佐町で、見たところ進んでるのがやっぱり山出地区、これはかなり進んでて、見

た感じも、米をつくってる地域と大豆をつくってる地域が完全にセパレート、分けてあっ

て、非常に嘉島あたりとほとんど変わらないような形でやっとるし、作付も上手にやって

おられる。だから、かなりの反収が上がっているんじゃないかなと思いますけれども、ほ

かでは団地化が進んどるのか、進んどらんのか、課長の目にはどのように映っております

でしょうか。 

○議長（緒方哲哉君） 産業振興課長。 

○産業振興課長（鳴瀬美善君） おっしゃるとおり団地化をすれば、そういった団地化

加算金も加算されてくるということでございます。 

 現在でわかっているのは、27年度についての団地化はちょっとわかりませんけど、26年

度の大豆の団地化については34％でございました。 

 今、山出というようなことで、山出についても法人化をされております。今現在、まだ

27年度の団地化は数字的にはマップに落としてみらんと、はっきりしたことはわかりませ

んけれども、それぞれの法人、特に山出の法人につきましても、昨年の大豆の作付に比べ

て今年度は４町２反ほど大豆の作付が増えてきております。 
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 お話を聞いた中では、やっぱり推計的に共同して団地化を進めていくと、有利なところ

で大豆をみんなで作付体系を確立していきますというようなお話は聞いております。 

 そういったことでほかの、あと残りの五つの法人につきましても、それぞれが全て経営

面積を26年に対して27年度は拡大をされてきているという数字は手元に持っております。 

 以上です。 

○議長（緒方哲哉君） 11番。 

○11番（本田 新君） そこで、今度の町の課題は団地化で、団地化をですね、私は向

かわせて、もっと続けようと思いますので、次の議会でも詳しく話をお聞かせ願いたいと

思いますけども、一つ、ぜひともですね、マップ、地図に落としてですね。各地区で来年

行われるであろうその部落座談会でですよ、マップに、地図を落としてですね、それを持

っていって、やはりその地区の、いわゆるその地域の法人の代表の方だとか、区長さん初

め、村の農業を一生懸命やっておられる方々を交えてですよ。反当たり１万7,000円とい

うお金が、団地化すれば出るんですし、また稲作と米、大豆を隣同士で植えたらやっぱり

大豆のほうに水が入って、大豆の生産量が落ちるんですよ。そういったことで、やっぱり

二重、三重にやっぱりセパレート、団地化したほうが、利益につながるということはもう

明らかなことだと思いますので、ひとつ今度は、団地化に向けてですよ、頑張っていただ

いてですね、もちろんハード面の充実、それとそういった生産者に意識改革を促して団地

化をさらに進めていって、そしてもう一つ二毛作、小麦も植えてもろうて、そういったこ

とでですね。そういったことを来年行われる座談会で、ひとつ大いに、地域に持っていっ

て、町からの支援とかも含めて、そういった指導体制とか、そういったのをやって、話を

交えていってもらいたいなということをひとつ要望して質問を終わりたいと思います。 

○議長（緒方哲哉君） 産業振興課長。 

○産業振興課長（鳴瀬美善君） 今おっしゃっるとおり、マップ、目に見える形で地域

の手助け、助言、それと二毛作の推進と団地化のさらなる推進ということで、担当課とし

て今度の部落座談会もまた、次期、来年に向けて始まっていきますので、その中で皆さん

方に御説明をして推進を図っていくということで、お答えをさせていただきます。 

 以上です。 

○議長（緒方哲哉君） ほかに質疑ございませんか。 

 ５番、福田議員。 

○５番（福田謙二君） 16ページです。この一番下の段、たけのこ・竹材生産支援事業

補助金とありますけども、この生産の支援事業補助金、たけのこと竹材はどういう要望さ

れて、どういうところにこの補助金が出るわけですかね。生産はわかりますけども、どう

いうところに、項目は。 

○議長（緒方哲哉君） 産業振興課長。 

○産業振興課長（鳴瀬美善君） このたけのこ・竹材生産支援事業につきましてですけ

れども、これは昨年からも同じような名前であった事業なんですけれども、中身としまし

ては、竹林の整備が基本的な目的です。今ほとんど竹林はたけのこ生産、竹の資材等につ
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いての需要がちょっとないということで、竹林についてもなかなか整備をされとらんとい

うような状況で、強度な竹林の間伐を行ったときの経費的なものについて、２分の１、半

分補助しますよということです。 

 ただ、採択としましては、こういった整備を行ったときに３年以上継続してタケノコの

生産または竹材の生産を行うことが確実に見込まれること。それと受益戸数が３戸以上で

組織された任意の組合と対象となる竹林の面積が0.1ヘクタール以上ですので、１反以上

ということ、もう一つ、既に竹林の園地化をされてるものについての通常の親竹の管理等

については該当しませんよというようなことで、申し添えてあります。 

 ですから、基本的には、先ほど三つほど言いました３年以上と３戸以上、それと0.1ヘ

クタール以上の竹林の、いうなれば密集した竹を強度の間伐をすることによってたけのこ

の生産につなげてください。そうすれば、昨年まで古い制度では、自分のを延長する場合

は３分の１の補助でしたけども、今回からは２分の１の補助が来るということが昨年と違

うところです。 

 以上です。 

○議長（緒方哲哉君） ５番。 

○５番（福田謙二君） ３戸以上の方がということで、３戸以上方が、何件ぐらいがこ

れは申し込みされとるとですかね。 

○議長（緒方哲哉君） 産業振興課長。 

○産業振興課長（鳴瀬美善君） 今回、手を挙げられてるといいますか、申し込まれて

おるのは宮内地区の安平区が１組織で受益戸数は４戸でございます。面積としましては

0.7ヘクタールということで要件に該当しておりますので、安平地区が今回事業に取り組

まれます。 

 以上です。 

○５番（福田謙二君） ということはまだ一つということですね。はい、わかりました。 

○議長（緒方哲哉君） ほかに質疑ございませんか。 

 （自席より発言する者あり） 

○議長（緒方哲哉君） いや、まだ15ページから20ページまでです。 

 ３番、荒田議員。 

○３番（荒田 博君） 19ページの中学管理費で修繕料とありますけど、何の修繕料か

を教えていただければと思います。 

 学校教育課長。 

○学校教育課長（古閑 敦君） 今回補正で上げております修繕料につきましては、６

月11日の大雨のときに中学校東側を流れております水路から水が氾濫しまして、中学校の

体育館の１階部分、駐輪場とエレベーターホールに水が浸入しておりまして、１階にあり

ますエレベーターホールの床、フローリングが張ってありますけれども、そちらとエレベ

ーターのほうに被害が出ております。 

 エレベーターホールのフローリングの張り替えと、あとエレベーター設備の床下にあり
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ます機械設備、そういったものがありますけれども、そちらのほうにも水が浸入しており

ますので、その機械設備のほうの部品交換に係る費用を計上しております。 

 それとまた、校舎の教室棟のトイレの壁の補修というところで今回は上げているところ

です。 

 以上です。 

○議長（緒方哲哉君） ３番。 

○３番（荒田 博君） 今の説明ですと、エレベーターの、水路から水が入ってという

ことで、水に関しては多分そのエレベーターの補償に対応できなかったということでござ

いますかね。原因がそこということで断定できるならしようがないと思いますけど、雨漏

り等もありましたんで、そういう内容であれば、補償ができるじゃないのかなと思ったん

ですけれども。 

 あと、壁の補修ですかね、なぜそういうのが必要になったのですか。 

○議長（緒方哲哉君） 学校教育課長。 

○学校教育課長（古閑 敦君） トイレの補修につきましては、トイレの壁の部分に突

き破ったような跡がございまして、その部分についての修理ということで、現在は職員に

よりまして上からボードを張って、壁紙等を張って、応急処置をしておりますけれども、

そちらの分の修理費としてやっております。 

 ただ、このいたずらといいますか、壁を誰がやったかというのがちょっとわからないも

ので、本来であれば原因者負担というところで、ガラスとか何かは全部原因者負担という

ところでやってるところなんですけども、今回は誰がやったかわからないというところで、

こちらのほうで今修繕費を上げてるところでございます。 

○議長（緒方哲哉君） ３番。 

○３番（荒田 博君） そういうことで、学校の普通の棟のトイレですよね。平成25年

だったと思いますけど、できて２年しかたってないと思います。費用面でもかなり、町の

お金も使っておりますし、そういうのはなかなか生徒には伝わらないですけれども、やは

りものを大事にする気持ちですね、そういうのはしっかり教えていただいて、二度とそう

いうことがないようにですね、また教育を徹底していただきたいと思う、あってからは遅

いですけれども。今回これで聞いたからわかったんですけれども、そういうことで、また

しっかり校長先生並びに先生方にまた指導をよろしくお願い申し上げて、二度とないよう

に、お願いいたします。 

○議長（緒方哲哉君） ほかにでございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（緒方哲哉君） ないようでございます。 

 次に、歳入は全部について質疑をお願いします。歳入は全部について質疑をお願いしま

す。 

 ８ページから10ページまでです。８ページから10ページまでです。 

 何か質疑ございませんか。８ページから10ページまでです。 
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 11番、本田議員。 

○11番（本田 新君） ９ページの最上段に放課後児童クラブが500万減額補正されてお

りますけども、これはどういったことなのか、ちょっとお聞かせ願いたいと思います。 

○議長（緒方哲哉君） 福祉課子ども・障がい福祉係長。 

○福祉課子ども・障がい福祉係長（美濃田知也君） 本田議員の質問にお答えします。 

 こちらの放課後児童クラブ施設の補助金の減額がありますけども、当初この補助金につ

きましては、国の補助を県が受け入れまして、県から一本でですね、補助金で入ってくる

となってたんですけども、これがですね、県と国、別々にで入ってきますので、こちら県

のほうのですね、補助金を半額にしまして、県のほうの補助金を526万9,000円減額してい

るものであります。それに伴いまして、前ページの８ページの国のほうをですね、その分、

国の補助金として上げているところです。 

 以上です。 

○議長（緒方哲哉君） 11番。 

○11番（本田 新君） 県は減額されて国が出とるということでわかりました。勉強不

足で申しわけないけども、この放課後児童クラブの施設はどこにつくるようになったのか

な、ちょっと申しわけない、済みませんがお聞かせください。 

○議長（緒方哲哉君） 福祉課子ども・障がい福祉係長。 

○福祉課子ども・障がい福祉係長（美濃田知也君） 移転施設の位置につきましては、

甲佐小学校のプールの横に建てるように計画しております。 

 以上です。 

○議長（緒方哲哉君） ほかに質疑ございませんか。 

〔「ありません」と呼ぶ者あり〕 

○議長（緒方哲哉君） 最後に、本予算全部について質疑をお願いします。本予算全部

について質疑をお願いします。 

 何か質疑ありませんか。本予算全部について質疑を。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（緒方哲哉君） 質疑なしということでございます。質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終結します。 

 これから討論を行います。 

 本案に対する反対者の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（緒方哲哉君） 次に、本案に対する賛成者の発言を許します。 

 11番、本田議員。 

○11番（本田 新君） 議案第32号、平成27年度甲佐町一般会計補正予算（第３号）で

がありますが、歳入歳出にそれぞれ7,500万が追加された予算であります。今、質疑の中

でもいろいろ議員のほうからも意見があっておりますけれども、しっかり予算執行してい

ただいて、町の振興のために頑張っていただきたいというふうなことを思いを込めまして、
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本案に賛成をいたします。 

○議長（緒方哲哉君） これで討論を終結します。 

 これから議案第32号「平成27年度甲佐町一般会計補正予算（第３号）」について採決し

ます。 

 本案は原案のとおり決定することに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（緒方哲哉君） 異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 しばらく休憩いたします。 

────────────── 

休憩 午前11時06分 

再開 午前11時14分 

────────────── 

○議長（緒方哲哉君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

────────────── 

 日程第２ 議案第33号 平成27年度甲佐町国民健康保険特別会計補正予算（第１号） 

○議長（緒方哲哉君） 日程第２、議案第33号「平成27年度甲佐町国民健康保険特別会

計補正予算（第１号）」を議題とします。 

 提出者の説明を求めます。 

 住民生活課長。 

○住民生活課長（福島明広君） それでは、議案第33号について御説明申し上げます。 

 議案第33号、平成27年度甲佐町国民健康保険特別会計補正予算（第１号）について御説

明申し上げます。１ページをお願いします。 

 平成27年度甲佐町の国民健康保険特別会計補正予算（第１号）は、次に定めるところに

よります。 

 歳入歳出予算の補正。 

 第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ8,621万6,000円を追加し、歳入歳出予

算の総額を歳入歳出それぞれ20億4,037万9,000円とするものでございます。 

 ２、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出

予算の金額は、第１表、歳入歳出予算の補正によります。 

 平成27年９月11日提出。町長名でございます。 

 次のページをお願いします。 

 第１表、歳入歳出予算補正。 

 歳入です。 

 款５療養給付費等交付金に361万5,000円を追加し、9,361万6,000円としております。１

の療養給付費等交付金です。 

 款７前期高齢者交付金に576万2,000円を追加し、３億1,576万3,000円としております。
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１の前期高齢者交付金です。 

 款10繰入金に44万6,000円を追加し、２億51万7,000円としております。１の一般会計繰

入金です。 

 款11繰越金に7,639万3,000円を追加し、9,639万4,000円としております。１の繰越金で

す。 

 歳入合計。補正前の額19億5,416万3,000円に8,621万6,000円を追加し、20億4,037万

9,000円としております。 

 次のページをお願いします。 

 歳出です。 

 款１総務費に169万円を追加し3,669万円としております。１の総務管理費です。 

 款２保険給付費につきましては財源内訳変更によるもので補正額は０円となっておりま

す。 

 款３後期高齢者支援費等から750万7,000円を減額し、１億8,851万3,000円としておりま

す。１の後期高齢者支援費等です。 

 款４前期高齢者納付金等から９万2,000円を減額し、12万8,000円としております。１の

前期高齢者納付金等です。 

 款６介護納付金から1,237万円を減額し、8,063万円としております。１の介護納付金で

す。 

 款11諸支出金に2,362万5,000円を追加し、2,465万6,000円としております。１の償還金

及び還付加算金です。 

 款12予備費に8,087万円を追加し、１億1,468万5,000円としております。１の予備費で

す。 

 歳出合計。補正前の額19億5,416万3,000円に8,621万6,000円を追加し、20億4,037万

9,000円としております。 

 今回の補正の主なものにつきましては、平成27年度前期高齢者交付金の決定による増額

や平成26年度分の実績報告による国・県負担金の償還金などになります。 

 以上で説明を終わります。どうぞよろしくお願いいたします。 

○議長（緒方哲哉君） これより質疑を行います。 

 質疑については本予算全部についてお願いいたします。 

 何か質疑ありませんか。本予算全部について質疑をお願いします。 

 ありませんか。 

〔「ありません」と呼ぶ者あり〕 

○議長（緒方哲哉君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終結します。 

 これから討論を行います。 

 本案に対する反対者の発言を許します。 

〔「ありません」と呼ぶ者あり〕 

○議長（緒方哲哉君） 次に、本案に対する賛成者の発言を許します。 
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 12番。 

○12番（中村幸男君） 議案第33号、平成27年度甲佐町国民健康保険特別会計補正予算

（第１号）につきましては、国保運営が大変厳しい中、一般会計からの繰り入れがないよ

う健全運営ができることを願って、賛成いたします。 

○議長（緒方哲哉君） これで討論を終結します。 

 これから議案第33号「平成27年度甲佐町国民健康保険特別会計補正予算（第１号）」に

ついて採決いたします。 

 本案は原案のとおり決定することに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（緒方哲哉君） 異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

────────────── 

 日程第３ 議案第34号 平成27年度甲佐町介護保険特別会計補正予算（第１号） 

○議長（緒方哲哉君） 日程第３、議案第34号「平成27年度甲佐町介護保険特別会計補

正予算（第１号）」を議題とします。 

 提出者の説明を求めます。 

 福祉課介護保険係長。 

○福祉課介護保険係長（柴田郁子君） 議案第34号、平成27年度甲佐町介護保険特別会

計補正予算（第１号）について御説明申し上げます。１ページをお願いいたします。 

 平成27年度甲佐町介護保険特別会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによりま

す。 

 歳入歳出予算の補正。第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ6,833万1,000円

を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ14億5,905万1,000円とするものでござ

います。 

 ２、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出

予算の金額は、第１表、歳入歳出予算補正により御説明申し上げます。 

 平成27年９月11日提出。町長名でございます。 

 ２ページをお願いいたします。 

 第１表、歳入歳出予算補正。 

 歳入です。 

 款４支払基金交付金に250万6,000円を追加して、３億7,154万2,000円としております。

１の支払基金交付金です。 

 款５国庫支出金に８万7,000円を追加して、３億6,614万8,000円としております。２の

国庫補助金です。 

 款６県支出金に145万5,000円を追加して１億9,584万8,000円としております。１の県負

担金、３の県補助金です。 

 款８繰入金に75万7,000円を追加して、２億2,869万9,000円としております。１の一般
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会計繰入金です。 

 款９繰越金に6,352万6,000円を追加して、6,352万7,000円としております。１の繰越金

です。 

 歳入合計。補正前の額13億9,072万円に6,833万1,000円を追加して、14億5,905万1,000

円としております。 

 ３ページをお願いいたします。 

 歳出です。 

 款１総務費に71万4,000円を追加して、4,312万6,000円としております。１の総務管理

費です。 

 款４地域支援事業費に22万4,000円を追加して、3,588万1,000円としております。２の

包括的支援事業・任意事業費です。 

 款５基金積立金に2,000万円を追加して、2,007万7,000円としております。１の基金積

立金です。 

 款７諸支出金に2,075万5,000円を追加して2,075万8,000円としております。１の償還金

及び還付加算金、２の繰出金です。 

 款８予備費に2,663万8,000円を追加して、2,935万6,000円としております。１の予備費

です。 

 歳出合計。補正前の額13億9,072万円に6,833万1,000円を追加して、14億5,905万1,000

円としております。 

 今回の補正の主なものは、平成26年度決算に伴う剰余金について、介護給付費準備基金

への積み立てのほか、前年度の給付費精算によります国・県支払基金等への返還金でござ

います。 

 以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。 

○議長（緒方哲哉君） これより質疑を行います。 

 質疑については本予算全部についてお願いいたします。本予算全部についてお願いいた

します。 

 何か質疑ありませんか。 

〔「ありません」と呼ぶ者あり〕 

○議長（緒方哲哉君） 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終結します。 

 これから討論を行います。 

 本案に対する反対者の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（緒方哲哉君） 次に、本案に対する賛成者の発言を許します。 

 12番、中村議員。 

○12番（中村幸男君） 議案第34号、平成27年度甲佐町介護保険特別会計補正予算（第

１号）については、何ら異議なく賛成いたします。 
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○議長（緒方哲哉君） これで討論を終結します。 

 これから議案第34号「平成27年度甲佐町介護保険特別会計補正予算（第１号）」につい

て採決いたします。 

 本案は原案のとおり決定することに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（緒方哲哉君） 異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

────────────── 

 日程第４ 発議第４号 甲佐町議会会議規則の一部改正について 

○議長（緒方哲哉君） 日程第４、発議第４号「甲佐町議会会議規則の一部改正につい

て」を議題とします。 

 事務局長をして朗読させます。 

 議会事務局長。 

○議会事務局長（岡本幹春君） それでは、朗読いたします。 

 発議第４号、平成27年９月15日、甲佐町議会議長、緒方哲哉様。 

 提出者、甲佐町議会議員本田新、同じく甲佐町議会議員中村幸男。 

 甲佐町議会会議規則の一部改正について。以上の議案を地方自治法第112条及び甲佐町

議会会議規則第13条の規定により別紙のとおり提出します。 

 提案理由。議会における欠席の届け出の取り扱いに関して、社会情勢などを勘案し、出

産の場合の欠席の届け出について新たに規定するものである。 

 １枚めくっていただきますようお願いします。 

 甲佐町議会会議規則の一部改正する規則。甲佐町議会会議規則の一部を次のように改正

する。第２条に次の１項を加える。２、議員が出産のため出席できないときは、日数を定

めて、あらかじめ議長に欠席届けを提出することができる。 

 附則、この規則は、公布の日から施行する。 

 以上でございます。 

○議長（緒方哲哉君） 提出者の説明を求めます。 

 11番、本田新議員。 

○11番（本田 新君） それでは、発議第４号について御説明申し上げます。 

 今、事務局長が朗読いたしましたけれども、これまでに女性議員の出産に関することが

決まっておりませんでした。今の社会情勢を見ますと、他の自治体のほうでも女性の出産

の場合には欠席届によってするという規定が設けられておりますので、我が町もこれに倣

ってこのような規定を設けてはどうなのかということで、今回発議を行ったところでござ

います。どうか議員各位におかれましては、どうぞ賢明なる御判断を賜りますよう、よろ

しくお願い申し上げます。 

○議長（緒方哲哉君） これより質疑を行います。 

 何か質疑ございませんか。 
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〔「ありません」と呼ぶ者あり〕 

○議長（緒方哲哉君） 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終結します。 

 これから討論を行います。 

 本案に対する反対者の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（緒方哲哉君） 次に、本案に対する賛成者の発言を許します。 

 ３番、荒田議員。 

○３番（荒田 博君） ３番。発議第４号、甲佐町議会会議規則の一部改正については、

女性の出産の場合の欠席の届け出ということで、女性の権利であると思いますので、何ら

異議なく賛成いたします。 

○議長（緒方哲哉君） これで討論を終結します。 

 これから発議第４号「甲佐町議会会議規則の一部改正について」を採決します。 

 本案は原案のとおり決定することに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（緒方哲哉君） 異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

────────────── 

 日程第５ 研修報告について（議会運営委員会） 

○議長（緒方哲哉君） 日程第５、議会運営委員会の研修報告を行います。 

 議会運営委員会では去る８月19日に大分県九重町議会において研修を行っています。 

 委員長の報告を求めます。 

 宮川委員長。 

○議会運営委員長（宮川安明君） それでは、報告をいたします。 

 議会運営委員会では、去る８月19日に大分県九重町議会の議会運営等について視察研修

を行いました。 

 九重町は大分県の南西部で、小国町と隣接し、東西18.7キロ、南北23.4キロ、面積が

271.41平方キロと広大な面積に人口約１万人で、九重夢大吊橋等が有名な町ですが、研修

では、副議長の挨拶の後、副議長、議会運営委員長、副委員長及び事務局長等が対応され、

主に議会の活性化に関する取り組みとして、夜間議会に関する取り組みを議会事務局長か

ら説明を受けた後、全体的な質疑を行いました。 

 九重町におきましては、平成12年12月の定例会から毎年12月の定例会における一般質問

を夜間に開催するとともに、平成22年４月からは全ての一般質問をケーブルテレビによる

録画放送を行っています。 

 夜間議会の導入当初は40名を超える傍聴者がありましたが、昨年の夜間議会では13人と

低調になっており、平成19年には74名と極端に増えていましたが、このときは小学校の統

廃合問題があり、やはり住民の関心も高かったようです。傍聴者が減少してきているので、
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実施方法を今後検討するとのことでした。 

 今回の研修を生かし、インターネット配信やホームページの一部変更を行い、町民の方

にも関心を持っていただき、開かれた議会を推進し、今後とも議会の活性化に向け努力を

していきたいと考えております。 

 以上、議会運営委員会の研修報告とさせていただいきます。 

○議長（緒方哲哉君） 以上で議会運営委員会委員の研修報告を終わります。 

────────────── 

 日程第６ 議員派遣について 

○議長（緒方哲哉君） 日程第６、議員派遣についてを議題とします。 

 お諮りします。議員派遣についてはお手元に配付のとおり派遣することにしたいと思い

ます。なお、日程等に変更があった場合は、議長に一任していただきたいと思います。 

 これに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（緒方哲哉君） 異議なしと認めます。 

 よって、議員派遣についてはお手元に配付のとおり派遣することと日程等の変更につい

ては議長に一任することに決定いたしました。 

────────────── 

 日程第７ 総務文教常任委員会からの閉会中の継続審査の申し出について 

 日程第８ 産業厚生常任委員会からの閉会中の継続審査の申し出について 

○議長（緒方哲哉君） 日程第７、総務文教常任委員会からの閉会中の継続審査の申し

出について、日程第８、産業厚生常任委員会からの閉会中の継続審査の申し出について、

以上の２件については一括議題とします。 

 お手元に配付のとおり、総務文教、産業厚生の二つの常任委員会から閉会中の継続審査

の申し出があっております。 

 お諮りします。 

 ただいま申し出の二つの常任委員会からの申し出書のとおり決定することに御異議ござ

いませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（緒方哲哉君） 異議なしと認めます。 

 よって、総務文教常任委員会、産業厚生常任委員会から申し出については、申し出書の

とおり、閉会中の継続審査とすることに決定しました。 

────────────── 

 日程第９ 議会運営委員会からの閉会中の継続審査の申し出について 

○議長（緒方哲哉君） 日程第９、議会運営委員会からの閉会中の継続審査の申し出に

ついてを議題とします。 

 お手元に配付のとおり、議会運営委員会から閉会中の継続審査の申し出があっておりま

す。申し出のとおり閉会中の継続審査にしたいと思います。 
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 これに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（緒方哲哉君） 異議なしと認めます。 

 よって、議会運営委員会からの申し出のとおり、閉会中の継続審査とすることに決定し

ました。 

 以上をもって本定例会に付議されました事件は全て議了いたしました。 

 これで会議を閉じます。 

 閉会前にあたり、町長より御挨拶をお願いいたします。 

 奥名町長。 

○町長（奥名克美君） ９月定例会の閉会にあたり一言御挨拶を申し上げます。 

 今期定例会は、９月11日から本日までの５日間にわたり、御提案をいたしました人事案

件、決算の認定案件、承認案件、報告案件、条例案件、指定金融機関の指定案件、平成27

年度一般会計補正予算などの多くの案件につきまして精力的に御審議いただき、いずれも

原案どおり御議決をいただき、本日ここに閉会の運びになりましたことは、町政の執行に

あたり、御同慶に存ずるものであります。 

 ここに御議決をいただきました平成27年度一般会計補正予算を初め、各議案の成立によ

りまして、これからの町政全般にわたり、なお一層の政策推進を図るとともに、住民の皆

様の安全・安心な生活の確保と福祉の向上に努めてまいります。 

 また、今議会で御指摘をいただきましたことは、今後の町政運営に生かしていく所存で

ございます。 

 今後とも、町政発展のため特段の御協力と御指導をいただきますよう心からお願い申し

上げ、閉会の御挨拶とさせていただきます。 

 ありがとうございました。 

○議長（緒方哲哉君） それでは、私のほうから本定例会の閉会にあたり一言御挨拶を

申し上げます。 

 本定例会は11日に開会、本日15日までの５日間にわたり、多数の重要案件を終始熱心に

審議され、本日ここに全て議了し、無事に閉会の運びとなりました。議員各位並びに執行

部におかれましては、終始精力的な御審議をいただき、厚くお礼を申し上げる次第であり

ます。 

 今後とも町民の負託と御期待に応えるべく、さらなる御尽力を賜りますよう、お願い申

し上げる次第であります。 

 最後に、皆様にはくれぐれも健康に御留意いただきますよう、お祈り申し上げ、平成27

年第３回甲佐町議会定例会を閉会いたします。お疲れさまでございました。 

────────────── 

閉会 午前11時44分 
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